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令和７年第３回徳之島町議会定例会会議録 

令和７年９月９日（火曜日） 午前10時 開議 

１．議事日程（第１号） 

○開 会 

○開 議 

○日程第 １ 会議録署名議員の指名 
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○日程第 ５ 一般質問 

         広田  勉 議員 

         富田 良一 議員 
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         徳田  進 議員 

         宮之原 剛 議員 

○散 会 

 

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程記載事件のとおり 



― 4 ― 

１．出席議員（１５名） 

議席番号   氏  名            議席番号   氏  名 

  １番  内   博 行 君           ２番  政 田 正 武 君 

  ３番  宮之原   剛 君           ４番  植 木 厚 吉 君 

  ５番  竹 山 成 浩 君           ７番  富 田 良 一 君 
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 １２番  広 田   勉 君          １３番  木 原 良 治 君 

 １４番  福 岡 兵八郎 君          １５番  大 沢 章 宏 君 

 １６番  行 沢 弘 栄 君 

 

１．欠席議員（１名） 

  ６番  松 田 太 志 君 

 

１．出席事務局職員 

事 務 局 長  清 原 美保子 君     主 査  中 野 愛 香 君 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

 職  名    氏  名         職  名    氏  名 

町 長  高 岡 秀 規 君     教 育 長  福   宏 人 君 

総 務 課 長  村 上 和 代 君     企 画 課 長  中 島 友 記 君 

建 設 課 長  作 城 なおみ 君     花徳支所長  尚   康 典 君 

農林水産課長  廣   智 和 君     耕 地 課 長  水 野   毅 君 

地域営業課長  清 瀬 博 之 君     農委事務局長  白 坂 貴 仁 君 

学校教育課長  太    稔 君     社会教育課長  安 田   誠 君 

介護福祉課長  福 田 博 文 君     健康増進課長  吉 田   忍 君 

おもてなし観光課長  吉 田 広 和 君     税 務 課 長  新 田 良 二 君 

住民生活課長  大 山 寛 樹 君     選管事務局長  藤   康 裕 君 

会計管理者・会計課長  田 畑 和 也 君     水 道 課 長  奥 村 和 生 君 
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△ 開 会  午前１０時００分 

○議長（行沢弘栄君）   

 おはようございます。 

 ただいまから、令和７年第３回徳之島町議会定例会を開会します。 

 

△ 開 議  午前１０時００分 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、７番富田良一議員、15番大沢章宏議

員を指名します。 

 

△ 日程第２ 会期の決定   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第２、会期決定の件を議題にします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月19日までの11日間にしたいと思います。御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月19日までの11日間に決定しました。 

 

△ 日程第３ 諸般の報告   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 一般的な事項については、お手元に文書で配付してありますので、口頭報告は省略いたしま

す。 

 なお、この際、特に報告いたしますことは、監査委員から令和７年度の例月現金出納検査

６月分、７月分、８月分の結果報告がありました。 

 なお、関係資料等は事務局に常備してありますので、御覧いただきたいと思います。 

 これで諸般の報告を終わります。 
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△ 日程第４ 行政報告   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第４、行政報告を行います。 

○町長（高岡秀規君）   

 詳細につきましては、お手元の資料にございますので、主なものを申し上げたいと思います。 

 まず、６月14日、森山裕自民党幹事長並びに県選出国会議員を囲む昼食懇談会に出席。自由

民主党の定期大会にて出席しながら、要望活動も行っております。 

 ６月17、18日、町村の振興を考える会意見交換会の懇談会で要望活動をしております。九州

地区町村長大会、会長・事務局長の懇親会に出席。全国町村会正副会長会出席。一般財団法人

全国自治協会理事会出席。全国町村会政務調査会・理事会、都道府県町村会長会に出席。 

 ６月27日、日本赤十字社第106回代議員大会において、私のほうから血液製剤についての要

望をしました。 

 ６月29日から７月１日、鹿児島県町村会の役員の県外視察に行ってまいりました。 

 ７月６日から７月10日、慶良間諸島の国立公園を視察しております。環境文化教育プログラ

ム開校式にウェブで挨拶をしております。ＮＰＯ法人メッシュ・サポートとの意見交換会にお

いては、民間機による急患搬送並びに一度急患搬送された方の家族を帰郷するためのサポート

を飛行機等で搬送するための維持管理について、12市町村で支援ができないかとの意見交換会

をしております。 

 ７月15日、鹿児島県浄化槽推進市町村協議会令和７年度の通常総会に出席。鹿児島県港湾協

会理事会、総会、懇談会に出席。 

 ７月24日、全国町村会正副会長会出席。全国町村会理事会、都道府県町村会長会に出席して

おります。 

 ７月30日、大島郡の町村会要望活動及び意見交換会に出席しておりまして、奄振の要望等を

行っております。そして午前中につきましては、鹿児島県の開発促進協議会、これは町村会の

会長としての出席でありましたが、今後の減税による地方財政への影響がないよう強く求めた

ところであります。 

 ８月７日、令和７年度の市町村政の研修会に出席。 

 ８月25日から８月26日、町村振興の諸施策に対する国等への要望活動を行っておりまして、

これは１議題に対して30分程度、関係省庁の幹部とのテーブル協議を行っております。私のほ

うから、デジタル庁の地方公共団体情報システムの標準化に関する財政措置支援について意見

を述べました。 

 さらには有人国境離島法における航路・航空路運賃低廉化事業の支援の拡充、有人国境離島
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法による輸送コスト支援事業の拡充について意見交換をしております。 

 さらには総務省において、ふるさと納税における募集適正基準の遠隔地送料等について要望

したところであります。そして、総務省につきましては、奄美群島における民放の中継局につ

いて要望を行いました。これにつきましては、民放のテレビ局が今後のアンテナについての補

修がなかなか予算的に厳しいということから、十島村の中之島にあるアンテナを廃止をしまし

て、ブロードバンドによる奄美との連携でできないかということで、それがある程度、総務省

としても適用されるよう努力したいということでありましたので、今後は中之島からの電波で

はなくて、奄美群島内にはブロードバンドで電波が来て、そこから無線等々での配信になろう

かというふうに思います。 

 文部科学省につきましては、高校授業料無償化における他地域への流出対策について、また、

学校施設環境改善交付金事業の補助対象経費の引上げ及び拡充について、そして休日の部活動

の地域連携、地域展開における国の補助金の継続についてを強く要望しております。 

 厚生労働省につきましては、ドクターヘリ、消防防災ヘリの夜間運航について、さらには無

医村に対する医療の充実について、また、保育所における公定価格の新単価表の見直しについ

ては、こども家庭庁となりまして、しっかりと要望活動をいたしました。 

 農林水産省につきましては、第１次産業における担い手不足の対策についてをしっかりと要

望してまいりました。 

 そして９月４日には、町村の振興を考える会朝食の懇談会に出席。全国町村会正副会長会に

出席。一般財団法人全国自治協会理事会出席。全国町村会理事会、都道府県町村会長会に出席

しております。 

 以上でございます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これで行政報告を終わります。 

 

△ 日程第５ 一般質問   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第５、一般質問を行います。 

 広田勉議員の一般質問を許可します。 

○１２番（広田 勉君）   

 おはようございます。 

 12番広田が、提出してある３項目についてお尋ねいたします。時間もないですので、早速参

ります。 

 第１項めの生活保護政策についてですが、2012年（平成24年）の年末の衆議院議員選挙で生
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活保護世帯への給付水準10％引上げを公約の一つとして掲げ、自民党とともに公明党が政権を

奪還したときでございます。その後の国の動きは早かった。翌年というか、その選挙が終わっ

た次の月ですね、平成25年１月に厚生労働省の専門部会は、生活保護世帯の生活支給額の基準

見直しに関する報告書を提出し、当時の田村厚生労働大臣は、選挙後の次の１月に減額を決定

し、さらに半年後には、生活保護費の引下げが行われ始めました。 

 平成27年度の３年間に、生活保護費のうち食費や光熱費に充てる生活扶助費を平均6.5％下

げて支給をいたしました。これに反発する受給者側も翌年、平成26年２月に佐賀地裁に提訴。

そしてその後、鹿児島県を含む各地で訴訟が相次ぎ、計29都道府県で訴訟が起こされました。

11年間に及ぶ裁判を行い、2025年（令和７年）今年ですね、６月27日に最高裁が国の生活扶助

費の引下げは違法との判決を下され、決着を見ました。 

 この件に対する対象者は、本町には何名ぐらいおられるのか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 広田議員の御質問にお答えいたします。 

 まず初めに、徳之島町は、生活保護法第19条第１項に規定する福祉事務所を設置しておりま

せん。今回の答弁につきましては、生活保護費の実施機関である鹿児島県大島支庁徳之島事務

所福祉課に御協力をいただいており、質問内容によっては、答弁できないものもございますの

で、御了承いただきたいと思います。 

 御質問の本町では何名の関係者がおられるかについてですが、当時の被保護人員数は、平成

25年度が521人、平成26年度が499人、平成27年度が485人となっております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 最大の争点は何だったでしょうか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟の最高裁判決について、厚生労働省の公表によれば、

平成25年から平成27年にかけての生活扶助基準の改定が最大の争点であったと考えられます。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 当時の受給者は、全国で大体何万人ぐらいで、減額は大体幾らぐらいだったかは聞いていま

せん。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 国の被保護者調査によれば、平成25年度が216万1,612人、平成26年度が216万5,895人、平成
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27年度が216万3,685人となっています。総減額数につきましては、現在のところは把握されて

いないということでございます。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 大体、これだけの数の人たちの分を減額してありますので、私が見たところでは大体670億

ぐらい減額されているんですよね。これは物すごい額と私は思うんですよ、670億というのは

ね。 

 もう一つは、減額されて11年以上になるわけですよ。当時の受給者の高齢者が結構いらっし

ゃるわけです。大体、生活保護は高齢者が多いんですけども。この時点で約２割超の、裁判し

ている間で大体200人ぐらい亡くなっているらしい。亡くなった場合はどうなるのかと。裁判

勝ちはしたものの、それは、課長、聞いていない。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 対象者が亡くなられた場合の対応につきましては、現在把握をしていないところでございま

す。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 この生活保護者いらっしゃいますよね。前は財産持っとったら入れないとか、どうのこうの

とかいうふうなお話も聞いたんだけど、最近は、ある程度不動産あっても、じゃあすぐ処分し

なさいと言われたって処分できるものでもないし、生活保護に当たる場合があるんですけども。

もし亡くなった場合、その財産はどうするのかはお聞きしていない。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 すみません、実施機関じゃないため、どういった対応になるかというのは把握はしていない

ところです。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 このように、生活保護費の人の減額に対して、物すごく早いわけよね。選挙終わって、12月

に選挙して政権取って、１月にすぐ始まって、半年後６か月後には減額やり出したと。結構早

いんですよ。 

 しかし、この裁判がこの６月に終わったわけですよ、今年の。７月に厚生労働大臣は専門家

の会合開くと、答申をして。先月の８月13日にようやく専門委員会が開催されたらしい。その

会合の第１回目の会合ですので、大体中身は判決の内容とか、質疑が多少あったと。恐らく中

身はほとんどないと思うんですけども。とにかく削減された生活扶助費を補痾するかしないか
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等の対策も早く考えんといかんわけですよね。裁判負けたんだから。そういうのも全然進んで

いないと思うんですよ。次回は今月末に開かれる予定だったらしいんですけれども、自民党の

総理総裁の辞任で、また新しい大臣が決まるまでは、恐らく棚上げじゃないかなと。また先延

ばしになると。やっぱり削減分を早めにどうするかを、これはまだ決まっていないと思うんで

すよ。670億円ぐらい引いて返してないから、やっぱりそれは返さないといけないんじゃない

かなと私は思うんじゃけど。やっぱり高齢者が多いということで、死亡を待っているんじゃな

いかなとさえ思うんですけども、そういうことはないよね。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 その件に関しても国の対応ですので、答弁は差し控えさせていただきます。 

○１２番（広田 勉君）   

 生活保護に関しては、ほとんど権限というのは町にはないんですけども。しかし、町として

の窓口で、ある程度の権限もないこともないですので、私が質問することによって大分勉強さ

れたんじゃないかなと思いはしますので、私自身もあんまり知らないもんだからいろいろ調べ

たりしたんですけども。 

 去年の正月に発生した能登半島地震。被害を受けた輪島市で、義援金を理由に、生活保護を

30件も打ち切られたらしいが、義援金はそもそも生活再生のための資金であって、生活用資金

とは別物と考えられますけども、こういうものはどう考えられるのかな。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 義援金等の生活保護制度上の取扱いにつきましては、生活保護による保護の実施要領に基づ

き、当該被保護世帯の自立更生のために充てられる額を収入として認定しないこととし、その

超える額を収入として認定することとされています。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 こういった物すごく細かい要件があるのは知ってはいるんですけれども、大体、今５月現在

で165万世帯が生活保護を受けられて、約199万人が受給されていると。本町はどういうふうな

状況であるのか、受給。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 義援金等については、被災を受けた場合に被災時の収入認定除外の取扱いを福祉事務所が承

認する必要がありますので、あらかじめ自立更生計画書を作成し、自立更生の内容を報告する

必要があると考えております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   
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 徳之島は何世帯ぐらいで何人ぐらいおられるとか、そういう数は出ない。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 災害を受けている人数ということですか、現在の。現在の状況は、総世帯数が266世帯、総

人員数が323人となっています。 

○１２番（広田 勉君）   

 この間９月１日、１週間前の南日本新聞にこのような記事があったんですよね。三重県鈴鹿

市が生活保護申請の際、財布にある現金を箱に出させ、１円単位で確認をしていることが31日

までに関係者への取材で分かった。申請者から惨めな気持ちになったという声が上がり、専門

家は、必要性がなく、申請をためらわせるおそれがある行為だと批判している。市によると、

窓口に用意した箱に、当日記帳した貯金預金帳や身元を示す書類とともに、財布内にある硬貨

を含む現金を全て出すように、あれを出すらしいんですけども徳之島でも大体、あなた方は知

っているか知らんか分かりませんけど、大体これは調べるらしいんですよね、１年に１回とか、

何年に１回かずっと。本当にあるかと。そのときに財布も出しなさいというふうなこともある

らしいんだけども、とにかく申請するときにこれはないんじゃないかなと、さすがにね。 

 ずっと以前、北九州市などは、この申請用紙をもらいに来ても、出さないという話があった

んですよね。それで、餓死して亡くなった家族があるというふうな記事も１回見たことがある

んですけれども。北九州市というのは、これは特別な市であって、反社会勢力の申請が多いと、

これもまた言われているところで、出し渋ったあれも分かりはしますんですけども。この話を

申請用紙まであげないとなると私は徳洲会病院におった頃に医師会と大分もめておって、優生

保護法というのは、医師会が窓口になっていて、徳洲会には出さないと言ったもんだから、京

都の医師会に出向いて、なぜ出さないのかというふうに大分問い詰めたことがあるんですけど

も。今、本町はそういった出し渋り、そういうのはないですよね、申請者に。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 本町は先ほども申しましたように、実施機関ではございませんので、本町では生活保護の申

請、変更申請のみ受け付けておりまして、調査・決定等は県が行っております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 最近はプライバシーがどうのこうのということで、大分緩和されてきていて、今まで民生委

員の書面が要るとかあったけども、今はそれも要らないと。というのは、あの民生委員のとこ

ろに行ってお願いするの嫌だとかいうふうな声も聞いたことあるんですよね。そういったあれ

もあったけど、今はそういうあれがなくなって、ただ申請すればいいということで。 

 というのは、本当に必要な人がおるんですよ。ちょうど去年の今頃、運動会のときに伊仙の

方から頼まれて、生活どうしようもないというふうなことで、そしたら、担当に相談しましょ
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うかといって、慌てて伊仙の役場に行ったことあるんですけども。なぜかというと、がんでス

テージ４だったんですよ。しかし、医療費がないから、金がないから病院へ行けないと。これ

は何とかせんといかんと、兄弟からもいろいろ相談を受けて、それで、これは生活保護受けた

ほうがいいですよということで、伊仙の担当にお願いしたこともあるんですけども。そしたら、

一月かからずに入院したもんだから、すぐ生活保護が下りてきて、しかし、やっぱり一月後に

は亡くなったですよ。だから、もっと早く医療費を心配せずにかかれるんやったら、もう少し

長生きできたんじゃないかなというふうなこともあったもんだから。 

 だから、厳しくするのもいいんだけども、やっぱり必要であるかないかの判断というのは、

非常に、専門的にぱっと決めて、それは県のほうが決めることだから、町はどうもないんだけ

ど。しかし、町としても、ある程度、早めにお願いしますとか、そういったことなんかもして、

働けないというのは分かっていたら、早めにそういう手を差し伸べるようなことをお願いした

いと思います。 

 また次、保護の種類としては、どういう扶助があるものか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 保護の種類につきましては、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶

助、生業扶助、葬祭扶助の８種類でございます。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 いろんな扶助があるんですけども、また詳しく聞きますけども、次の国で定めた最低生活費

とは、東京、大阪などの都会と比べると、島とか離島とかいうところがちょっと低いと思うん

ですけども、鹿児島県は支給額も少ないと思うんだけども、大体基準は幾らなのか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 広田議員がおっしゃられたように、保護費につきましては級地基準があり、都市部やその他

の地域または個々の世帯状況等に応じて算定されるため、最低生活費が幾らかということは言

えないと考えております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 大体、高齢者の独身でどれぐらいというような話聞いていない。幾らぐらい支払いされてい

るか、額が。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 
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 例といたしましては、60歳単身世帯の方の場合、生活扶助が６万6,740円、持ち家の場合は、

６万6,740円これにまた加算とかがつくというふうになっております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 恐らくこの計算式は、あなたも分かりづらいと。もらっている人たちも、どういうふうな計

算式でこれだけの額になっているか分からないらしいんですよ。 

 先ほど言った家賃なんかも扶助の中に入るけど、家賃の最大どれぐらい。これは後で聞きま

すけども、その算定、どうしてそういう算定になるのか。計算式が物すごく複雑で分かりづら

いんだけど。私の知っている人も生活保護として二、三千円頂いている。それは年金が入るか

ら、年金が入った後の額を引いてもらえるということで、二、三千円らしいんですけども。そ

の二、三千円もらうんだけども、やっぱり報告書とかいろいろな義務がいっぱいあるんですけ

どね。 

 町としては、町の家賃としては、生活保護世帯から亀津、亀徳は一緒なのか、花徳なんかも

違うのか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 住宅扶助費に関しましては、世帯人員別に限度額が設定されております。本町は、保護の基

準の３級地の２となりますので、１人世帯の場合、最大家賃支給額は２万4,200円となります。

また、亀津地区は家賃が高い場合が多いため、特例として、１人世帯の場合、最大家賃支給額

は３万1,500円となっております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 民間のところを借りたら３万2,000円が限度額と。それ以上は出せないということですよね。

大体、生活保護、さっきも言ったんだけど、受けると権利と義務が生じるんですよね。大まか

に権利と義務どういうものがあるものか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 生活保護法に定められておりますが、保護を受けたときの権利といたしましては、不利益変

更の禁止、公課の禁止、差押えの禁止、譲渡の禁止などであります。また、義務といたしまし

ては、生活上の義務、届出の義務、指示等に従う義務、費用返還義務などであります。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 大体、生活に変化があったときは届け出るとか、島外に出かけるときも報告してくれと。働
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ける人は能力に応じて働いてくださいとか、パチンコやギャンブルは慎み、常に支出の節約に

努めて、公共料金の滞納はしないでくださいとか、いろいろあるみたいですけども。 

 義務の中に、子供からできるだけ仕送りをしてもらい、親、兄弟姉妹などには相談をして、

援助を受けるように努力してくださいというふうにあるんですけど、もし援助を受けたら、収

入とみなされるんじゃないかと言ったんだけども、その辺どういうふうに聞いていますか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者がいる場合は、その扶養保護に優先させる

こととされています。ほかからの仕送り、贈与等による金銭であって、社会通念上、収入認定

することを適当としないもののほかは、全て収入認定されることとなります。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 そうすると、やっぱりお父さん、お母さんが生活保護を受けておったら、少しでも節約して

子供たちがあげようとするわね。そして、あげたら、もらった人は、その分また生活保護から

引かれるわけですよ、収入とみなされて。それだったら、あげる人いないんですよ。自分も身

を削ってあげるんだけど、あげたもん親はまたその分引かれるから、収入とみなされてね。そ

したら、応援する人いないですよ。だから、これも何とか考えないといけないんじゃないかな

と。病気見舞いなんかも、収入になるんかな。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 社会通念上収入として認定すべきか否かは、事例ごとの個別的判断になると思いますので、

福祉事務所が判断を行うと考えております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 もう一つ、本町のほうで行われているプレミアム商品券ね、あれなんか買うと、今回は

5,000円だったかな、上回るのは。それは収入となるのか、ならないのか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 令和７年度徳之島町商工会プレミアム付き商品券につきましては、生活保護法による保護の

実施要領により、プレミアム部分の金額について、１世帯につき8,000円以内の額を収入認定

しないと取扱いとなっております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   
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 今年の夏は異常に暑いと連日放送されていますが、保護世帯も暑いからクーラーを買おうと。

しかし、生活ぎりぎりに頂いているあれだから、クーラー買う余裕はないから、金を借りて買

わざるを得ないんですよね。金借りた金額も収入とみなされるのかどうか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 冷房器具の購入のために、社会福祉協議会が貸付けを行う生活福祉資金による貸付資金につ

いては、収入として認定しない取扱いが可能であると考えられます。その他の借入れにつきま

しては、収入認定されることとなると思います。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 もう一つ、生活保護を受けている間は、自動車の所有や運転は認められませんと。これは本

当ですか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 通勤用自動車及び障害者が通院等のために自動車を必要としている場合等は、条件を満たし

た場合に、例外的に自動車保有が認められる場合がありますが、生活用品としての自動車につ

いては、原則的に保有は認められておりません。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 一応島では車がないと、もともと生活ができないし、身動き取れないと。仕事をするにも、

やっぱり仕事場まで移動したりする必要があるんだけども、これは何もするなというのと一緒

じゃないかなと思うんですよね。厳格にこれを守っていくとすればですね。 

 もう一つは、電気代がかさんだりするもんだから、クーラーなんか使わないというふうなこ

となんかもありますので、よく俺の知っているある若い男の子だけど、パチンコ屋にずっと行

くんですよね。パチンコしているのと言ったら、パチンコはしていないと。涼みに行っている

と、パチンコ屋に。後、聞いたら、大丸の宝くじ売場なんかでも、涼んでいる方がいらっしゃ

ると。それだったら、役場の１階の多目的広場も涼しいから、ここを開放して、暑ければどう

ぞいらしてくださいというふうなことなんかもしていいんじゃないかなというふうに思うんだ

けど。でないと、とにかく暑くておれない分は、この夏はあったわけですよね。だから、つい

ついパチンコ屋行って涼みに行ったら、打ちたくなったりする可能性もあるから。やっぱり役

場の下のほうをちょっと開放したらどんなもんかと思うけど、どうでしょう。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 お答えいたします。 
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 現在、徳之島町役場１階と町内の全部で７施設ですね、猛暑の避難場所として、クーリング

シェルターという形で指定しておりまして、施設の開放時間内につきまして開放しているとこ

ろでございます。こちらのほうは、広報紙とか防災無線とかで呼びかけているところでござい

ます。 

○１２番（広田 勉君）   

 今パチンコ屋に涼みに行っている人たちは、どうぞ役場もいらしてくださいというふうに案

内していいんですよね。ありがとうございます。 

 もう一つ、高齢者の元気度アップ・ポイント事業の商品券があるんですけども、これは収入

になるのか。子供のポイントもあるんだけどね。こういうのはどんなもんでしょう。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 高齢者元気度アップのポイント事業につきましては、高齢者の健康づくりやボランティア等

の社会参加を促進し、健康維持や介護予防への取組を図るという趣旨、目的であれば、生活保

護法による保護の実施要領により、支給対象１人につき8,000円以内の額を収入認定しないと

取扱いされているようです。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 物すごく収入に対して厳しいもんだからね。だから、いろんなことを想定しておかないと、

後でみんな、支給はされるんだけど、全部引かれる可能性があるわけですよ。だから聞くんだ

けど。 

 あと、病院の外来、病院は大体ほとんど無料になっているんだけど、受診するときに診療依

頼書をもらって病院に行くらしいんですけども、どこそこの病院に行くという、行き先ももら

うときに決めるのかどうか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 診療依頼書の発行時に受診先の設定が必要ですので、あらかじめ決めていただく必要があり

ます。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 先生が不在とか、ここはできないとか言われたときには、相談員にもう一回相談して行くこ

とになるわけですか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 島内の医療機関で治療等ができない場合は、相談員に相談を行うと考えております。 
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 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 緊急のときの救急車など呼ぶ場合は、普通でいいんかな。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 急病で診療依頼書の交付を受けることができないときは、大島支庁徳之島事務所福祉課へ電

話連絡後に医療機関を受診することになります。土日などの閉庁日の場合には、事後に速やか

に、大島支庁徳之島事務所福祉課に連絡をすることで対応しております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 町営住宅なんか、集合住宅の共益費も扶助に含む必要があると思うんだけども、これ今は含

まれていないですよね。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 生活保護法において、共益費は住宅扶助の対象とはなっていないため、食費、被服費、光熱

水費等の対象である生活扶助費から支払うこととされています。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 やっぱり共益費も全部、家賃と変わらんと思うんですけどね。それは入らないとなると、少

しは苦しくなるわね。だから、やっぱりその辺も一応検討するようなお願いをしておいてもら

えんかなと思うんですけどね。 

 以前、私、保護司しているもんだから、全郡の保護世帯のデータをずっと見たことがあるん

ですけども、たしか瀬戸内町が受給率が奄美の中では当時トップじゃなかったかなと。私はず

っと名瀬のほうがトップとばっかり思っていたら、瀬戸内のほうがトップだったんですよね。

今はどのような状況なのか。本町は全郡でどの位置で、受給率は保護世帯でどのような推移な

のかを聞いておられます。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 奄美群島の令和５年度の保護率は、高い順に申し上げますと、奄美市60.6パーミル、これは

千分比となります。瀬戸内町58.3パーミル、大和村40.5パーミル、徳之島町は35.1パーミルと

なっております。 

 また、本町の生活保護世帯数につきましては、直近３年間で申し上げますと、令和３年度が

297世帯375人、保護率は37.46パーミル、令和４年度が294世帯367人、保護率は37.21パーミル、
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令和５年度が279世帯339人、保護率は35.1パーミルと推移となっております。推移といたしま

しては、減少しているものと考えられます。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 これは死亡減でしょうか、社会減でしょうか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 内容については把握はしておりませんが、人口減も考えられるのではないかと、自然減も考

えられるのではないかと考えております。 

○１２番（広田 勉君）   

 徳之島町は、買物とか、非常に近くて生活がしやすいと。亀津なんかはね。そういったこと

で、ほかの町から本町への生活保護世帯の入り込みが増えていると私は思っているんですよ。

恐らくそういった理由じゃないかなと思うんだけども、他町村から伊仙、天城から移動して来

るあれも結構あるんじゃないかと思うけど、どうでしょう。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 被保護者につきましては、転入を含め、過去の経歴に関して統計を取っていないため、他町

村からの入り込み数等については、特段把握はしていないということでございます。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 私は、聞いた範囲内しか分かりませんけども、大体、生活保護になるとそんな動けなくなる

から、やっぱり生活がしやすいところに移ってくるということで、天城、伊仙から移ってくる

人たちは結構いらっしゃるというふうな話を聞いたことがあるもんだからね。 

 あと、生活保護とは別だけど、特別障害手当とは、これとは別に別途支給されるんですよね。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 特別障害者手当につきましては、精神または身体に著しく重度の障害を有するために、日常

生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の方の生活を向上させるために支給

される手当であります。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 大体額がどれぐらい。 

○介護福祉課長（福田博文君）   
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 お答えいたします。 

 特別障害者手当は、二十歳以上の方につきまして、月額２万9,590円となっております。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 要介護が必要ですよね。幾つから。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 調査決定等は、県のほうが実施機関であるため、町のほうでは把握していないということで

ございます。 

○１２番（広田 勉君）   

 普通、特老入るのは大体３以上とかいうふうに言われておるんですけども、これも一応３以

上だと認定される可能性あるということで。本町には対象者は大体何名ぐらいいらっしゃるも

んか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 現在の対象者は26名です。 

 以上です。 

○１２番（広田 勉君）   

 先ほども課長のあれで、日常生活が常時特別な介護が必要な二十歳以上の人に支給されると。

これは障害手帳も要らないということでしたので、あれでもやっぱり、まだ何名かいらっしゃ

るんじゃないかなと思うんだけども、こういう方がいらっしゃるかどうか。まだいろいろ対象

者がおられたら、この制度を手当を頂けるようにすると非常に助かるんですよね。 

○議長（行沢弘栄君）   

 広田議員、しばらく休憩します。11時10分より再開します。 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時１０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１２番（広田 勉君）   

 次に、２番目の工事期間、発注金額についてでありますが、最近、全般的に発注期間の工期

の期間とか受注金額の変更が、具体的に私も分かりはしないけど、ちょっと目に余ると。原因

が何で何件ぐらいあるのか。具体的にちょっとお願いします。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 広田議員の質問にお答えいたします。 
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 令和６年度建設課の発注工事は43件ありまして、このうち工期延期が16件、受注金額の変更

は26件です。 

 工期延期につきましては、主に繰越承認がされていないため、議会にて繰越承認後の変更や

材料の納期遅れが原因となっています。 

 金額の変更につきましては、特に土木工事のほうですけど、地下を掘削するため不確定要素

が多く、水道管の切り回しや構造物の撤去、仮設の矢板が安全な位置まで入らない等の理由で

変更となっています。 

○１２番（広田 勉君）   

 これは、大体設計の段階で分かるんじゃないのある程度。今言った撤去とかそういったもの

に関しては。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 地下掘削等は、まず地質調査を実施するのですが、全箇所を掘るわけにはいかないので、ピ

ンポイントで見た地質を基に設計は行っています。されていない部分で大きな石の塊だったり、

水道管が思わぬところに入っていたりするという形も出てきますので、そういった変更を行っ

ています。 

○１２番（広田 勉君）   

 どういう理由か分かりませんけど、今、火葬場へ行く道なんかも、もう１年以上やっている

わね、あの工事。予算がなかったのか。あんなかかるような工事じゃないと思うんですけどね、

工事自体は。我々素人から考えるとよ。それ関係ないんだけど。ああいうふうにして、いろん

なところで、あまりにも工事期間が長かったり。最近は、金額の変更は、今言った石が出てき

たり何が出てきたりとか、そういったものはある程度はしようがないとしても、そのほかには

ないよね。金額の変更なんかは。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 地下埋設以外の変更ですと、道路舗装をしていて、ちょっと先ももっときれいにしたほうが

いい場合とかは、ちょっと追加して変更増を行っています。 

○１２番（広田 勉君）   

 追加工事ね。そういうのは別にいいんじゃないかと思いはするんだけども。 

 大分前になるんだけど、入札が不調になったわけよね。全部会社失格になったわけよ。再度

入札して、今度は額を上げて再度入額したら通ったんだけど、もう一回同じ組で入札させてい

るわけよね。１回不調になったのは、もう一回組替えはされているのかどうか。入札の組替え。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 入札のやり直しの例としましては、設計金額、内容等を変更した場合は、同じ業者で入札を

行える形になっています。 
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○１２番（広田 勉君）   

 それと大分前になるんですけども、仮設住宅の入札で不調になって、もう一回値を上げて取

った経緯があるんですよね。あれなんかも、我々素人目から見ても、値上げるために不作為し

たんじゃないかなというふうな感じもしたんだけども。 

 今、次の亀津19号線、交通止め期間が13回も変更になったし、この工事の時系列にちょっと

説明をお願いします。 

○議長（行沢弘栄君）   

 広田議員、回数は13回じゃなくて、３回と書いていますけど、３回。３回変更になったと質

問には書いているんですけど、13回と言っていますけど、３回。 

○１２番（広田 勉君）   

 ３回、３回。 

○議長（行沢弘栄君）   

 ３回ね。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 

 亀津19号線の工事発注につきましては、令和６年８月23日に１工区と２工区を令和７年３月

28日工期で発注しました。１工区は矢板打ち込み工事、２工区を橋部分のボックスカルバート

で発注。１工区は矢板工事の打合せで、電線が邪魔で打ち込みができないため矢板を３分割に

変更して施工することになり、福岡の工場での加工に２か月要したことと、地盤が途中から固

く、当初の機械では既定の根入れまで打ち込めなかったことから、急遽、島外からの機械の変

更で、１工区の施工に大幅な遅れが生じ、矢板打ち込み工事後の施工となる２工区の工期を令

和７年７月31日まで延長することになりました。また、２工区は河川の工事のため潮の満ち引

きがあり、施工時間が限られてしまうための遅れもありました。 

○１２番（広田 勉君）   

 その潮の満ち引きなんか、計算できるでしょう。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 ２工区の工事は、１工区の矢板の打ち込みが完了した後の施工となりましたので、７月31日

までの延長としたのが主な理由です。 

○１２番（広田 勉君）   

 発注に細心の努力をしないと、ただ計算して、はいどうぞ、お願いしますじゃあ、駄目じゃ

ないんじゃないの。潮の満ち引きなんか、釣りする人に聞いてごらん。潮満ちが潮引きがいつ

あってというの、みんな分かるよ。そういったものも厳選せんといかんし。やっぱりちょっと

長過ぎるのよ。専門的なことは分かりませんよ。工事が物すごく長いという感じ受けるわけ。
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しかも、変更もしたよね、工期変更。設計の段階から見込みがあったんですか。変更するかも

分からんというような。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 １工区のほうは３月28日工期で、矢板を打ち込むのに、余裕を持って工期があったんですが、

電線が邪魔で打ち込めなかったことから、矢板を加工する必要があって、それに２か月かかり

ました。その後も岩が出てきて、そこで打ち込めない部分があったので、ちょっと強い機械に

変更する必要があって、それもちょっと時間を要して、何とか３月末に完了することができた

んですけど。当初、早く終われば橋の工事がうまく絡むような設計で、どちらも３月末に完了

する予定だったんですけど、１工区の遅れから２工区のほうの施工が後になってしまったので、

ちょっとやむを得ない理由で工期延長となっております。 

○１２番（広田 勉君）   

 とにかく変更ということは、金額も変わってくるわけよね。高くなってくるわね。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 １工区のほうの金額は、当初が3,316万5,000円だったのが、矢板の影響等で4,055万2,000円

に変更になっています。２工区のほうは、これは仮舗装等の追加で、金額的には4,301万円が

4,452万円の金額変更になっています。 

○１２番（広田 勉君）   

 これは簡単に変えられるもんね、工事というのは。家造るときもそうよ。大体これぐらいの

予算でこういう家造るとするんだけど、ちょっと上がりますと言われたら、はいはいって言え

るかどうかのもんよ。大体限度額で家も考えるはずなんよ。自分の返せる限度額とかね。そう

いったもので、最初に大体どれぐらいって決めたら、その値段の中で収めるときに、収めなく

てもいいのかどうか。簡単に上げていいもんかどうか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 

 道路工事のほうは、どうしても地下埋設とかそういう変更が多々ありますので、ある程度余

裕を持った予算を見ておりまして、道路の補助金のほうも、そういう変更には対応していただ

けてる状況です。 

○１２番（広田 勉君）   

 そうだと思いますよ。余裕ある期間、余裕ある予算でもってするんだけど、特にこの場所と

いうのは、普通の場所だったらええですよ。物すごく混む場所なんよね。だから、工事の仕方

とか発注の仕方で、やっぱりここは特別な地域とか、そういうふうに指定すべきじゃないのと

思うのよ。普通の道路と違うよと。 

○建設課長（作城なおみ君）   
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 もちろん中学校も小学校もありますし、大事な道路だと考えております。工事のほうももち

ろんスムーズにいくように設計して発注しておりますが、やむを得ない理由で延期という形に

なってしまったことをおわびいたします。 

○１２番（広田 勉君）   

 専門的なことがよう分かりませんけれども、ちょっとやっぱり簡単にしすぎじゃないかなと

思うのよね。その変更。 

 ８月18日に電柱移設工事。電柱が１本立ったんですけども、まだ電柱立てただけで、あと何

もしてないんですよね。だから、そういうふうな段取りを、電柱は工事とは関係ないはずなん

よ。場所さえ、ここですと指定しさえすれば。だから、この発注の仕方とか、やっぱりちょっ

と真剣に。あの道路がどういうふうな使われ方しているかというのは、やっぱり知っとっても

らいたいんですよね。だから、それぞれの会社も、それは分かるんですよ。向こうだけが現場

じゃないから、いろんな現場を持っていらっしゃるから、そこだけ集中するわけにいかないん

だけど。しかし、特殊な現場ですので集中してくださいとか、発注するときにそういう条件を

つけられないもんかということなんよね。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 

 亀津19号線を工事するに当たり、矢板工事をするときに電線が邪魔になりそうなので、工事

を発注する前に九電とＮＴＴと協議を行いました。この電柱はスーパーいけやま側にもつなが

っており、Ｔ字になっているため、どこに移設しても邪魔になってしまうことから、今回の亀

津19号線２工区の工事の完了に合わせて電柱移転を依頼しましたので、発注の仕方には問題は

なかったと思っております。 

○１２番（広田 勉君）   

 技術的なことはよう分からないんですけど、やっぱり素人的にはね。１工区、２工区も分け

ずに、ああいうところは。緊急だから、させるとか、そういった発注の仕方があるんじゃない

かなというふうに。 

 そしてもう一つは、分けてしまうとそれぞれの会社の都合でやってしまうもんだから、工期

が長くなるのは、それは当たり前の話やからね。やっぱり２つに分けたほうが、分けないとで

きないような工事だったのか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 工区分けは、業者さんに仕事が行き渡るように工区分けを実施するんですけど、今回は矢板

工事と矢板以外の道路と橋の工事として、工区分けを実施したところです。 

○１２番（広田 勉君）   

 だから、多くの業者に割り当てるという気持ちは分かるのよ。別にするなということじゃな
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いんだけど。こういうところは、私はあしたも立哨するんだけども、立っているとすごい車の

量があるわけよね。大体どれぐらい向こう車が通っていると予想しておりました。通っておっ

たか。車の台数なんか。通ってない。通っとるよ、絶対。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 すみません、台数は把握しておりませんので、後ほど確認してお答えしたいと思います。 

○１２番（広田 勉君）   

 大体７時から８時まで、大体300台と俺聞いている。あの道を通った車がね。だから、普通

の道路と違うのよ。さらに小学生、中学生の通学路でもあると。だから、そういったものを考

慮して、その工事を２つに分けたい気持ちは分かるけれど、分けたら工期が長くなるというの

は必然よね。１工事が終わらないと２工事ができないとかそうなってくるから、工期が長くな

るんですよ。そうじゃなくて、もうちょっと分けずに工期を短くするとか、そういう努力を必

要としませんかと言うただけなんよ。町長、どう思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 今議員の質問にお答えしますが、今建設課長のほうからもございましたが、予期せぬことは

起こり得ると私は思います。そして、また予期せぬことが起きた場合には、安全、そしてまた

しっかりと対策をしなければいけないということで、今回このような結果になっただろうとい

うふうに思いますので。発注の仕方については、今後もしっかりと建設課のほうで、効率的、

そしてまた安全を確保、そしてまた地域経済等も総合的に判断して進めるべきかなというふう

に考えております。 

○１２番（広田 勉君）   

 だから、ああいう場所は、少しでも工期を短くすると。そういう努力をしたり、子供の通学

路ですので子供たちを最優先すべきで、しかも、夏休みに当てるとか、冬休みに当てる、休み

に当てるとかね。休み明けたら工事も終わっているというふうな状況をつくらないと、いまだ

に……。 

 やっぱりもう少し発注の仕方、今後検討してもらいたい。工事が長いと予算も上がる。騒音、

振動の苦情もあったと思うけど、そういうのなかったかどうか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 苦情についてお答えします。 

 騒音、振動等は特に主立った苦情はなかったですが、舗装の砂利だった状態のときにほこり

の苦情が入っています。現場から離れたところの方から振動があるという苦情は、１件把握し

ております。 

○１２番（広田 勉君）   

 ですので、こういう場所はこういう場所なりの発注の仕方というのはやっぱりあると思うん
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ですよね。普通のところと同じようにしちゃいけないと。 

 だから、もう一つは、何があるか分からんというのは、リフォームもそうだけど、開けてみ

ないと分かんというのが結構あるんだけど、あまりにも工期とか変更し過ぎると、これ慣れに

なっていって、ある程度して値段を上げようやと。今、中国がやっている工事と一緒でね、最

初安くで受けていて、次々と高くしていくと。そういうふうな風潮になっていきますので、こ

れはこれ、これはあれと、きちっと設計どおりしていただくと。そのためには設計をきちっと

するというふうなことをお願いしたいと思います。恐らく、県ではこんなことやらないと思う

んですけどね。崖なんかやっているときに石が出てくるのはあり得る話だけどね。とにかく発

注の仕方、もう少し検討してもらいたいと。 

 あと、入札の問題もあるんだけど、それはまた勇元議員が出ているもんだから、詳しく聞く

と思うんだけども。俺知っている花徳の業者なんかね、あれを出していないわけよ。入札願い

を。なぜと言ったら、あんまり入らんからどうのこうのというふうなこともあったりしてね。

やっぱり入札はみんな入れてもらうようにしたほうがいいと思いますので、今後よろしくお願

いいたします。 

 次に、代理返済制度の促進をということで、日本の人口減の一因と私は思っております。れ

いわ新選組の山本太郎代表は、奨学資金のことを国のサラ金事業というふうに言っているんで

すけども。我が家のほうも次男坊がこの間１つだけ奨学資金が終わったというふうなこと連絡

がありましたけども、残りあと一つあって、あと40歳ぐらいまでかかるんやないかな。とにか

く大学４年間楽してきたツケが、今重くのしかかっているんじゃないかなと思っています。 

 しかし、外国留学生に関しては、国費留学生として、日本国が約300億円ぐらい予算を組ん

で優遇しておるんですよね。こういった奨学資金を救うというか、代理返済制度というのが令

和３年４月から施行されておって、日本学生支援機構に採用した企業が直接奨学資金返済を行

い、企業は支払ったその金額は、福利厚生の一環として扱い、経費として認められると。法人

税も下がってくると。さらに一定の条件を満たせば、賃上げ促進税のほうの対象になり、法人

税額を減らすこともできるというふうな、非常にいいらしいんですけども。従業員もその負担

額が税金の対象とならず、所得税や住民税にかかわらず、従業員の手取りとして全部もらえる

と。そして、企業も優秀な人材が確保でき、従業員も奨学資金返済が不要になり、安心して働

けると。ぜひ多くの地元企業に進めてもらいたいなと思うんだけども、特に公共事業を受注し

ている企業には進めてもらいたいですけども、いかがでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 この制度が広く周知されているかということについては少し疑問が残りますので、この制度

の利活用、そしてまた制度の中身については、広報ないし企業の皆様にも知らせる必要がある

かなというふうに思います。 
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○１２番（広田 勉君）   

 奨学資金返すのに四苦八苦している子供いっぱいおるわけよね。だから、企業がこの制度を

入れてくれると、その人たちも返さなくていいし、安心して働けるというのがありますので、

ぜひ、このメリットとしては、企業は奨学資金返済の手当として支給すると税金の対象外とな

り、そのまま奨学資金の返済に充てられると。社会保険料が要らないと。金もらって奨学資金

を返すと、もらった分の社会保険料が加わってくるわけよね。それも要らないと。会社として

も経費として計上が可能だよ。 

 兵庫県などは、従業員、企業の双方に年間最大６万円ずつの補助があるらしい。こうすると

若者の採用の定着率のアップにもなるということで、離職率も低くなるはずなんですよ。ぜひ

これを宣伝して、そこの制度を進めてもらえたらなというふうに思っております。というのは、

いろいろあるんですけど、ぜひこれを進めてもらいたいなと、宣伝してもらいたいなと思いま

すので、これで私の質問を終わります。 

○議長（行沢弘栄君）   

 次に、富田良一議員の一般質問を許可します。 

○７番（富田良一君）   

 きゅうがめら、こんにちは。 

 私は今朝もラジオ体操を頑張ってきましたが、最近は毎朝ラジオ体操だけでなく、リズムダ

ンスをする方が増えてきました。女性の方が多いようですが、高齢者では85歳以上の方が数名

頑張っています。朝ドラののぶさんではありませんが、たまるかです。朝からびっくりしてい

ます。皆さんもその方々に負けないように、毎朝楽しい音楽を聴きながら心身を鍛えたらいか

がでしょうか。 

 議席番号７番富田良一が、通告の２項目について伺います。 

 まず、混岸住宅について伺います。 

 混岸住宅は大変古い住宅で、前々から、立ち退きをさせて解体し、行く行くは公園化も考え

ていると聞きましたが、現況を伺います。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 富田議員の御質問にお答えします。 

 混岸住宅の現況につきましては、昭和41年建設、築59年の１棟４戸の住宅が４棟あります。

そのうちの８世帯が入居している状況です。 

○７番（富田良一君）   

 一応入居者が８世帯ということで、話では、今後解体するので入居させないとのことを聞き

ましたが、最近入居された方もいらっしゃるのか伺います。 

○建設課長（作城なおみ君）   
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 お答えします。 

 住宅の長寿命化計画のほうで、大分以前の計画からなんですが、用途廃止となっております

ので、新しく入った方はおりません。 

○７番（富田良一君）   

 一番新しい方で何年ぐらいに入居されましたか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 一番新しい方で、平成22年10月１日の入居になっています。 

○７番（富田良一君）   

 今後も入居させる予定があるのか伺います。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 今後、入居させる予定はありません。 

○７番（富田良一君）   

 入居させないということで、今後の計画について伺いたいと思います。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えいたします。 

 今後の計画としましては、公営住宅等長寿命化計画で用途廃止としており、建て替えの予定

はありません。また、政策空き家としており、入居募集も行っておりません。 

 跡地活用としましては、ほかの公共的な利用への転換を図る必要があると考えておりまして、

活用イメージとしては、公園緑地、共同菜園、駐車場などがあります。 

○７番（富田良一君）   

 今、公園とかいう話が出ましたが、大分前から解体して公園にするという話を聞いています

が、なかなか進んでいないのはなぜでしょう。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 なかなか進んでいない理由としましては、住宅の入居者がいらっしゃる棟は解体ができない

ため、いらっしゃらなくなった時点ですぐ借り上げのほうで解体費を組んで解体している状況

ですので、まだまだ住宅敷地という形になっているため、今後の整備等の検討が進んでいない

理由になります。 

○７番（富田良一君）   

 現在住まわれている方々が出ていかれたら話は早いんですよね。現在住まわれている方々を

ほかの場所に移住させることはできないのか伺います。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 以前、白久団地のほうを整備したときに、アンケートを取っております。そのときに希望が

あったのは１件だけでした。 
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 用途廃止予定住宅は、希望すればほかの大船住宅とか、どこの住宅にでも優先して移転でき

ますので、希望があればすぐに対応したいと思います。 

 また、ちょっと家賃が月額3,600円で安いので、一生ここにいますという方もいらっしゃる

のも事実です。 

○７番（富田良一君）   

 そこにいたいという方は、家賃が安いから、居心地がいいんじゃなくて、家賃が安いからで

すか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 一番は家賃が安いということ。居心地がいいというのは、ちょっとあんまり声を聞いたこと

がない状況です。 

○７番（富田良一君）   

 もし、建て替えをしないとさっき言われましたが、現地建て替えをした場合、今住まわれて

いる方々は、優先的にそこに移せることは可能なんですかね。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 建て替えは、もちろん最近では尾母住宅を建て替えをしたんですが、住まわれていた方は最

優先で戻りができます。 

○７番（富田良一君）   

 やっぱり現地建て替え、同じ敷地内に建て替えをして、移住させたほうが早く進むと思われ

ますが、どうですか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 混岸住宅につきましては、長寿命化計画の政策的判断としましては、土地が低いこと、あと

地盤が脆弱なため、排水であったり基礎等の改良に多額の費用を要することから、用途廃止と

して指定しておりますので、建て替える計画は現在のところありません。 

○７番（富田良一君）   

 じゃあ、なるべくどこかの場所に移す方法を考えて、なるべく早く少しでも進めていただき

たいと思います。 

 次に、混岸浜、フウダグチ浜といいますが、亀津唯一の自然を残した浜だと思っていますが、

保全についてどのように考えておられるのかお聞きします。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えいたします。 

 混岸浜は亀津唯一の自然の浜でありますので、保全していかなければなりません。南区自治

会のほうで毎年７月に海岸清掃をしていただき、ありがとうございます。浜を保全していくに

は、皆様に利用していただくことが一番でありますので、例えば海辺の散歩、海遊び、浜踊り
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などの利用頻度が上がりますように、アクセスしやすく舗装したり、駐車場の整備などを行う

ことが必要だと考えております。 

○７番（富田良一君）   

 南区会館の落成祝賀会が平成13年の５月４日に行われました。その前夜祭で混岸浜、フウダ

グチ浜で前夜祭が最大に行われましたが、そのときは関西亀津会、神戸亀津会、関係者、地域

住民の皆さんが多数集まり、浜遊びは、午後から月が上がるまで続きました。このように大勢

で浜遊びができる場所は、亀津には混岸浜以外ありません。ぜひ先ほど課長が言ったように、

いろいろ皆さんが活用しておりますので、また、育成会の皆さんも海の日の清掃も頑張ってお

りますので、ぜひ守っていただきたいと思います。 

 私が小さい頃、祖母に連れられてよく混岸浜、フウダグチ浜に遊びに行きました。そのとき

は浜も大変きれいでした。今は皆さんがあまり利用していないので、昔みたいにきれいとは言

えませんが、近場で遊べる浜があれば、小さいお子さんのいる御家庭は大変喜ばれると思いま

す。 

 そこで、先ほど課長の言った話にちょっとつながるんですが、混岸浜と住宅を一体と考えて

整備できないか伺います。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えいたします。 

 混岸住宅用途廃止後の用地につきましては、今後どのように活用するのか。混岸浜と一緒に

なって整備ができないかも含めて、関係各課と協議していきたいと考えております。 

 まずは、混岸住宅内解体跡地２か所を住宅駐車場として整備し、墓地や浜の利用者も利用で

きるように検討したいと考えております。 

○７番（富田良一君）   

 ぜひお願いしたいと思います。児童公園のように近場で遊べる場所も増え、子連れの家族も

安心して浜遊びができます。また、わざわざ遠出してほかの場所に行かなくても済むと思いま

すので。 

 また、混岸浜の周辺には多くのお墓があり、送り盆のときは駐車場が少なく大変混雑します。

また、そのときは路上駐車も多く、警察の皆さんも大変困っていますが、それは御存じですか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 先日のお盆のときに、警察車両からの注意が結構頻繁に呼ばれたということで聞いておりま

す。 

○７番（富田良一君）   

 それで、土地の有効活用として、ぜひ混岸住宅を公園にして、駐車場を確保していただきた

いと。そうすれば駐車違反も軽減でき、皆さんも安心してお墓参りができます。浜と住宅を一
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体として考えて進めていただきたいと思います。次に入ります。 

 狭い道路の拡幅についてですが、亀津には、まだ車の入らない狭い道路が多くあります。ほ

かの地域もですが、亀津は特に人口密集地で重機が入らず、空き家の撤去や建て替えが難しい

場所もあります。また、火災が発生したら消防車両が入らず、消火、延焼を抑えるのも大変だ

と思います。狭い道路の災害対応についてどのように考えておられるか伺います。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 本町におきましては、特に集落内の幅員が狭く、災害時の避難や緊急車両の通行に支障を来

すおそれのある道路が多数存在しております。そのことにつきましては十分に認識していると

ころでございます。 

 対応といたしましては、地域防災計画に基づき、避難経路の確認や代替ルートの確保を行う

とともに、自主防災組織や消防団等と連携し、初期消火や住民による避難支援体制の強化に努

めなければならないと考えております。 

 さらにドローン活用した被災状況の把握なども検討しており、道路整備と併せてソフト・

ハードの両面から災害対応力を高めてまいります。 

 また、道路の拡幅や改良につきましては、現在、国・県の補助事業を活用しながら、地域の

実情に応じて、計画的に進めているところでございます。 

 以上です。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 

 亀津・亀徳地区の都市計画区域内では、建築基準法の救済措置として、幅員４メートル未満

の道路で特定行政庁が指定したものは、２項道路として、建物の建て替えなどの更新時に道路

中心後退、セットバックすることで幅員を確保するようにしています。 

 また、集落からの要望などは、原則寄附していただき、道路を拡張し対応しています。です

が、まだ追いついていないのが現状です。 

○７番（富田良一君）   

 なかなか皆さんが家を建て替えするというのは、そう簡単にいかないと思いますが、整備す

るには、どのような条件を解決すればできるのか。拡張ですね、拡幅ですね。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 狭隘道路の拡幅に当たりましては、最大の課題は、用地の確保でございます。特に集落内の

道路は民有地に接していることが多く、整備には土地所有者の理解と協力が不可欠であります。

空き家や未利用地を寄附などの形で御提供いただければ、道路の拡幅や安全性向上に大きく寄
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与することは間違いございません。 

 しかしながら、現実には、所有者が遠方に居住されていたり、相続登記が未了で関係者が複

数に及ぶなど、手続が容易でない事例も多くございます。 

 町といたしましては、まず通学路や避難路など安全の確保が特に必要とされる箇所から優先

的に取り組み、土地所有者の皆様に丁寧な説明を行い、御理解、御協力をいただきながら進め

てまいりたいと考えております。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 

 建設課におきまして、現在、幅員の狭い生活道路を単費で行っている道路拡張につきまして

は、原則寄附であること、また、近隣住民の同意があること、将来的に道路中心から２メート

ルの幅員を確保できること。これらの要件を満たすときに、予算を計上して、重機借り上げ料

と原材料費で拡張を実施しております。 

○７番（富田良一君）   

 車が入らないから、土地も売りたくても売れないし、重機が入らないから、家の解体も建て

替えもできないという声も聞かれます。また、土地は無償提供でいいから、道路の拡幅工事を

していただきたいと言われる方々もいますが、先ほど課長さんが言ったように、周りの全体の

同意があれば、また、その条件を解決すれば、優先的に工事ができるということですかね。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 先ほど申し上げましたとおり、原則寄附であること、近隣住民の同意があること、将来的に

２メートルの幅員を確保できることの要件が満たされていれば、予算を計上させていただいて、

早急に拡幅できると思っております。 

○７番（富田良一君）   

 今実際そういう方々がいまして、早くしてくださいと言っている方もいますので、空き家対

策、土地の有効活用、防災面を考えると、ぜひそういう方がいましたら早めに工事をしていた

だきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（行沢弘栄君）   

 しばらく休憩します。13時30分より再開します。 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時３０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、福岡兵八郎議員の一般質問を許可します。 
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○１４番（福岡兵八郎君）   

 お疲れさま。 

 14番福岡が、通告の３項目についてお尋ねいたします。町長並びに主管課長の明快な答弁を

お願いいたします。 

 いつものことですけども、少し前置きをしたいと思います。 

 21世紀の国家的な主要テーマは、食料問題、環境問題、医療・福祉とあります。私たち奄美

群島においては、人口問題、人材育成をはじめとして奄美群島成長戦略ビジョンに各12市町村

のテーマが示されております。 

 奄振延長に向けてのアンケートにおいて、島内外の若者の意向は、新しい園芸を構築してほ

しいというのがトップであります。しかし、新しい農業振興の発展を阻害しているのが特殊病

害虫であります。 

 今問題になっておりますが、ウリミバエについて、1919年（大正８年）に沖縄県で初めて確

認されて以来、防除方法として、雄に放射線を処置して、不妊虫放飼という斬新な手法をもっ

て防除活動が展開されております。 

 奄美群島には、その他の特殊病害虫も含めて侵入が確認されてきておりますが、1929年（昭

和４年）に喜界島でミカンコミバエ、1966年（昭和41年）に沖永良部でイモゾウムシ、1973年

（昭和48年）９月に与論島でウリミバエ、1974年（昭和49年）７月に同じく与論島でアリモド

キゾウムシ、平成14年には、同じく与論島でカンキツグリーニング病が確認されております。 

 この中でウリミバエについては、膨大な費用204億円、防除に関わった関係者の延べ人数が

44万人、不妊虫生産数625億匹。期間が74年の歳月をかけて、日本からウリミバエを一掃した

わけであります。 

 1992年（平成４年）10月に撲滅宣言された歴史がございます。それから31年目になりますが、

昨年2024年３月、沖縄県本島北部地区で今回のセグロウリミバエが確認されました。そして

2025年、今年の３月17日、伊仙町犬田布で雄成虫１匹が確認されたことは御承知のとおりであ

ります。 

 国の指針に基づき初動対応が進められているということでありますが、まず侵入経路の前に、

その内容についてお尋ねいたします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 福岡議員の御質問にお答えいたします。 

 今年の３月17日に誘殺確認されました、犬田布のセグロウリミバエの対応についてですが、

令和７年３月17日に、伊仙町犬田布に設置している侵入調査用トラップにてセグロウリミバエ

の誘殺が確認されました。 

 翌３月18日に、伊仙町、天城町、徳之島町、鹿児島県及び植物防疫所にて現地対策会議を開
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催しております。 

 その後、発生確認調査としてトラップ調査、寄主果実調査も行っています。また、その中で

増設トラップ33個、既存含めて46個を令和７年７月７日までに計13回調査を行っているところ

です。 

 また、初動防除としては、誘殺地点の50メートル以内のベイト剤散布、また、ベイトステー

ションの設置、ベイトステーションの薬剤補充、誘殺地点からの半径１キロメートル以内を中

心に寄主植物の採取除去、半径２キロメートル以内では、地域住民による自主的な防除の要請、

また併せて、住民へのチラシ配布などによる防除協力依頼などを行ってきました。 

 その後、３月17日の誘殺確認以降、３月18日から７月７日まで、防除対応を実施しまして、

３世代相当期間のトラップ調査を実施した結果、本種の確認がその後なかったということで、

７月10日にてその対応を終了しているところでございます。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 その終了したことが大きな原因となって、今奄美群島全域、大変な発生をしているわけです

よね。 

 まず基本に戻りますが、このセグロウリミバエの侵入経路をお願いします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えします。 

 セグロウリミバエは、中国、台湾、東南アジアといった海外のほか、国内では緊急防除中の

沖縄をはじめ与論島、沖永良部島、奄美大島、徳之島を含めて確認されているところですが、

侵入経路を特定することは非常に困難というところでございまして、これらの地域から、風に

乗って飛来した可能性が現在のところ考えられております。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 風に乗ってきたということですかね。 

 ２番目、ウリミバエとミカンコミバエの違いについて。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 同じミバエですけれども、分類学上は異なる種ということになっております。セグロウリミ

バエについては、ニガウリ、カボチャなど主にウリ科作物を好んで産卵し、寄生した幼虫が果

実を食い荒らして被害をもたらしているところです。 

 一方でミカンコミバエについては、かんきつ類やマンゴーなど、幅広い果実のほうに産卵す

るということです。 

 以上です。 
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○１４番（福岡兵八郎君）   

 廣課長、３月17日はまだ課長になっておられませんでしたので、いろいろ勉強されたと思い

ますけれども、この問題は、本当にこれから若い人たちが後継者ができるかどうかという、す

ごい大きな今節目を迎えているわけですよね。 

 現在、沖縄県はいいとして、奄美群島12市町村での発生状況をお願いいたします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 沖縄県では沖縄本島中心に、伊平屋島、伊是名島、伊江島、粟国島、久米島、慶良間諸島で

確認されているところです。 

 沖縄県における今年度の誘殺数ということで、８月18日時点なんですが、2,107匹です。 

 鹿児島県内ですが、県内の各市町村については、９月３日時点での発生状況が公表されてお

りまして、与論島で111匹、知名町で55匹、和泊町で８匹、伊仙町で１匹、徳之島町８匹、龍

郷町が３匹、瀬戸内町加計呂麻にて１匹、宇検村で１匹、奄美市で５匹、合計194匹が、現在

奄美群島で確認されています。 

 このデータについては、植物防疫所、県の公表に基づいているところです。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 最初に確認されたのが、伊仙町犬田布で１匹ですよね。９月３日時点でもまだ伊仙町が１匹

というのが、どういうことなんでしょうかね。理解ちょっとできませんが。 

 ４番目、県病害虫防除（情報第９号）による防除法です。どういう方法ですか。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 技術情報第９号ということですが、令和７年６月12日に県のほうから送付されている文書な

んですが、防除農薬について、セグロウリミバエに対する防除農薬について取りまとめられて

おります。防除農薬としてセグロウリミバエの防除に当たっては、現在、農作物における本種

の防除に使用可能な登録薬剤はないが、植物防疫法第29条第１項に基づく措置として、発生圃

場での別表という、いろいろたくさんある表がありますが、その中での農薬を使用して防除を

行うようにしている文書でございます。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 セグロウリミバエには特効薬がないということでありますが、毎日のように、今、地元新聞

に出ているわけですけれども、できるだけ家庭菜園を控えてくださいとありますね。課長の考

えをお願いいたします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   
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 お答えいたします。 

 セグロウリミバエについては、先ほどの答弁もありましたように、ウリ科作物が特に注意が

必要となっておりますので、特に徳之島等においては、アカウリ、とうがん等ですね、ウリ系

の植物が多いです。ですので、落下した果実、また収穫残渣を放置せずに適切に処分すること

が必要と考えております。 

 徳之島町では８月18日でしたか、８月中旬に発生確認しておりますが、その後、９月の広報

にて住民向けにセグロウリミバエに関するチラシを配布して、そういったウリ科作物の自主撤

去等ですね、協力を依頼しているところです。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 とにかく徹底するかしないかなんですよね。今、家庭菜園はぜひ控えてくださいという、私

はあの記事を見まして、いろんな視点から考えた場合、私は今、公民館講座31年目になります

けれども、家庭菜園の勧めをしているわけであります。 

 それはなぜかといいますと、今ウリミバエは置いといて、今、私たちの生活環境は、遺伝子

組換え食品、食品添加物、環境ホルモン、残留農薬、ほかに化学合成物質漬けですよね。みん

なね。だから皆さんは、みそ漬けとか醤油漬けとか、それはみんな分かるんだけど、農薬漬け、

化学薬品漬けというの何も分からんわけですよ。だから、後半いろんな生活習慣病が出て、そ

れからずっと病院へ通うわけですが、人生後半は毎日病院に通うのが仕事になってるわけです

よね。 

 そのためには、やはり１坪家庭菜園で本物を作って、家庭、家族の幸せのためにしないとい

けないということで、昭和60年11月、私たち徳之島町は、全国唯一、健康のまち宣言をいたし

ました。だから、町民の健康増進のために、まず家庭菜園だと私は思っているわけであります。 

 例えば、今、特に韓国のテレビ、ドラマがよくありますが、そこで漢方薬ですよね。ある専

門家の本から抜粋してみますと、例えば動脈硬化と血圧にはゴボウやセリやニンニク、トマト、

アスパラガスがいいですよと。心臓にはエンドウやラッキョウやレンコン、アスパラガスがい

いですよと。肝臓にはセリやニンジン、ダイコン。糖尿病には山の芋、カボチャ、ホウレンソ

ウ、スイカ、胃弱胃炎、山の芋、エンドウ、ニンジン、ダイコン、シソと。十二指腸潰瘍には

じゃがいもやキャベツ、腎臓にはソラマメ、エンドウ、アスパラガスと。風邪や咳は長ネギ、

ショウガ、ダイコンと。強精強壮はニラ、ニンニク、ニンジン、エンドウ、ゴボウとですね。

貧血にはホウレンソウとレンコンですよと。冷え性にはニラやショウガ、セリですよというよ

うな、専門家が漢方薬的発表しているわけでありますよね。 

 それからもう一つ、家庭菜園をなぜ勧めるかといいますと、これらを有機無農薬で作ること

と、あと血液には鉄が必要です。肝臓には銅が必要です。甲状腺にはヨウ素が必要です。膵臓
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にはクロムが必要です。前立腺には亜鉛が必要です。骨や食細胞にはカリウムが必要ですと。

こういう人間の構成をしている成分が、これらをもって家庭菜園をですね、土壌分析をしっか

りして、この栄養をそろえたものを有機栽培の無農薬で作ってやると。これが基本だというこ

とで、この完成に向けて、日頃、公民館講座でも取り組んでいるわけでありますが。やはりそ

こでウリミバエとかインゲンとか、ウリミバエの寄主なるカボチャとかニガウリですね。それ

を作るなじゃなくて、作る場合はこうしなさいというような、そういう指導が必要かと思うん

ですよね。だから、それは、ただ広報でマイクを呼ぶ、ただチラシを配るだけじゃなくて、や

はり一軒一軒チェックするような、そういう活動も必要かと思うんですよね。廣課長、今課長

になられてすぐだから、今燃えていると思うんですが、どうでしょう。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 セグロウリミバエについては、先ほども答弁しましたとおり、ウリ科に非常に好んでつくと

ころでございます。そういった中で、指導として野菜は植えるなというよりは、自分らで管理

してほしいということですので、今実際、規制の野菜類を除去に回っていますが、どうしても

取ってほしくないという方ももちろんいらっしゃいますので、その場合は薬をまくとか、そう

いった対応を取っているとこです。 

 また、やはりこれからもそういった家庭菜園する方もいらっしゃると思いますので、チラシ

等、そういう防災無線だけじゃなくて、今担当と話しているのが、直接行って住民説明会等を

するべきじゃないかという話もありますので、その中で、もちろん特殊病害虫に対しては、

国・県のマニュアルに基づくわけですけれども、そういった国・県とも相談しながら、どうい

った方法がいいか等を検討して、またそういった説明会等でも住民の方に伝えていければなと

思います。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 今、平時じゃないわけですよ。この問題はね。だから、職員の皆さんは全地区におられます

ので、チェックシートをつくって、ほかの職員にも協力していただく。自分の集落の、それを

ちょっと時間をつくって、巡回をしてチェックしていただくとか、全職員でも協力をいただく

とか、そういうやり方も大事かと思うんですね。御検討いただきたいなと思っております。 

 今この問題は、沖縄県が週2,400万匹を不妊虫して、10月には航空防除するという計画を今

いたしております。 

 鹿児島県は、今、奄美でそういう施設ができないかと、国に要望するんだという状況なんで

す。その間にどんどん増えていきます。どんどん増えていって、元の、結局は北緯28度線です

かね、トカラ列島から南、特殊病害捨てたままじゃないですか。何もしないで。 
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 それと、喜界島で今、2001年にアリモドキゾウムシの根絶事業が、国の助成を受けて、県が

取り組んでいるわけですよね。具体的には不妊化した雄の大量放飼、誘殺剤の散布、寄主植物

の除去等であるけれども、防除の効果が出て、本来ならば、当初計画を私たちが説明を受けた

ときには、今であれば奄美群島全郡が撲滅されて、さつまいももどんどん出荷できるようにな

っているわけですよ。しかし、一向に喜界からなかなか進まないということなんですよね。で

すので、本当に奄美群島とのことを本当に思っているかどうかですよ。鹿児島県本土の皆さん

がね。奄美群島のことを本当に思っているかどうか。 

 今回、奄振で沖縄との交流というのが一歩踏み出されましたけれども、両方とも交流しなが

ら情報を集めながらしないと、奄美群島は特別に、鹿児島県本土と別に、こういう施設をしっ

かり持って、アリモドキやイモゾウムシ、それからウリミバエ、ミカンコミバエ関係、技術は

できているわけですから、これをぜひですね癩癩かつてＮＨＫのプロジェクトＸ、これに紹介

されております。すごいね、沖縄県職員の皆さんは本当に御苦労されている。いくらしてもし

ても74年間かかっているわけですが、してもしても撲滅されない。おかしいということで、最

後やっぱり行き着いたのが、米軍の訓練基地ですよね。そこへ入ってお願いして、最初、とて

も訓練基地入れないということでありましたが、そこの米兵の中に学者がおられまして、これ

は大変なことだからやるべきだということで、訓練基地を山を全部調査したら、一番奥に大き

な巣があったということですよね。ウリミバエの巣があった。それを取って処理してからは、

それからすぐ進んで、このウリミバエが撲滅されて、私たち奄美群島も平成５年にその宣言を

されたわけですが。私も10年間これに携わりましたから、防疫補助員としてね。例えば空港と

港でお客様の荷物をチェックするわけですよ。何でじゃがいも出荷できるのに、さつまいもは

できないもんかといって、けんかする状況だったです、その頃はね。だから、そこでさつまい

もはみんな取ったりとかしたわけですけども。 

 これは、本当に簡単に普通の問題と思ってほっておきますと大変なことになりますよ。今、

マンゴーなりいろんな亜熱帯植物も出てきておりますが、それが全部出荷停止になるわけです

から。完全に出荷停止になって、キビと畜産しかできない。これは基本ですから大事です。家

庭でいえば父と母ですから。あと園芸は子供、孫にいきますから、若い人たちはやっぱり施設

園芸なり、新しいものを求めているわけですので、それに応えるべく、新しい時代に向けて、

しないといけないと思いますので。 

 これは今、鹿児島県は国に要望してやると言っているんだけども、高岡町長、沖縄の今

2,400万匹、週、不妊虫をつくるということでありますが、町長、奄美のために、今沖縄にせ

っかくやっているから、奄美のためにもちょっと増やしてもらえませんかとか、何かその辺の

活動ちょっとできないもんでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   
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 セグロウリミバエにつきましては、与論のほうからも要望が上がっておりまして、県として

も相当な対策は打つという回答はもらっております。 

 今、沖縄との連携の話がございましたが、今奄振では、観光であるとか、農産物の輸送の問

題での交流というのが主流だったんですが、害虫についても実は沖縄と非常に共通点が多いと

いうことから、そういった情報等の交流ということも必要かなと今感じたところですので、今

後、沖縄とのそういった害虫対策というものも、しっかりと交流する中で対策を打てればいい

かなというふうに今思ったところであります。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 高岡町長は行動力がありますので、ぜひ奄美のためにですね。県は今、国に要望していると

いうことでありますが、ぜひ飛んでいって、ぜひ直接交渉してお願いしたいなと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 この問題の最後になりますが、今課長から、その対策についてのありましたが、具体的に対

策会議、どういうメンバーで、例えば週１回会議しているとか、どういう情報交換していると

か、ちょっと具体的に対策会議の件について説明をいただけませんか。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 対策会議といたしましては、常に定例的な会議は、県、国防含めての会議はないところです。

これまでセグロウリミバエの誘殺が確認された地域で、植物防疫所と県、また３町、徳之島で

いけば３町の関係機関、ＪＡ等で現地連絡会議を設置して連絡会議が開催されております。そ

の中で情報共有を行って、今後の行動、防除の方法等を協議して実施しているというところで

ございます。そのほかには、営農推進本部等ございまして、そういった園芸部会とか、あと技

連会等、そういった部会等では、一応情報共有をして対策の話はしていますが、数か月に１回

とか、そういうことになっているところでございます。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 数か月に１回って今の状況でね、非常に危機感がないですね、課長。ほかの方もみんなそう

ですかね。県の職員から市町村の職員、農協。それどころじゃないですよ。今３月17日、１匹

伊仙町で見たのが、今、全市町村に発生して、これだけの増えているわけですよ。これは数か

月に１回なんてとんでもないことですので、週１回ずつ私が確認しますのでね。週１回ずつ。

どういう会議されているのか。どういう行動されたのか。週１回ずつ私が確認しますので、ぜ

ひ迅速に取り上げていただきますように、課長、お願いいたします。 

 ２番目、アマミノクロウサギの被害ですが、イノシシは有害駆除でできるんだけど、アマミ

クロウサギは触ることもできないわけですよね。見るだけ、楽しく。しかし、この写真、クロ
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ウサギの写真ちょっと出しています。普通見るのはかわいいんですが、この写真見てください、

皆さん。クロウサギ出てる。イノシシですよ。それぐらい大きいです。これが被害をやっぱり

出していることなんですよね。このウサギの次に、今、たんかんの皮を全部竢いで、こうした

ら形成層がみんな竢がれるわけですから、木は枯れちゃうわけですよ。ですので、今そういう

状況でありますが、この被害状況について、農作物の現状について伺います。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 アマミノクロウサギによる農作物への被害状況については、主にさとうきび、たんかんなど

の果樹で発生しているところです。令和６年度の野生鳥獣による農作物の被害状況が９月２日

に県より公表されております。 

 本町でのアマミノクロウサギによる農作物への被害については、果樹が被害面積10アール、

被害金額17万6,000円、さとうきびが被害面積18アール、被害金額23万円となっているところ

です。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 どうもこのデータが、10分の１ぐらいの発表じゃないかなと思うんですが。課長、これぐら

いのもんじゃないでしょう。どのようなデータの収集をされたか分かりませんが。たんかん植

えました。２年、３年、４年になりましてこれからというときに、クロウサギによってみんな

皮むかれて、枯れていきますね。これに対する一つの支援対策といいますか、補償といいます

か、それはどうなっていますか。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 被害への支援対策ということですが、町としては、被害を補償するといった制度はございま

せんが、農作物を保護する、守る取組として、電気柵、防護ネットなどの鳥獣被害対策に係る

経費の一部を助成する事業を実施しているところです。 

 農作物の被害補償ということでいけば、農業共済組合での取り扱っているさとうきび共済、

果樹共済などございます。そちらの加入の検討をお勧めしていることもございます。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 補償じゃなくて、保護しているということですよね。 

 まず、今その保護の件で、電気柵とかネットとか今されていますよね。保護をね。この事業

というのは、ずっと続いていきますか。例えばあと１年でやめるとかじゃなくて、それは継続

的にずっと続いていくということでよろしいですか。 
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○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 この事業については、ここ数年ずっとしています施設整備の園芸施設機械等補助事業であり

まして、これはずっと町単の事業でありますが、していっております。今後も継続する予定で

ございます。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 分かりました。これはまだこの事業が切れるんじゃないかとかいう、生産者は非常に心配を

しておりましたので、継続されるということであります。 

 補償の分もやはり検討すべきだと思います。ぜひ検討されて12月の予算編成に向けて、木、

例えば１年木で枯れたもの、被害受けたもの、２年木で被害受けたもの、５年木で被害受けた

ものについては、例えば果樹２本被害受けました。それについては、例えば５本補植用として

助成しますとか、そういう具体的な、そういう保護と補償と両面が必要かと思うんですよ。課

長の考え方、お願いします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 現在、被害に対する補償というのがないところでございますが、補償の方法、例えば被害の

確認の方法とか、補償、例えば議員がおっしゃったように、１年物が枯れたら２本とか、そう

いったところの補償内容をなかなかぱっと答えられないところですので、果樹の農家さん等で

すね、果樹部会通して、しっかりと状況調査して、どういった補償がいいのか等をしっかりと

協議しながら検討を進めていければと考えます。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 廣課長、農林水産課長はもうちょっと危機感を感じないと、本当第１次産業として頑張って

いる農家の汗というのを本当に受け取らないといかんですよ。私は今、課長の考えを聞いて、

全体的に課長の姿勢としてちょっと甘いなと思いました。これから見ていきますけども、本当

に私の甘いなと思って、加減の線が超えたら私は怒りますよ本当に。だから、とにかく本当に

第１次産業で、後継者もどうしようかと今迷っている。一部の例えばスマート農業して、企業

化した農家にとってはいいですよ。 

 例えばある先生が言いました。このスマート農業でいくと、オーストラリア方式でいきます

と、徳之島は４名で経営できますと。徳之島全体をね。だから、規模拡大化とかに向けて土地

集積とかしながら、日本はそういうほうに進んでいるけれども、しかし、私たち離島は、小面

積でも十分な所得を得られるような新しい政策を取っていかないと、二極化が必要なわけです
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よね。全部集積して、規模の大きい農家だけを育てるじゃなくて、片方で自分の力でやってい

る方々はいいんだけれども、片方で小規模で、とにかく魅力のある農業の構築というのがあり

ますので、両極持ってね。廣課長、基本的にそれは私はできると思います。あなたが真剣にや

ればね。来てすぐですから今日は怒りませんが、できると思って期待しておりますので。 

 それから、今、労働力の問題ですよね。私は内議員に言ったんです。あなたの仕事は、次の

テーマ分かってるねと言ったんですよ。この問題はあなたの問題よと私は言ったんですけどね。

とにかくその人のその人のテーマというのが、これ見たら分かりますので、ぜひ力を入れて、

執行部と一緒になって、我々議会ももちろん責任がありますので、やっていかなければいけま

せんので、第１次産業として農家の汗を、本当に御苦労されてる、雨の中でもかっぱ着てやる、

そして暑い中でも一生懸命やっているその姿を見られたら、やはりせざるを得ないわけですよ。

だから、肌で感じていただけると思っていますので、廣課長、期待しておりますので、頑張っ

てほしいなと思っております。 

 さて、３番目の生活環境整備ですが、このテーマを一言で言うと、マジュンの値段を上げて

くれちゅうことであります。 

 まず１番、町内、島内の空き家は何軒あるのか伺います。 

○企画課長（中島友記君）   

 福岡議員の御質問にお答えいたします。 

 現在、徳之島町内においての空き家軒数は1,217軒となっております。内訳といたしまして、

北部地区、手々集落から母間集落が650軒、中部・南部地区、下久志集落から亀津以南含めま

して567軒となっております。 

 また、島内の空き家数につきましては、伊仙町では現在、実態把握の調査中ということで、

空き家数は確認できておりませんが、天城町は、令和５年度の調査軒数で317軒となっており

ます。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 今回はこの軒数の確認だけにしておきますけども、空き家対策とか台風時、自然災害による

損壊による被害は出ないとか、いろんな課題を抱えておりますけれども、今回はこれがテーマ

ではありませんので、今、数字をちょっと確認したわけであります。それが２番に来るわけで

す。空き家が増えて、ネズミが増えて、ハブが生活圏内にも増えてきているんですよと。この

状況をどう捉えるかということです。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 福岡議員の御質問にお答えします。 

 令和５年度中のハブの咬症者は、群島内８市町村で37名、徳之島は12名、本町は１名でした。 



― 42 ― 

 咬症者の内訳は、ハブの捕獲中12名、作業中７名、その他７名、草刈り中４名、歩行中３名、

伐採中３名、就寝中１名となっております。 

 現在、ハブが生活圏内に増えているというデータはございませんが、県と協力し、買上げ事

業、ハブ抗毒素の配布、咬症者への療養費助成を継続して行ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 今、就寝中にハブにかまれたというね、これ考えられますかね。恐らく、県とよく検討して

いますけど、県の皆さんはそういう危機感は全くないわけですよ。全くそういう環境じゃあり

ませんから、分からないはずなんですよ。だから、検討というよりも、強い要望でかなえてい

ただくというような姿勢を持っていただきたいと思いますね。 

 まず、月別のハブの捕獲、分かります。今、咬症の話がありましたが、捕獲の数。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えいたします。 

 月別の数字は今持っていないんですが、年度ごとの捕獲数でよろしいでしょうか。令和４年

度、徳之島町がハブの買上げ数3,465匹、天城町2,605匹、伊仙町1,720匹、令和５年度、徳之

島町3,258匹、天城町2,600匹、伊仙町1,744匹、令和６年度、徳之島町4,124匹、天城町2,797

匹、伊仙町1,552匹となっています。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 今、課長がおっしゃった数字はありましたがね、私も昨日保健所へ行って、いろいろ勉強し

てまいりました。昔は、冬はハブは冬眠するんだったんですけど、今は１年中いるんですよね。 

 例えば令和６年度、徳之島町が４月は421、５月は542、６月は446、７月は221、８月は273、

９月は723、10月は830、11月は404、12月は48、１月は16、２月は29、３月は166匹ですよね。

１年中出ているわけですよ。ここで私は見たときに、これは令和６年ですが、７年が７月まで

ですが、徳之島町は減っているわけですけどね。奄美大島が全体で、４月から７月まで、６年

は5,898だったのが、令和７年ですね、今年４月から７月までが9,919ですね。168.1％になっ

ているわけですよ。何で奄美増えたかなと思っていろいろ調べてみましたら、１つ、こうじゃ

ないかなというのが分かりました。マングースが、昨年10月撲滅されたわけですよ。30頭、ハ

ブ対策で入れたわけですよね。それがアマミノクロウサギとか、ほかの小動物の被害があると

いうことで、今度はマングースを全部撲滅したわけですよね。昨年の10月です。そうしたため

に、やがて倍近く168％まで、４月から７月までの昨年と比べて増えているわけですよね。い

かにマングースが仕事していたかということなんですよね。だから、これからどんどん増えて

いくんじゃないかと思いますが。 

 ここで、本題であります。かつて、ハブ買取価格5,000円でありました。県が3,000円、町が
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2,000円だったのが、3,000円に下げましたね。なぜ下げたのか。理由はお分かりですか。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えいたします。 

 ハブの買い受け価格が引き下げられた理由については、県の財政改革プログラムによる事務

の見直しや、県政刷新大綱を踏まえ、これまでの取組をさらに踏み込んだ事務事業の見直しに

取り組むことになり、再度、市町村との役割分担を見直すこととし、買上げ価格は平成26年度

から3,000円となっています。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 ちょっと簡単な下げた理由ですね。奄美の人にとっては、安全か安心できるのか、非常にそ

ういう危険的なとこにあるのに。ちょうどそのとき三反園知事が知事だった頃、車座対話があ

りまして、申し上げたら、帰って検討するということでありましたが、１か月後ぐらい、財政

が厳しいからできませんと断られたんですけど、ぜひこれを上げてほしい。 

 令和６年度の決算書を見ますと、ハブで今課長が話したので4,124匹。1,237万2,000円が一

応ハブ代として支出されているわけですが、その50％は県から、618万6,000円を県から頂いて、

あと町としては出しているわけですが。これを1,500円を2,500円に町もしてもらう。県もして

もらうということでありますよ。あと412万4,000円。例えば去年のハブの数字でいきますと、

あと412万4,000円、12月の予算編成に向けて、地元町はしますと。だから、県もしてくれと。

そういう活動を展開していただきたい。今回は天城町も伊仙町もこれを出しておりますから、

徳之島一つにして、5,000円にする活動をしていただきたい。高岡町長、お願いします。 

○町長（高岡秀規君）   

 奄美群島内では、ハブの対策の協議会なるものがありますが、以前もこの5,000円に対して

増額していただきたいというのが、10年近く、五、六年か前にもそういった要望がございまし

た。しかしながら、徳之島３町はまとまったんですけども、大島のほうがいかがなものかなと

いうことで、実現しなかったように記憶しております。 

 今後も、県の県費もございますので、奄美群島内全体でかさ上げというものを再度働きかけ

てみたいというふうに思っております。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 奄振事業費にしてもそうですけれども、やはり奄美大島本島と南３島と分けたほうがいいと

思うんですよね。一緒にしたらなかなか進まない。例えば向こうは、ハブ対策でマングース入

れているから、ほかに回したいというね。下げって声を上げたのは奄美大島なんですよ、勝手

に。自分たちはマングースを放置していますからということでね。徳之島の声を聞かないでね。

せっかく言って、県やったもんだから、それはいいことだということで下げられたわけですよ。 



― 44 ― 

 だから、奄美大島と、今町長、奄美群島ですが、私は奄美大島本島と南３島といろんな面で

仕分をしてやるべきだと。そして、このハブについては徳之島３町で、徳之島一円としてやる

という考えを持っていかないと、奄美となかなか歩調を合わせられないと思うんですよね。廣

課長、どうでしょう。 

○町長（高岡秀規君）   

 廣課長が後で答弁すると思いますが、県費が、例えば徳之島だけかさ上げするというのが、

県としたらどう考えるかによります。そして、単独で徳之島３町の町の負担を増やすというこ

とが議論の対象になるかどうかですね。 

 今後はしっかりと３町と、また大島の鹿児島県のほうとも、再度意見交換等々を進める中で

検討していきたいなというふうに思います。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 奄美大島と徳之島は、耕地面積やその地形等ももちろん違いますので、それぞれはそれぞれ

でまたいろいろと取組を考えていくことも大事だと思います。また、それぞれ、しかしながら、

群島一緒ですので、情報は共有すべきとこは共有して、徳之島、また南３島まとまるとこはま

とまって、しっかりと事業合わせしていければと思います。 

 以上です。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 廣課長、今スタートしてすぐですからこれ以上は言いませんが。とにかく広域連合も奄美市

にありますよね。責任者も皆奄美市の職員が来て、ほとんど奄美市のためにあるようなもんで

すよ。南３島もみんな補助金を出して、職員も派遣をしたりとかしてやっていますけども。空

港から全て見てくださいよ。奄美市はどんどん発展していっていますし。 

 だから、奄美と一緒になってという考え、意識をまず分けないかんと思うんです。分けない

かんと思う。まず南３島を一つにして、大島本島と分けて、その中で議論していってやってい

く形しないと、一緒になって絶対進まない。進まないし、また、奄美大島に合わせざるを得な

くなるような気がするんですよ。長年見てきますとね。だから、ちょっと自立心を持って、徳

之島が中心になってやるんだと、そういう意気込みを持ってもらわないと。まず担当の方がそ

ういう意識を持たないといけない。一緒になってしますと、どうしても広域連合で奄美市を中

心にしたやり方になっていくような気がするんですよ。長年ずっと見てきてね。補助金をどん

どん出して、広域連合にね。職員も派遣をして応援して。だけど、どうもね、家庭でいえば長

男じゃなくて、三男、四男ぐらいのような気がする。これはちょっと悪い表現ですけどね、み

んな子供は平等ですから。とにかく１番、２番じゃないような気がするんですよね。 

 だから、やはり徳之島を中心にした南３島をね。永良部、与論の皆様にも、徳之島がそうい
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うしっかりした屋台骨をつくり上げないと申し訳ないような気がするんですよね。だから、ぜ

ひ、まず具体的に。今町長、10年前ぐらいと言いました。これは奄美群島の議員大会、与論大

会でも、これは決議事項なんですよ。決議事項なんです。 

 それともう一つ、失業対策なんですよ。定職のない方が多い。仕事したくても、働く場所も

ないんですよ。そして、職場がないことと年齢的に働けないとあるんだけれども、ハブは捕れ

るわけですよ。燃料が上がって3,000円じゃ捕れないですよ。経費が上がってね。だけど、

１匹5,000円とあれば、何とか捕ってみようという気にもなるし、それによって生活圏全て、

もちろん農道、畑ですね、ハブを捕獲していく。奄美大島はマングースをしているから、マン

グースの補助金が県からどれぐらい来ているところまでは調べていませんが、そういうので使

ってやっているわけですから。だから、私たちはそういうことしていないわけですから、ハブ

の値段は直接上げるべきだと思うわけですよね。だから、同じようなやり方をしていてそうで

あればいいんだけども、僕はそういう新しい事業、対策でやっていて、補助事業が今どれぐら

いか金額分かりませんが、そうしているから、直接的な値段を下げてもいいよという意識にな

るわけです。それに私たちが合わせていけないわけですよ。合わせていけないです。だから、

徳之島独自の３町でしっかりとその協議会つくっていただいて。３町でね。 

 廣課長、その３町でこのハブ対策協議会設置をしてつくるということを、強い決意を聞かせ

てくれませんか。その答えによっては終わります。 

○議長（行沢弘栄君）   

 福岡議員、対象者、大山住民生活課長になります。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 ああ、そうか、そうか。大山課長、お願いします。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 今後、関係機関や財政担当課とも情報を共有し、協議していきたいと思います。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 皆さん本当に無難な返事するけども、検討していきます、今後検討します、勉強します。そ

れじゃ答えにならんわけですよ。議会で取り上げているわけだから。ぜひつくるように、やり

ますと言えませんか。 

○町長（高岡秀規君）   

 少し参考にしていただきたいんですが、以前、増額がかなわなかったときに、委託業で職業

としてハブ対策の予算が組めないかという話も出ました。そして、もし12市町村でそぐわなけ

れば、３町の町の予算を倍増する。県はそのままという考えもあろうかというふうに思います。

もし単独で奄美と合わせられない施策となると、我々は負担を増額してでもやりますよという



― 46 ― 

姿勢が、今後は必要になろうかというふうに思いますので、その辺については３町ですので、

しっかりとその辺も含めて協議したらどうかなと思います。 

○１４番（福岡兵八郎君）   

 ３町で協議をすると。それで、ぜひ協議会つくっていただいて、一歩進めていただきますよ

うにお願いします。 

 皆さんのタブレットにハブが出たと思うんですが、最後に情報を提供いたしますね。沖縄県

国頭村で体長２メートル12センチ、体重２キロのハブですね。奄美大島で体長２メートル43セ

ンチ、体重2.5キロ、徳之島大原で２メートル60センチで３キロ。南西諸島で一番大きいハブ

が徳之島にいたということなんですよね。ハブは神様とも言うけれども、危険ですので、ぜひ

一歩進んでいただきますようにお願いしたいと思います。 

 これをもって終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（行沢弘栄君）   

 しばらく休憩します。14時40分より再開いたします。 

休憩 午後 ２時２２分 

再開 午後 ２時４０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、徳田進議員の一般質問を許可します。徳田議員。 

○９番（徳田 進君）   

 皆さん、お疲れさまです。 

 令和７年９月定例会において、９番徳田が通告の２項目について質問します。久々の登壇で

す。町長並び所管課長の明解なる答弁をよろしくお願いいたします、余り前置きはしませんけ

ど。 

 今、ちまたで一番話題になっている項目について質問したいと思います。 

 １番目の物価高騰対策について。 

 今現在、地方創生臨時交付金事業で実施している対策について伺います。 

○総務課長（村上和代君）   

 徳田議員の御質問にお答えいたします。 

 令和７年度における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、令和６年度に国の補正予

算にて措置された低所得世帯支援枠等給付費分7,044万円、低所得世帯支援枠分事務費分625万

5,000円、推奨事業メニュー分として5,463万6,000円、また、令和7年度に国の予備費にて補正

予算措置された推奨事業メニュー分は932万9,000円となっております。 

 内容につきましては、詳細につきましては、各担当課のほうから御説明いたします。 
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○９番（徳田 進君）   

 その６年度で予算がついたやつで、今やっているやつをとりあえず。 

○おもてなし観光課長（吉田広和君）   

 徳田議員の質問にお答えします。 

 おもてなし観光課では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、地域活性化プレミアム

付商品券事業を７月29日から事業を行っています。 

 以上です。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 農林水産課で、現在行っている交付金事業、物価高騰対策に対する事業としては、水産業等

緊急対策支援事業費380万円で、急激な原油価格及び物価の高騰により経営に影響受けている

漁業者に対して、経営負担の軽減と経営安定を図り、今後の事業を継承・支援するための補助

金を支給する事業を実施しております。 

 以上です。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 介護福祉課におきましては、住民税均等割課税世帯重点支援給付金事業及び低所得者世帯へ

の徳之島町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業を行っております。 

 以上です。 

○税務課長（新田良二君）   

 お答えいたします。 

 定額減税行っております。この定額減税は、物価高の影響による国民生活の負担を軽減する

目的で設けられ、令和６年６月から実施された納税者を対象とした特例として、納税者本人及

び扶養親族1人につき所得税が３万円、住民税が１万円の合計４万円の減税がなされたところ

でございます。 

 以上です。 

○９番（徳田 進君）   

 これ地方創生臨時交付金事業ですけど、これは以前あったコロナのときの交付金の横流れで

来ている交付金だと思うんですよ。そのときと今の現状と全く経済状況が違うわけですけど、

その辺を考えた上で、もう一回、総務課長、当時コロナのときと今の現状と違うんですけど、

交付金の出元の名前がコロナが消えているだけで中身一緒なんですよ。その違いを考えた中で、

もう一回答弁もらえる。 

○総務課長（村上和代君）   
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 お答えいたします。 

 今、議員がおっしゃったように、この物価高騰対応重点支援地方創生交付金、臨時交付金で

すが、コロナからそのまま引き続き、この交付金は続けてきております。ですが、物価高騰と

いうことを考えて、これまで物価高騰の交付金になった時点で、燃料の高騰であったりとか、

その辺を踏まえた上で、それぞれの課で事業を考えて実施しているところでございます。 

○９番（徳田 進君）   

 水産に関しては、コロナ時もやっぱり協力してもらって、すごい助かっています。 

 一番自分が気になったのは、税務課のその減税率、それ実際やっているかどうかというのが

一番心配だったんです。じゃないと一部の団体とか、漁協もそうですけど、そうやって地方税

で処理できる部分だけ充てられる感じになっていますよね。自分としては、本当は、その交付

金を町が全部、例えば、内部に保留して、町が各種、今税務課の控除削減するとか、電力、そ

ういったところに、その事業費を充てて、町民全体に波及できるような形をとれないかと。 

 ただ、対象を決めてそこにやるんじゃなくて、全体にする方法とかないのか、そういうのを

ずっと考えていたんですけど、そういうことはできるんですかね。 

 例えば、交付税を町の予算に組み込んで、町が例えば控除にしろ、町民全体に行き渡るよう

な、みんなが使える形にはできないのかなと。ガソリンとかは、ほら揮発税はまた別で、その

まま暫定税率で、それは国が定めるものなのでできませんけど、地方税に関して、例えば、健

康保険税とか水道代とか、そういう固定費に関して、そういうことができないかなと。無理か

な。 

○町長（高岡秀規君）   

 コロナからの流れで地方創生の臨時交付金等々が来ているというのは事実だろうというふう

に思いますが、ただ、コロナのときと、今、物価高騰で影響を受けている企業、場所というも

のが少し変わってきている。そこに充てなきゃいけないとは思うんですけれども、全体的に給

付となりますと、例えば、低所得者への給付金でありますとか、国のほうで一律何万円の給付

をするとか、そういったもので充てられているのかなというふうに考えております。 

 町はあくまで、ある程度全体で波及するような給付金的なものというものは、今のところ考

えていないんですけれども、今後、その使い道については、町民が望んでいるもの、そして、

また費用対効果がしっかりとできるものについて、再度検討していってもいいかなというふう

に思いますので、ただ、令和８年度、９年度に同じような給付金があるかどうかは分かりませ

んが、物価高騰がいつを起点に物価高騰なのかということも課題になろうかというふうに思い

ますので、今後は所得の向上等も含めて、国のほうにはしっかりと使い勝手、ないしは町民の

ためのお金の使い方というのは、再度検討していってもいいかなと思います。 

○９番（徳田 進君）   
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 本来、この例えば臨時交付金、例えば、物価高騰でも原因が今回のアメリカのトランプ大統

領が誕生して、その関税の件とか、今、ロシアが戦争していますね。それの影響か、今、皆さ

ん、町民とか事業所に補助していますけど、それは、どっちに該当するかというのも、やっぱ

り考える必要があるんではないかと。 

 今回、今やっている事業自体が、短期だと思うんですよね。今後、今ずっと引っ張ってきて

いますんで、中期・長期を見据えてやっていく必要があると思うんですけど、町長、どう思う。 

○町長（高岡秀規君）   

 一つの施策と言えば、プレミアム商品券ですかね。それは、１世帯ごとにプレミアムの商品

券で、ある程度、皆さんが買える状況にはあるんですよね。 

 そしてまた、業態によってどういったものの影響があるか等については、非常に多くの精査

が必要かなというふうに思っております。 

 燃料代でありますとかを考えますと、全ての世帯が対象になろうかというふうに思いますけ

れども、今後は町民に対してのプレミアム商品券等々の解決策なのか、それとも、米の作り方、

米を配るんじゃなくて米の作り方にお金を投資するのか、その辺については、しっかりと費用

対効果を鑑みながら検討しなければいけないかなというふうに思います。 

○９番（徳田 進君）   

 プレミアム商品券は、全町民に当たっていい施策だと思います。この件に関しては、次、宮

之原さんが聞くんで、あんまり触れずに、自分としては、その社会保障料とか、そういう減額

できる部分、みんな世は物価高騰でお金が足りない状態なわけですから、少しでも支出を抑え

ることができて、ほかに回せる余力をつけて、そういうやっぱり地域経済を活性させない限り、

それから逃れることは多分できないと思います。 

 だから、その辺の施策で、一番は例えば、事業所にしてみたら、法人税を安くするとか、恐

らく次の質問の、例えば、所得向上に関しても、これ一連の流れで中身は一緒だと思うんです

よ。 

 今、鹿児島県の最低賃金が、こないだ上がりましたけど、11月から1,026円に上がる。73円

アップして、やっと全国1,000円以上ということでなりましたけど、今の島の起業していると

ころを見る限り、今の物価の高騰で精いっぱいしている中、賃金が上がり、何もなければ、そ

のベースアップ分を払うことは多分できないと思います。 

 そうなれば、一番の被害者は、そこで仕事をしている従業員ないし、一般の町民になるわけ

ですから、その方に均等に、ただ、企業がベースアップできないんだったら、企業が払ってい

る税金を少し減額するとか、その分を回してくださいとか、そういうことは可能ではないかな

と。それは、保険税はどうかな。あれは県の、こっちで調整できるのかね、県ですよね。ここ

で調整できるのは、燃料と地方税扱いの分だけですかね、消費税も。それできる。 



― 50 ― 

○町長（高岡秀規君）   

 これ、例えば、法人税とか所得税では国税の部分がありますよね、住民税もあるんですけど

も。そこら辺の国税について、じゃあ軽減措置ができるかというのは、非常に厳しいのかなと。

かわりに我々が、お金を払った場合は、収入になる、ならないとございますので、非常に国策

として法人税等はしなければいけないと思うんですが、１つだけ気になるのが、実は先ほど行

政報告の中で話しましたが、開発上で減税になった部分の予算をしっかりと地方の財政に影響

ないようにしてくれと言ったときに、自民党以外のある議員が、大丈夫ですと、消費税減税に

しても、法人税を上げて軽減措置の税金を上げれば元に戻せばなりますという、とんでもない

回答を得たわけですよね。これはとんでもないと、安易な考えであると、減税についてですね。 

 今、自民党が、政権で野党の意見も取り入れようとしているのが、ガソリンの暫定税率と。

そして、また、恐らく社会保険料等々が、減額するべきだという話が出ておりますので、その

ガソリンの暫定税率が恐らく軽減になった場合には、相当な町民の皆さんにも企業にも影響が

出てくると。 

 恐らく法人税が税額が上がって、税収が上がるんじゃないかなと。そしてまた、給与がその

分払えるんじゃないかなという話もございますので、国と税については便宜を図りながら、町

が何ができるのか、何を訴えなければいけないのか等を考えていきたいというふうに思います、

税については。 

 交付金については、再度、町民の皆様の意見を聞きながら、役場の職員の中で、しっかりと

使い道を今後検討しないといけないかなと今感じたところであります。 

○９番（徳田 進君）   

 そのガソリンに関して、それ25円減額したとするじゃないですか。そしたら、今の軽油とか

重油に関しては、その開きがなくなるんですよ。ガソリンが、例えば180円だったら、軽油が

170円ぐらい。ガソリンはいいかもしれないですけど、経済をどっちかというと、例えば、ト

ラックとかいろんなディーゼル、荷物を運んで経済を動かすほうに使う燃料に関しては、余り

いいことはない。 

 だから、どっちがいいかといえば、今のままで補助金がよくつくほうが自分はいいと思いま

す。その訳分かんない党の誰か知らないですけど、そうすると余計あと首絞めることになりま

すし、それは間違っているなと私は思っていますし。 

 今、日本の例えば、経済、本土ですけど、上場している会社等は6月からのほぼほぼ決算は

全部黒字です、どの会社も。幾らトランプが関税かけてどうのこうの言って、自動車メーカー

が輸出25％最初上乗せって言っていましたけど、売れる台数は減ったにしろ、その税額分を出

荷したときに上乗せして出して、こっちが払う分払っても、結局、消費税、大企業のメーカー

は還付金で今年度大体7,000から9,000億円戻る計算なんで傷まないんですよね。それに携わる
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中小下請の業者が資材を集めてくる、そういうところが傷んでいるだけであって、大手はそう

いう仕組みがあるんで、全然響いてはいません。 

 だから、そういうことを考えたら、大手が、例えば、次の所得向上、賃金ベースアップでき

る理由には、そういうのがあると思うんですけど、それが、島の果たして、その企業で、それ

ができるかといったらそれができない。 

 今回、日本もかなりそういう法人に関して厳しくなってきて、そういう市場から資金調達す

る会社に関して、年間30億ぐらい売上げあって自己資本率が50以上ないと上場できないとか、

そういう縛りまで出てきていますので、幾ら決算よくても自分のところで内部保留して体力を

つけるというのが、今の大手の会社の経営戦略みたいな感じがして見えています。そういうこ

とで、そこでお金が止まっちゃうんですよね。 

 だから、今後はやっぱりどっちで物価、例えば、戦争で物価が高くなっているか、相手方の

トランプさん、アメリカの影響になっているか、その辺をしっかり見極めないと、島で１次産

業でもっている島なんですけど、それに物すごい影響も与えるし、ましてや、さとうきびに関

しても、ずっと自分が思っているのは、輸入する関税を粗糖と１回加工したやつの税率さえ一

緒にすれば、島の農家の所得は上がると思うんですよ。 

 粗糖で輸入で引っ張る税額と、１回向こうで精製したやつと税額は約半分ぐらい違うんで、

その分を統一すれば、キビの単価にベースアップできるだけの余力はあると思うし、日本自体

が製糖会社の数が多すぎる、扱っている企業が。 

 アメリカが、あれだけでかい国でも、３社多くて４社しかないと思います。日本のこの小っ

ちゃい島で、もう２桁に近い数がそういうのを扱っていますし、その辺を根本的に変えていか

ないといけないとも思いますし、今回、いろんな物価高騰のいろんな施策国が出しましたけど、

結果的に国民はそれは受け入れていないので、今回の与党の選挙は敗退したと自分は思ってい

るんですけど。 

 マニフェストにうたっていた例えば給付金にしても、今後見通しは暗い状態だし、今どうな

るかまだ分かりませんけど、それすら選挙後、速やかに実行できない状態なので、今後先行き

がちょっと見えないとずっと感じているんですけど、島にはそういった影響がいずれ来るんじ

ゃないかなと、町長はそういうの思いませんか。 

○町長（高岡秀規君）   

 最低賃金の価格高騰、最低賃金を上げるのも、かさ上げも、実は鹿児島県はちゅうちょして

おりました。中小企業はなかなかそういった余裕がないということで、決めあぐねていたわけ

ですが、今回値上げになりました。 

 確かに、徳之島については、中小企業・零細企業が多い中で、給与を上げるというのは非常

にハードルが高いだろうというふうに思います。その中で利益をどうやって増やすかというこ
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とは、需要の拡大でありますとか、コストをいかに下げるかということが必須だろうというふ

うに思います。 

 製糖工場にしても、日本の場合は離島が多いということから、離島に１つ製糖工場がないと、

なかなかコストが下がらないということもあろうかというふうに思います。大きな大陸と離島

での製糖の政策では、なかなかコスト面では非常に比較ができないのかなというふうに思って

おりまして、そしてまた、さとうきびの交付金についても、異性化糖の税金の在り方、それか

ら、加糖調整品の税の在り方は、私は疑問を感じています。 

 50％以上ないと調整金の関税がかからないわけですから、50％未満でも砂糖は入っているわ

けですから、そこにはしっかりと関税をかけるべきだと私は思っております。 

 今後は、しっかりと日本に合った農業というのはありますから、我々が目指すべきは、１次

産業の所得向上をどうやって確保するのかということで、毎回毎回さとうきびの交付金の手取

りを上げてくれという話はするんですが、法律の制度をかさに、なかなか今は厳しいです。 

 その中で、生産費の向上については、今、しっかりと精査をすれば、しっかりと堆肥とか、

そういったものをしっかりコストの中に入れれば赤字だということは分かるわけですので、そ

こをしっかりと農林水産省でありますとか、まずは財務省を説得することが必要かなというふ

うに思いますので、今後は価格高騰、農家の所得を上げるためには、交付金等のかさ上げが必

須条件だろうというふうに思いますし、今は外国の砂糖が上がれば、さとうきびの価格も上が

るようにはなっていますが、実際の1,680円がしっかりとした生産費を反映しているのかどう

かというものは疑問に思いますし、農家の所得も給与もしっかりと上げる、かさ上げするため

にも、交付金の単価を上げるような努力も必要かなというふうに思いますので、総合的に判断

をしながら、国、県に対しての要望を、離島ならではの要望が必要になってきているなという

ふうに感じております。 

○９番（徳田 進君）   

 今、町長が言ったように、さとうきびに関しては、十分、加糖製品のその税率が、昔から自

分はそれずっと思っていた。それクリアすれば、島の農家の所得、キビの単価に必ず転嫁でき

ると。 

 要は、向こうから取った税金分を個々に補助金として還元しているだけの話なんで、それさ

え統一してくれれば、仮に今３万円ぐらいになれば、今の資材の高騰費は賄えて何とか運営で

きると思います。別に反収はもちろん上げないといけませんけど、今の反収でもトン3万円に

なれば、大概の人がそれなりに潤うと。 

 今、さとうきび作ったって、肥やし代払ったて何も残らないという農家さん多いですけど、

その補うために、その穴埋めをするために、じゃ何を今後、皆さん、行政サイドとして、こう

いう換金できる作物を提案するとか、そういうのは今後大事になってくるかなと。 
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 また、今いろんな交付金と補助金に対して要望活動ですけど、今、国が混沌としている中で、

どこに何を要望すればいいのかなと。要は、ほぼほぼ交付税がないと運営できない状態なので、

そこを今後どういう形で要望活動をする予定ですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 考えているのは、やはり鍵を握っているのは、財務省であるということですね。どうしても、

その概算要求というのは、昨対で120％を要求しても、実際につくのは、いわば、昨対同額か

昨対よりも少し減るわけですよ。 

 だから、概算要求が意味があるのかなということも、私は今感じているところでありまして、

やはり概算要求をしっかりとするんであれば、当初予算が昨対よりも上に来ないと、やはり今

後の物価高騰の対策だとは僕は言えないだろうと。その中での補正予算だというふうに私は認

識しております。 

 今後は、やはり財務省も含めて、我々の気持ちを伝えるということが非常に大事でもあるし、

やはりさとうきびや畜産を考えますと、外国の国債の動きというものも重要になってくると。

当然、ヨーロッパでは、環境に優しい牛肉であるとか、環境に優しい農産物しか食べないよう

な認識のある国と、また経済だけを重要視するマーケティングがあるということですね。 

 その中で、トランプ大統領がコカ・コーラに示した、さとうきびで作る砂糖を使いなさい。

異性化糖で駄目ですよという方針が出されたというふうに聞いております。 

 となると、トウモロコシですよね。日本は、いわゆる遺伝子組換えのトウモロコシがどんど

ん入ってきているわけですよね。それが健康に悪いということで、さとうきびの砂糖を使いな

さいとなっているものを、我々日本は異性化糖として使っていることの事実、そこをしっかり

と見極めないといけないということです。 

 そしてまた、農林水産省の自給率、飼料についても食料についても自給率をかさ上げするた

めには、外国から輸入するものと国産品を同額ぐらいに持っていかないと、農家は買えません

よという話をしているわけですね。 

 そして今後、なかなか交付金が上がらないので、私が常日頃言っていたのが、農業の振興に

ついての奄振の予算を使わせてくれる。それ、なぜならば、堆肥に助成をすることによって、

農家がコストを下げることができるということから、農業の振興というのを訴えてきたわけで

す。 

 今後もなかなか１次産業というものは、外国との競争にはなかなか厳しいでしょうから、そ

してなおかつ、米の問題もありました。高い生産費、そして、農家がもうかるような値段で売

ってしまうと、なかなか社会的にはやっぱり厳しいとなると、コストを下げるための予算を

我々はしっかりと補助金として出さなければいけないというふうに感じていますので、コスト

の削減についてはしっかりと取り組みながら、農家の所得の向上に向けて、価格が適正な価格
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かどうかということも含めて訴えていきたいというふうに思います。 

○９番（徳田 進君）   

 分かりました。その交付金とか補助金を要請に行く際、前年度を見て、前年度このぐらい、

だから今回もこういう、それではまずいと思いますし、今の物価高騰しているそのベース自体

が20とか30で上がっている中、賃金が上がるのは、よくて５、７ぐらい。全然追いついていな

いんですよね。そこで開いても、賃金が上がるのと物価が上がるのと約３から４％ぐらい開き

が多分あると思います、それは都会のほうでね。 

 島だと、それ以上に所得は少ない。物は同じ、東京で買っても200円、島で買っても200円な

んですよね。どこからそのお金を持ってくるのかと。やっぱり最終的には行政に頑張ってもら

って、その分の補痾をしてもらわないと町民は生活できなくなるし、かといって、その交付金

が全額要望が通るかといえば、なかなか通らないし、今回だって国の概算の当初の予算が122

兆円ぐらいだったかな、たしか。 

 国債、今度、過去最高で国債ばんばん切っているみたいですけど、考え方はいろいろあって、

そうしてお金を回して、それ企業に回って、それから、税収を回収して、その国債分を埋める

やり方と、そのツケを若い連中に任せるやり方と、その分集まった税金で運用して、それを増

やすやり方とか、いろいろやっているみたいですけど、日本は、日本証券、そのお金自体が日

本の券なんで、その点で守られているのもあると思います。そうじゃなく、例えば、通貨がド

ルが基本になったりしたら、多分、日本アウトです、それ。 

 今後は、やっぱり島をよくするためには、１次産業、もしくは、やっぱり農家さんが中心だ

と思います。農家さんの活性を一番最初に促しながら、地元の力をつけさすのが一番、まあち

ょっと時間かかると思いますけど、それが一番いい方策じゃないかなと。やっぱり稼ぐところ

にお金を使うべきだと、じゃないとお金を生めませんし。 

 例えば、入場料も取れない建物に何百億もお金かけるより、そのお金で何百億お金をつくる、

例えば、工場とかにお金を出すほうが全然効率がいいし、そういう施策もやっぱり考えながら

今後やっていくべきだなと。 

 少しちょっと質問内容と離れてしまいましたけど、今後やっぱり、町が負担できる軽減策と

いうのを、やっぱり少し打ち出してもらって、それで町民が生活が少し楽になったとか、税金

少し安くなってよかったとか、そういう賃金が上がらない分、取られる分が減れば、少しは納

得するんではないかなと。 

 この交付金も、町に入れて町が、そういう控除とかそういうので全部に使える形にとれるん

であれば、そういう形もありではないかなと。だから、自治体が使う地方税に関しては、それ

が可能じゃないかなとずっと思っていたんですけど、できますかね。 

○町長（高岡秀規君）   
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 あくまでも地方交付税というのは、標準的な行政サービス。ナショナルミニマムをしっかり

と発揮するというのが地方交付税ですから、プラスアルファというのはなかなか厳しいかなと

いうふうに思います。 

 そしてまた、一瞬思ったのが、やっぱり今の人件費をいかに上げるかという理論をどうやっ

て組み立てるかというのは、ふと広田議員の質問に生活保護費がありましたけど、それは減額

をなぜ、減額を国が示したかというと、実はデフレ調整だったわけですね。デフレで物価が下

がっているので、いわゆる生活保護費を何％か下げようというのが当初の出だしだったわけで

すよ。それが裁判で負けてしまったという、恣意的であったということですね。 

 じゃあ今物価が上がっています。じゃあ生活保護費を上げますかという話なんですよね。だ

からそこは、今私は広田議員の質問に対して、町村として今まで原告で負けた裁判があるでし

ょうと。それはデフレ調整だったんじゃないですか。だったら、物価高騰に合わせた生活保護

費の在り方というのは、再度見つめ直す必要があるのではないかなというふうな要望もできる

かなと。それによって人件費がいかに、さとうきびの交付金で人件費が対応するのかとか、そ

ういった理論に持っていけるかもしれないなというふうに今感じているところですので、さと

うきびの交付金にしても、畜産にしても、平均価格の在り方が、九州・沖縄地区でなくて、離

島における平均価格での発動であるとか、様々な今までは遠慮していた部分をしっかりと強く

要望しないといけないかなというふうに考えています。 

○９番（徳田 進君）   

 今、町長がおっしゃったとおり、生活保護費にしても、ほぼほぼ国費なんで、石油の交付金

にしても国費がほぼほぼなんで、出どころは一緒なんで、その辺は強調して多分できると思い

ます。町長が頑張ってくれれば大丈夫ですけど。 

 いろいろ今話しましたけど、やっぱりこの今島の現状を見ていたら、やっぱり物は高い。み

んな使うお金がない。 

 前回、僕、この質問を出した理由の一つが、前回６月、宮之原議員が出した物価高騰対策で、

賃金のベースアップどうしたらいいかという答弁で、町長が、「みんながお金を使えば給料が

自然と上がります」という答弁をしたんですよ。自分は違うだろうと思ってね。その使うお金

がないから、みんな困っていて、国が今回選挙で打ち出した給付金一律２万円あげますと、そ

んな子供をだますような政策マニフェストでうたっても、国民はそれを拒否、拒否ではないで

すけど、みんな期待せずに、結局、その政策を出した与党が敗退して、国民は違いますよとい

うことを訴えた選挙の結果が今回じゃなかったかなと思っています。 

 だから、みんながお金を、町民が使えるお金を、町はこういう形でしますと言えば、今回、

僕、質問なんか出す予定なかったですよね、実際。物価高騰対策に関してはすごい気にはなっ

ていたので、やっぱり町長どう考えているかなというのをやっぱり聞きたかったんで。 
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○町長（高岡秀規君）   

 答弁を少し誤解しているかもしれないなと思いました。 

 これは留保財源、みんなお金をためているとおっしゃいましたよね。それが、結局銀行にた

まっているということなんです。それを地域に流すことによって、ある程度お金が回るという

意味で、貯金をせずに、法人とか留保財源として残さずに、それをしっかりと地域に流せば、

ある程度はお金が回るということです。 

 それで、アベノミクスだって、結果的には僕は政策的には間違っていない。ただ、先行き不

安なものですから、企業というものはどんどんストックするわけです、お金をためていくわけ

ですよ。だから、なかなか地域に回っていかない、賃金に回っていかないから、結果的には賃

金は上がらないし、不景気になっていくと。アベノミクスが失敗だったと。私はなぜこういう

政策をやっているのかと理解をして、しっかりと政策を打つというのが重要だろうというふう

に思います。 

 だから、今、ちらっと、せんだって話の中で私が話したのは留保財源になっている貯金、法

人の。そこに税金かけるべきじゃないのと。そして、かけるんだけども、もし、それを賃金に

回せば、法人税としては軽減措置がありますよというのは、実は違う意味で自民党はやってい

るんですよね。 

 そして、子育て手当も意外とやってはいるんです。しかし、それが表に出てこないわけです。

だから、自民党は自民党としてある程度やっているんだけれども、それがなかなか伝わってい

ないし、それを無料化にしても、感じていないというのも原因だったのじゃないかなというふ

うに思います。 

 野党は、無責任な政策を打ち出せますけど、聞こえのいいことを。じゃあ、実際にそれがで

きるのかとなると、なかなかやっぱり厳しい問題も出てくるだろうというふうに思います。 

 そこで、今後の日本の株式会社の考え方と、アメリカ型の株式会社の考え方、やっぱり大き

な開きがありますので、やっぱりその留保財源というものの、今後の持っていき方、そしてま

た、皆さんが安心をしてお金が使える環境というのは、先行き不安じゃなくて、ヨーロッパ型

とは言わないまでも、老後は心配なくお金が使えるような施策というものも今後は必要になっ

てくるかなというふうに思っておりますし、ガソリン税にしても、実は公明党の遠山さんがい

らっしゃったときに、実は、ガソリンの軽減という話が出たんですけれども、なぜ軽油がなら

ないのかという話も実はあったわけですよ。だけど、要望としたら、ガソリン税で軽油という

のは、なかなかそこに目が行っていなかったということもございますので、今後はしっかりと

その辺についても、今までやってきた施策が100％正しいとは言わないかもしれませんが、あ

る程度認めてあげながら、足りないものを私たちが訴えていくという必要があろうかなという

ふうに思います。 
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○９番（徳田 進君）   

 分かりました。町長、前回、一般の町民が使うんじゃなくて、持っている企業とか、そうい

う人が内部で保留しているものを吐き出してもらえれば潤うということですよね。 

 もうあっさり言ったから、町民はそんなにお金を持っていないのに、何言っているんだと思

っていたです、違いますね。 

 日本の企業にしても、最近、現金で保有する金額も上監査が厳しいので、最近のやり方は自

社株を思い切り買って、自社株を保有するところが増えているんですよね。だから、そういう

のも含めて、なかなかお金を持っている人はお金を出さないんだなとずっと見ながら、今、い

ろいろ勉強しながら今やっていますが、徳之島の経済が順調に回って、皆さんが潤うような政

策を今後とも徳之島町、頑張ってやってもらえればいいなと自分は思っています。 

 いろいろちょっと外れた質問もありましたけど、町長が一生懸命答えてくれたんで、これで

自分、終わりたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 しばらく休憩します。15時40分より再開いたします。 

休憩 午後 ３時２５分 

再開 午後 ３時４０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、宮之原剛議員の一般質問を許可します。宮之原議員。 

○３番（宮之原剛君）   

 議場の皆様、町民の皆様、中継を御覧の皆様、こんにちは。 

 本日、最後の登壇になりますが、よろしくお願いをいたします。 

 少し時間を頂きまして、二、三分よろしくお願いいたします。 

 先月初めの豪雨、そして、台風12号により大きな被害を受けられた県本土並びに熊本地方の

被災地の皆様、また、台風15号や突風により被災された全国各地の皆様に心よりお見舞い申し

上げ、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 さて、今年の８月は、終戦80年の節目の月でありました。私の父は、17年前に93歳で亡くな

りました。戦時中は、中国満州へ派兵され、戦後は南方ソロモン群島、ブーゲンビル島で終戦

を迎えて、命からがら生還をいたしました。 

 父も自らは多くを語ろうとはしませんでしたが、聞けば話はしてくれました。父や母から当

時のことをもっと聞いておけばよかったと、聞き残しておけばよかったと今も悔やまれてなり

ません。 

 戦時中を知る先輩方は、いずれ誰もいなくなります。今の私たち世代は悲惨な戦争の歴史の
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事実をしっかりと次の世代、子や孫の世代へ語り継ぎ、二度と戦争のない世界をつくり上げる

責任と使命があると思います。 

 戦後80年のこの節目を単なる通過点にせず、その記憶と教訓を次世代への継承から、次世代

による継承へとつなげていかなければならないと思います。 

 現在、本町の学習センターでは、９月28日まで「暮らしのなかの戦争」写真展が開催されて

います。徳之島での戦中・戦後の貴重な写真や遺品の数々が展示されていました。ぜひ多くの

皆さん、特に若い世代の皆さんに見ていただきたいと思います。 

 それでは、令和７年９月第３回定例会において、議長の許可を得て３番、公明党の宮之原剛

が、町民の皆様の声を身近な問題から喫緊の課題まで４項目にわたり一般質問をいたします。

執行部の明快かつ簡潔な答弁をお願いいたします。 

 通告しました１項目めの住民サービスについて、「書かない窓口」の導入についてでありま

すが、以前、令和５年６月の第２回定例会議でも一般質問いたしましたが、それから２年３か

月がたち、高齢化に伴い状況も変わってきていると思います。 

 皆様も経験があると思いますが、例えば、親が亡くなった際の手続に、役場窓口、住民生活

課戸籍係、また、年金係、健康保険係、税務課、水道課、農地関係、資格消失、名義変更等、

同じ内容を違う書類に何回も書かなくてはいけません。 

 「書かない窓口」は、ワンストップサービスで１か所の窓口で対応が可能というサービスで

あります。 

 先月8月7日、議会総務文教厚生常任委員会の皆さんと「書かない窓口」の先進地視察に行っ

てまいりました。 

 住民生活課長も同行して現地を見ていますので、よくお分かりかと思います。 

 まず、①県内でこのシステムを導入している自治体は何か所か、また郡内ではどこの市町村

かということをお伺いをいたしたいと思います。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 宮之原議員の御質問にお答えします。 

 「書かない窓口」を導入している自治体は、令和７年６月時点で県内43自治体中23自治体、

郡内でシステムを導入している自治体は、奄美市、大和村、瀬戸内町、天城町、和泊町、知名

町の６自治体となっています。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 令和５年の６月に一般質問をいたしましたときに、郡内では４町村、知名町、和泊町、大和

村、瀬戸内町ということで、それから２町増えておりますね。 

 県内のほうは、43のうち23ということで、以前の令和５年の県内はちょっと分かりませんけ
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れども、着実に増えているということは言えると思います。 

 それで、②のほうに移りますが、「書かない窓口」のメリット・デメリットがあると思いま

すが、課長はそこら辺をどういうふうにお考えでしょうか。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 御質問にお答えします。 

 「書かない窓口」にも様々な方法があります。それによりメリット・デメリットが異なりま

す。 

 本町は、「書かない窓口」を導入していませんので、導入している自治体の内容をお答えし

ます。 

 まず、メリットとして、マイナンバーカード、運転免許証をＩＣカードリーダーで読み込む

ため申請書への手書きの負担や時間が短縮されます。ほかの課での手続のために案内表を発行

できるので、再度申請書に必要事項を書く必要がないなどでございます。 

 デメリットとしては、システム導入、端末整備に係る環境構築に多額の費用が生じる。マイ

ナンバーカードや運転免許証を所持している人のみ利用可能なため、全ての住民が利用できる

システムではないということでございます。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 メリット・デメリットあるということで、そのデメリットの１つに、どこか本土のほうです

けれども、その１か所の窓口にしてしまうと、そこに住民の方が集中してしまうということで、

大変混雑があって、それは課題だということも新聞に載っておりましたけれども、そこら辺、

先進視察で行った鹿児島市ですけれども、そこら辺はそういうデメリットはないということで

ありました。そこら辺しっかりとさばけているということで、まして、向こうの人口割からす

ると、徳之島はずっと少ないですので、そこら辺は何かと集中してしまうということないと思

いますが、今、課長からありましたように、やはり費用の問題、導入の。イニシャルコスト

（導入経費）、ランニングコスト（維持管理）の経費だと思いますが、令和５年６月の議会で

総務課長の答弁で、「多額の予算が必要なので、今後の調査・検討が必要であります」という

答弁をいただいております。 

 先月、行った鹿児島市では、人口が約58万7,000人ですよね、導入コスト、イニシャルコス

トが4,561万7,000円、ランニングコストが2,253万9,000円、合計6,815万6,000円という資料を

見せて説明をいただきました。 

 本町の場合は、人口が広報紙によりますと9,273人ということで、鹿児島市の63分の１とい

うことでありますが、単純計算で数百万円となりますけれども、実際に、そんなに単純な計算

ではないと思います。システム導入の場合は、サーバーとか、そこら辺の周辺機器の単価が高
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いというのは、十分承知をしておりますけれども、まず、３番、本町が「書かない窓口」のシ

ステムを導入した場合、導入経費、ランニングコストはどれぐらいかかると試算されています

でしょうか。 

 また、県内、郡内の導入済みの同程度、同規模の町村が導入に当たってどのような予算措置

をしたのか。国・県の補助事業等はないのか。そして、ＩＴ関連の起債事業等はないのか。そ

こら辺、併せてお答えいただきたいと思います。 

○総務課長（村上和代君）   

 宮之原議員の御質問にお答えいたします。 

 本町で導入した場合は、すみません、出しておりませんが、本町と同規模である郡内の２町

村のイニシャルコスト・ランニングコストを調査いたしました。 

 Ａ町のイニシャルコストは約950万円、ランニングコストは360万円、またＢ町のイニシャル

コストは1,860万円、ランニングコストは143万円となっております。 

 いずれも窓口に配置した端末でマイナンバーカードを読み取り、住民が請求する申請書類に

氏名、住所などの必要事項が記載されるというものです。 

 ２町のイニシャルコスト、またランニングコストの金額の差につきましては、申請書を利用

する業務の種類により料金が変動するためでございます。 

 また、予算についてですが、Ａ町につきましては、総務省のモデル事業を活用いたしまして、

導入にかかる経費は100％の補助だったということです。 

 また、Ｂ町につきましては、新しい地方経済生活環境創生交付金を活用しております。これ

は、旧デジタル田園都市国家構想交付金でありますが、補助率としては２分の１でございます。 

 起債につきましては、今年度、令和７年度から５年間で起債がございます。デジタル活用推

進事業債、これは90％充当で交付税で50％ということになっております。 

 以上でございます。 

○３番（宮之原剛君）   

 分かりました。Ａ町では、イニシャルコスト950万、ランニングコスト360万と。Ｂ町では

1,860万、ランニングコストが143万ということで、イニシャルコストが大分違うのは、やはり

その中身だということでありますよね。 

 それで、導入するに当たっては、国の助成事業と、また、起債の使える予算もあるというこ

とでございますので、ここら辺、よく町でも検討されてやっていただきたいと。多くの予算が

かかります。やはり1,000万前後以上のお金がかかると思いますが、高齢化に伴う住民サービ

スのこれも一環であります。 

 本町の導入計画を今後どのようにお考えなのか、お伺いをいたします。④です。 

○総務課長（村上和代君）   
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 お答えいたします。 

 本町の導入計画といたしましては、使いやすいシステム、住民に浸透しやすいシステム、ま

た職員の業務負担の軽減が見込めるシステムが必要と考えております。 

 現在、導入自治体を参考に、各システムベンダーと協議を重ねているところでございます。

具体的な導入時期については、まだ未定でございます。 

 そのほか、ＤＸ推進に向けた取組は、紙媒体を廃止した電子契約、申請フォームを用いた行

政手続のオンライン化に取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 ＤＸ化にも関わってくるということで、ぜひ、ここら辺の住民サービスの一環としても進め

ていただきたいと思いますが、ここら辺、町長はどのようにお考えでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 多少のデメリットも懸念されますが、それを乗り越えるメリットが大きいだろうというふう

に思いますし、また高齢化に伴い、今の高齢者がある程度使えるような方たちが、今、年を重

ねているということから、住民サービスの向上には「書かない窓口」 は役立つだろうとは思

っております。 

○３番（宮之原剛君）   

 全国的にも、先ほど申し上げましたように、「書かない窓口」の導入市町村が増えています。

本町も高齢化に伴い、住民サービス向上のためにも、できるだけ早期に導入をしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、２項目めに移ります。 

 防犯対策についてであります。 

 （１）空き巣・車上荒らし、窃盗が、以前、昨年、去年だったと思いますが、防災無線等で

も車の施錠、それから、「家の鍵をちゃんとかけてください」という防災無線も流れておりま

した。 

 それから、私も家出るときは、それまでかけていなかったんですけれども、家の鍵も閉める

ようにしておりますけれども、その放送の後、最近の状況はどのようになっているのかという

ことで、聞くところによれば、いろいろ畑の倉庫からとられたとか、肥料がなくなったとか、

農機具・農具がとられたとかいう話も以前はありましたですけれども、最近はそのような状況

も含めてどうなのか、お伺いをいたします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 徳之島警察署のほうに御協力いただきまして、現状のほうをお伝えしたいと思います。 
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 空き巣・車上荒らし、窃盗についてでございます。 

 本町の現状は、令和６年43件、令和７年７月現在でございますが17件、令和６年43件は前年

比プラス10件でございます。令和７年７月現在は、前年比マイナス８件でございます。 

 空き巣・車上狙いなど、個々の窃盗件数につきましては、個人の特定につながるおそれがあ

りますので、回答は差し控えさせていただきます。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 昨年度よりは減っているという状況でありますので安心をいたしましたけれども、その被害

防止の対策として、町はどのようにその対策を考えていらっしゃるのか、お伺いします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 被害に遭わないために日頃から気をつけなければならないことを徳之島警察署からいただい

た資料を基に答弁いたします。 

 戸締りを確実に行う。短時間の外出だったり、トイレだったり、２階の部屋、窓、車両も確

実に施錠をお願いします。 

 合い鍵を玄関周辺に置かない。郵便受けであったり鉢などに置かず、持ち歩いてください。

足場になるようなものは置かない。脚立、ポリバケツなど窓の近くに置いたままにしない。新

聞はためないようにする。泥棒に留守であることを悟られる。長時間留守のときは新聞を止め

てください。防犯カメラ、センサー付きライト、防犯ガラス、二重鍵など設置を検討してくだ

さい。地域の目で町を守る。積極的な挨拶であったり、声かけで犯罪の起きにくい町へしてく

ださいということであります。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 そのような対策も警察のほうからも来ている具体的なその部分を、また近々、広報紙等、町

のホームページ等に載せていただければと思います。 

 それから、ちょうど６月ぐらいでしたかね。町のホームページというか、ＬＩＮＥで情報が

入ってくるようになりました。これは、ＬＩＮＥで友達登録をしたら、そういう情報が、町の

イベントとか、いろいろ注意喚起のことやら、そのＬＩＮＥに載ってきます。この友達登録、

皆さん、今もう本当高齢の方もスマホでＬＩＮＥができますので、そのＬＩＮＥの友達登録が

できるような、そのやり方をまた広報紙で御説明していただければと思います。 

 企画課の職員に聞きましたら、いろんな町のイベントの中で、そのＬＩＮＥ登録するＱＲ

コードを大きくして引き延ばしたものをイベントのときに出していると。それをＬＩＮＥでＱ

Ｒコードをスマホで読み取ったら、登録ができるようにしていますよということでもありまし
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たので、そこら辺のことも含めて広報紙等で周知していただければと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

 次の（２）ですが、うそ電話詐欺についてであります。 

 ここに、徳之島警察署から発行されています「広報徳之島」というのがありまして、この

３月の警察署から「広報徳之島」と、それからまた、今度の９月の「広報徳之島」のほうにも、

うそ電話詐欺についての注意喚起の記事が載っておりました。おれおれ詐欺、架空料金請求詐

欺とか、いろいろその被害額も載っておりますが、以前これは８月の22日、23日の南海日日新

聞でありますけれども、これ奄美地区の金融機関防犯協議会というのがありまして、銀行とか、

そういったところのそういう防犯協議会の中で奄美警察署の署長が話をされておりますけれど

も、今年の管内の特殊詐欺の発生状況は、認知件数が５件、前年度比２件減っていると。被害

額約500万円と、去年よりも730万円減っていると。でも、昨年は、管内で7,000万円を超える

被害があったということですね。すごい額の被害が、昨年度は起きているわけですね、これは

奄美大島のほうでありますけれども。 

 そこら辺を踏まえてなんですけども、奄美のほうは、その対策として、そういう金融機関の

ほうに封筒を準備していると、注意喚起の封筒を。ＡＴＭでお金を下ろすと、お金を入れるわ

けですから、封筒に。その入れるための封筒に、表書きに、「大丈夫か、それは詐欺じゃない

か」というふうな注意喚起をするように作った封筒を置いているということにしているようで

あります。 

 このように記事が載っておりましたけれども、私も８月８日に自分の携帯に留守番電話が入

っておりました。 

 これが、「ＮＴＴファイナンスより重要なお知らせです。現在、御利用中の電話回線にて未

納料金が発生しているため、法的措置に移行いたします。オペレーターへつなげる場合は、

１を押してくださいという自動の案内が何回も、３回ぐらい言っているんですよね。これは、

本当高齢者の方がこれ聞いたら、びっくりして、この１を押しますよね、これ。全くの本当の

このうそ電話詐欺、特殊詐欺であります。 

 私のちょっと知っている方、90前の高齢の女性の方ですけれども、その方、スマホでなくて

固定電話にその電話がかかってきたと。固定電話、家の。その方もおかしいなということで無

視したということでよかったんですけれども、そういうことが実際、身近でも最近でもあります。 

 そういうことで、本町として電話詐欺の実態を把握されているのかどうか。そしてまた、金

融機関、郵便局、コンビニやＡＴＭがある事業所と連携をして定期的に情報共有などをしてい

るのか、現状をお伺いいたします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 
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 本町の現状ですが、令和６年、うそ電話詐欺が４件、被害額2,133万1,000円、令和７年７月

現在でございますが４件、被害額1,874万8,000円、令和6年は前年比でプラス３件、令和７年

７月現在は、前年比プラス１件となっております。 

 その対策につきましては、今、宮之原議員からいろいろございましたが、まず、これも被害

に遭わないために日頃から気をつけてほしいということを徳之島警察署からいただいた資料を

基に答弁いたします。 

 警察官や検事を名乗る者から電話があった場合は、相手の所属、氏名を確認し、一旦電話を

切って、家族や知人、警察などに必ず相談してください。また、ＳＮＳ上で投資への勧誘を受

けた場合は、まず詐欺を疑ってください。 

 また、バナー等広告の内容に「必ずもうかる、元本保証」などの表現がある場合は、詐欺の

可能性が高いため、当該バナー等広告の利用は控えてください。 

 固定電話は、国際電話を無償で休止できる国際電話取扱手続を行い、携帯電話は国際電話の

着信規制が可能なアプリを利用してください。 

 県警の公式Ｘや県警あんしんメールを活用し、事件の発生状況、最新の犯罪手口、防犯対策

などタイムリーな情報を積極的に入手してください。 

 今後は、先ほど議員のほうからもおっしゃられましたが、このようなことを町のホームペー

ジであったりＳＮＳ、ＬＩＮＥ等を活用しながら、町のほうも広報啓発活動を強化してまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 ３月の警察署から発行されている「広報徳之島」のほうに「電子マネー悪用詐欺の流れ」と

いうことで、その詐欺をする電話が来たときのその流れが載っておりまして、これの対策も載

っております。これも含めて、また今、総務課長からありましたような中身の文言を広報紙等

に分かりやすく、また載せていただいて、周知、注意喚起をしていただければと思います。 

 先ほどちょっとありましたＬＩＮＥ、さっきの徳之島町の公式アカウント、友達登録のＬＩ

ＮＥの友達登録数はどれぐらいでしょうか。 

○企画課長（中島友記君）   

 現在のところ871となっております。 

○３番（宮之原剛君）   

 871ということで、まだまだこれ少ないのかなという感じがしますので、ここら辺もどんど

ん登録数が増えるように対策をして、チラシで来ても見ない場合がありますので、ＬＩＮＥは

必ず見ますから、来たら。そこら辺、この町の情報、それから、いろんなイベントの関係もし

かりですけれども、非常に便利でありますので、どうかその登録数を増やしていっていただく
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ように、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、次の３項目めですけれども、期日前投票についてということであります。 

 本町の期日前投票の投票率の推移をお伺いいたします。 

○選挙管理委員会事務局長（藤 康裕君）   

 お答えいたします。 

 町議会議員選挙、県知事選挙、衆議院議員選挙、参議院議員選挙について、過去２回の推移

をお伝えいたします。 

 まず、令和４年の町議会議員選挙43.12％、平成30年、39.63％、3.49％の増。令和６年７月

の県知事選挙30.53％、令和２年の選挙が27.56％、2.97％の増。衆議院議員選挙、昨年、これ

が34.51％、令和３年が33.91％、0.6％の増。本年度参議院議員選挙37.55％、令和４年が

28.29％、9.26％の増となっております。 

○３番（宮之原剛君）   

 離島は、地方は、特に期日前投票は投票率が高いと思いますが、先ほど局長からありました

ように、やはり若干増えていると、期日前投票の率も増えているということで、日本全国的に

も期日前投票が今回の参議院で過去最多2,618万2,089人となっているそうです。これは、もう

過去最多であるということでありまして、今は早めに投票を済ませておこうという、そういう

傾向が全国的にあるということであります。 

 これは、平成31年３月にも同じような質問が、この本町の議会でも質問があったと思います

が、やはり７月のこの間の参議院選挙でも、特に北部の町民の方から、支所でも期日前投票が

できないのかということで相談がありました。それで今回取り上げたわけでありますが、北部

地域から亀津の本所まで期日前投票に来るのは遠いということで、高齢の独り暮らしの方、ま

た高齢者の親を見ている方とか、高齢者でなくても亀津は遠いと思いますが、支所で期日前投

票ができれば助かるという声でございます。 

 また、全国では、移動式投票所、ワゴン車や軽ワゴン車を使いというのもあります。今タブ

レットのほうに写真が載っていると思いますが、これ左側が長野県のある村であります。右側

が新潟県のある市の期日前投票の移動式投票所ということで、ワゴン車や軽ワゴン車を使って

の投票をしている模様でございます。 

 そのように、やっぱり地球温暖化で、最近の雨の降り方もすごい降り方をします。急に雨が、

物すごい雨が降ってきたりします。また、台風も動きがすごい、もう迷走台風がありますし、

近づいてから急に台風になったりしますし、天候のこともあります。また、高齢者においては、

体調の問題もあるでしょう。 

 ですから、もう投票日当日でなくても、事前に投票日前に期日前投票という、この制度を大

いに利用していただければいいのかなというふうにも思いますけれども。 
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 この平成31年３月の議会での課長答弁ですが、「将来的に北部地区に期日前投票所の設置を

検討したいと思います」とのことでございました。期日前投票所の増設、支所や、また移動式

車両を活用して行うことはできないのか、お伺いをいたします。 

○選挙管理委員会事務局長（藤 康裕君）   

 お答えいたします。 

 期日前投票所が、現在、役場庁舎の１階、１か所に設けております。 

 亀津、亀徳以外の有権者につきましては、路線バスや自家用車の乗り合いなどで亀津に買物

や用事等で来られた際に投票をされて帰られる方が多いのではないかと考えていますが、今後

は高齢者の運転免許返納などにより移動手段の選択肢が制限されることも考えられますので、

花徳支所への期日前投票所の設置も必要になるのではと考えております。 

 また、移動式の期日前投票所につきましては、現在、期日前投票所までの移動に特別な手段

を要する地域はないと考えておりますので、現在のところは積極的に考えてはいないところで

ございます。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 期日前投票についてですけれども、これは奄美のほうですが、住用村が奄美市と合併をして

おりますけれども、住用支所でも投票ができます。もちろん笠利のほうでも、遠い距離があり

ますから笠利もできるんですけれども、住用支所でも期日前投票ができておりますので、こち

らも東天城村と、それから、亀津町が合併しておるわけですので、やはり北部の方の便宜も考

えて、これは支所でも、できれば支所で期日前投票ができてもいいのじゃないかと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 それと併せてですが、郵便投票制度というのがあります。これは、不在者投票と似たような

感じですけれども、お家におって、どうしても身体的に投票所まで行けないという方が、投票

日の前にも投票ができるという郵便投票でありますが、この申請者数、それから、利用者数を

お伺いしたいと思います。 

○選挙管理委員会事務局長（藤 康裕君）   

 お答えいたします。 

 郵便投票等による申請者、登録者が現在有効な方が２名いらっしゃいます。期限切れの方が

３名、あとは前回の答弁で14名となっておりましたが、亡くなられた方もいらっしゃいますの

で、今現在、御存命の方は５名いらっしゃる。そのうちの２名が登録中であります。 

○３番（宮之原剛君）   

 ５名登録されているということですかね。 

○選挙管理委員会事務局長（藤 康裕君）   
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 以前から登録されている方のうち、３名は有効期限が切れている方、２名が現在有効である

方がいらっしゃいます。 

○３番（宮之原剛君）   

 これは、郵便投票ができる条件は、障害を持っておられる１級、２級、それから、要介護の

５の方というふうに条件はなっておりますが、これは変わらないと思うんですけどもね、今も。

これは平成31年のときのデータでありますが、これでもって、この申請している方、また有効

な方の２名というのは非常に少ないのかなとは思います。また、ここら辺の周知を、こういう

方が郵便投票ができますよということであれば、やはり自宅においても投票ができるというこ

とで、非常に制度的にも活用すべきと思いますので、これも周知をしていただければと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 先ほど申し上げましたように、台風や異常気象で、天候の急変や高齢者の体調のこともあり、

投票日以外でも投票ができるというこの制度は大いに活用すべきだと思いますので、藤局長も

今年度で最後でございますので、どうかよろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、次、最後でございます。物価高対策についてでございます。 

 先ほど徳田議員のほうからも質問がございましたので、ある程度、重ならない、ダブらない

ようにしていきたいと思いますので、答弁のほうよろしくお願いをいたします。 

 物価高対策としての国の重点支援地方交付金を活用して、本町が実施した、まず１点目、プ

レミアム商品券の発行状況についてでありますが、当初８月８日までの売出期間でございまし

たけれども、これが延長されて８月29日までになったと思います。29日ということで、もう終

わっていますので、この発行状況をお伺いしたいと思います。 

○おもてなし観光課長（吉田広和君）   

 宮之原議員の御質問にお答えします。 

 プレミアム商品券の初回の販売につきましては、7月29日から8月8日まで行っています。商

工会が行っています。 

 初日は、建設業協会、２日目が、前川生活館、それ以降は、商工会の事務所で行いました。

4,394セット販売しています。それ以降、その期間来れなかった人、病院に入院とか、出張と

か、島外に出ていた方もいるであろうということで、2回目の販売を８月19日から８月31日ま

で、おもてなし観光課のほうで行いました。販売は、88セット販売しています。 

 以上になります。 

○３番（宮之原剛君）   

 このプレミアム商品券は、全世帯対象ということであったと思いますが、予定としては何セ

ット準備されていましたっけ。 

○おもてなし観光課長（吉田広和君）   
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 全部で5,500セット準備しています。 

○３番（宮之原剛君）   

 ですよね。5,500セットですから、あと先ほど課長からもありましたように、その期限内に

購入できなかった方、入院したり、また施設入所したとか、また出張等、島外に行っていたと

か、旅行とか、それから、転出した方、亡くなった方等もいらっしゃると思いますが、約

1,000ちょっとのセットが余っているということでありますけれども、昨年までは期間を設定

して追加販売したというふうに思います。そういうこれからの残った分の販売計画はあるんで

しょうか。 

○おもてなし観光課長（吉田広和君）   

 お答えします。 

 再販については、商工会のほうで行う予定にしています。 

 先ほど言われましたけど、第２回目の販売のときに、島にいなかったり、そういった方のた

めに行っていますので、恐らく３回目の再販については、数少ないですけれども、再度販売と

いう形で一度買われた方も購入できるんじゃないかなとは思っています。 

 詳細については、９月24日のてぃだ広告に載せますので、それを見てくださいということで、

商工会のほうから聞いています。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 ９月24日のてぃだ広告に掲載されるということで、３回目の再販を計画しているということ

でセーフティーネットもしっかりされているということであると思います。 

 せっかくの物価高対策の事業でありますので、より多くの方に行き渡るようによろしくお願

いをいたしたいと思います。 

 それでは（２）、最後になりますが、本町の今後の物価高対策の計画はということで、前回

の６月定例会の一般質問でもお尋ねいたしましたが、町の予定している対策のメニューが紹介

されて答弁いただきましたけれども、先ほどの徳田議員の質問とも若干かぶるので割愛をいた

しまして、タクシーの初乗り運賃地域公共交通事業者支援事業ということについて予定どおり

実施されるのでしょうか、お伺いいたします。 

○企画課長（中島友記君）   

 お答えします。 

 企画課では、この物価高騰によるタクシーの初乗り料金等の値上げ等の値上げの影響によっ

て、地域の利用者の方々が減少しつつある中での対策といたしまして、買物や金融機関への移

動、役場への所用の移動等に利用する高齢者を対象とした高齢者の支援と交通事業者の事業継

続の支援といたしまして、タクシー券の発行で支援を、対策を行いたいと考えております。 
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 予算としては、600万を９月補正で計上させていただきまして、10月から２月を実施予定の

期間として進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 一応、対象が高齢者や交通弱者ということで、障害を持っている方等はどうですか。 

○企画課長（中島友記君）   

 今回、まず最初に対象として考えている対象者ですが、高齢者対象者が75歳以上、敬老バス

の利用者と、または障害のある方を最初、募集をかけまして、募集の数が少なかった場合とか

には、対象年齢を少し下げて対象の範囲を広げるというような対策が必要でないかということ

で今課内で協議しているところです。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 障害者も対象になるということで、今、検討いろいろされて、より中身のいい制度に仕上げ

ていただきたいと思います。 

 四、五日前、うちに電話が来まして、高齢の女性の方、70代の方でありますけれども、本当

にもう生活が苦しいと、どうにかしてくださいということで、低所得者であり、またかつ生保

も受けている方でありましたけれども、広田議員が先ほど一般質問されておりましたけれども、

生活保護、この県の事業で窓口でありますけれども、非常に本当に厳しい方がいらっしゃると

いうことで、その実態をよく分かっていただいて、住宅のさっき共益費の話も出ておりました

けれども、その方もおっしゃっていました。三千何ぼの共益費を出すのも本当毎月大変だと。

実際に6万前後の収入でありますけど、みんな引かれるわけですよね。県か国のあの生活支援

金というのが１万5,000円とか、２か月ですよ、２か月で１万5,000円というのあるんですけど

も、それもその生活保護の計算をされて収入として計算されるということで、何とかならない

のかということでありました。 

 すぐ、公明の県会議員のほうにもつなぎまして、今いろいろその中身を精査して、調査して

もらっているところであります。 

 本当に、皆さん苦しいこの物価高の中で生きておられるわけでありますので、どうか、そこ

ら辺、町のこの物価高対策の重点支援地方交付金をうまく活用されて、そういう本当に困って

いる方のところに行き届くようによろしくお願いしたいと。 

 食料品や日用品の値上がりも続いております。今月も食料品は1,422品目が値上りでありま

す。政権与党が少数与党になり、給付や減税政策も実施は先行き不透明の状況でありますが、

そのような政治動向も踏まえて、今後の本町の物価高対策について、先ほどの徳田議員ともち

ょっと重複するかも分かりませんけれども、町長の思いをお聞かせいただきたいと思います。 
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○町長（高岡秀規君）   

 今、70代の方から生保の対象という共益費の話がございましたが、生活扶助費ではなくて、

やはり住宅扶助ということで、今、限度額が設けられていますので、それで国のほうは、少し

慎重になっているんですが、居住費については、しっかりと住宅扶助で対応するよう今要望し

ないといけないなあと、今感じています。 

 そして今、非常に厳しいということですので、先ほどもお話ししましたが、なぜ減額をした

か。それはデフレ調整だったわけです。だったら今、物価高騰でしょうと。物価高騰であれば、

その生保の予算をかさ上げ、増額をするべきじゃないかということも今言えるかなあと、今感

じているところですので、今後、町村会としても生活保護費の在り方を要望をしっかりとやら

なければいけないかなと感じでおります。 

 その中で、人件費をどのように扱うのか、そして、経済ということで、農業の所得をどうや

って上げるのかについては、様々な視点、様々な方法で取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。 

○３番（宮之原剛君）   

 先ほどの徳田議員への町長の答弁の中でも、留保財源のことが話されましたけれども、私も

役場退職した後、商工会に行っておりましたので、３年間商工会の中でいろいろ見てきました

けれども、やはり企業、商売されている方々、事業所というのは、やっぱり将来的にやっぱり

それはどうしてもあるんですね、留保財源が。結構な金額でありました、実際問題。 

 ですから、そこら辺を還元していくということで、賃金アップ、それしていけば、やはりも

っと、町長言われたように、物価高対策としても効果が出てくるんじゃないかと思います。 

 何はともあれ物価高対策は急務であります。どこの自治体も大変であります。議会と行政が

知恵を出し合って、町民の生活支援と住民サービス向上へ頑張ってまいりましょう。 

 以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（行沢弘栄君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は、９月10日午前10時から開きます。 

 本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。 

 

散 会 午後 ４時３４分 
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令和７年第３回徳之島町議会定例会会議録 

令和７年９月10日（水曜日） 午前10時 開議 

１．議事日程（第２号） 

○開 議 

○日程第 １ 一般質問 
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         是枝孝太郎 議員 
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○散 会 
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○議事日程記載事件のとおり 
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△ 開 議  午前１０時００分 

○議長（行沢弘栄君）   

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に、高岡町長より報告があります。 

○町長（高岡秀規君）   

 皆さんどうも、おはようございます。 

 昨日、全員協議会のほうでも御報告をいたしましたが、徳之島町の職員の不祥事が発覚いた

しております。まずは深くお詫びを申し上げます。 

 再発防止につきましては、通帳の管理等、引き出しに係る印鑑の管理を別の人で行うこと。

そしてまた、公金の扱いについては、しっかりと庁内に保管するということを確認をするとい

うことを実行しながら、再発防止に努めてまいりたいというふうに思います。 

 議会の皆様方の御指導を仰ぎながら、そしてまたさらには、町民の皆様、議会の皆様には深

くお詫びを申し上げたいと思います。 

 再発防止につきましては、職員一丸となって取り組む所存でございますので、今後とも御指

導のほどをよろしくお願いいたします。 

 

△ 日程第１ 一般質問   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 政田正武議員の一般質問を許可します。 

○２番（政田正武君）   

 おはようございます。 

 ８月18日に宮古島で開催された「離島甲子園」では、徳之島選抜チームが決勝戦まで勝ち進

み、地元宮古島のチームに敗れたものの、１対ゼロという優勝に匹敵する準優勝という輝かし

い成績を収め、白熱したプレーに勇気と感動をもらいました。 

 今大会で、徳之島選抜チームの主将を務めた太良塁伸君は、練習はきつかったけど、絶対強

くなるんだと信じてやってきたと熱い思いを語っていました。そしてその思いが今回の結果に

つながったと思います。本当に感動いたしました。 

 また、先月行われた秋季大島地区高校野球では、徳之島高校が優勝しました。そして社会人

野球においては、町長の息子さんの同級生を主体とした本町の「わらわら」というチームが徳

之島３町大会で優勝、徳之島代表として鹿児島県大会に出場、見事優勝、九州大会では、全国

大会出場の切符を手にし、全国大会が今月13日から群馬県で開催されます。 
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 このように新聞、ネット上でスポーツを通して、徳之島をＰＲできることを非常にうれしく

思っております。 

 それでは、２番政田正武が３項目について御質問いたします。 

 初めに、先ほど申し上げましたとおり、離島甲子園で徳之島選抜が準優勝して大いに盛り上

がりました。中島課長に変化球ではなく、ストレート真っ向勝負でお伺いいたします。徳之島

で離島甲子園を開催しませんか。 

○企画課長（中島友記君）   

 おはようございます。 

 政田議員の質問にお答えいたします。 

 まず、離島甲子園大会は、国土交通省が開催する大会でありまして、今回で16回を迎えます。

地理的環境から島外との交友機会の少ない全国の離島中学生が一堂に会し、野球を通じて島と

島との交流を図り、新たな人間形成や健全な青少年育成を促進することで、将来を通じて離島

地域の振興に寄与することを目的としている大会でございます。 

 今年の大会は、先ほど議員が言われましたとおり、宮古島市で開催され、奄美勢初となる決

勝戦の進出を果たし、惜しくも準優勝となりましたが、大変すばらしい成績を収めました。 

 この離島甲子園大会には、令和５年の奄美復帰70周年記念の奄美大島大会から参加しており、

令和６年は長崎県壱岐市で、今回、沖縄県の宮古島市での３回目の出場となりました。 

 この議員の言われた直球勝負ですが、この徳之島開催については、徳之島３町、離島甲子園

実行委員会で昨年度から、本気で徳之島開催に向けた取組ということを協議しております。今

回、各町の担当職員１名ずつを宮古島に派遣して、開催についての課題、取組方というものを

視察してきたところです。 

 以上を踏まえて、また徳之島３町離島甲子園実行委員会で開催に向けて令和９年度を目標と

いう話が、昨年、会の中で上がりましたが、いろんな課題を整理しつつ、令和９年度以降の開

催に向けて取り組んでまいります。 

 以上です。 

○２番（政田正武君）   

 そうですね、今、課長から令和９年度を目標に開催を目指しているということでございます

けれども、本年度も23チームですかね、参加チームは。１チーム選手、監督を合わせて20名の

登録が可能ということだと思いますけども、単純計算でも23チームの20名、460名が参加して

いただけるということで、その宿泊とか、飲食等などでも様々な経済効果も期待できると思う

んですけども、その辺はどうお考えですか。 

○企画課長（中島友記君）   

 お答えいたします。 
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 まず今年度は、実数を把握しておりませんが、令和６年度の長崎県壱岐市での開催の報告か

ら説明いたしますと、参加チームが壱岐市で23チーム、選手372名、監督、コーチ、帯同審判

68名、帯同職員53名、応援者345名、計884名が壱岐市に来島されているという報告があります。 

 この経済効果につきましては、令和５年度奄美大島で開催した奄美復帰70周年の記念大会で

の新聞報道では、約１億円の経済効果があるという新聞掲載がありました。 

 以上です。 

○２番（政田正武君）   

 今、880名の参加、経済効果で約１億円というすごい数字になっておりますけれども、経済

効果ということも大事でございますけれども、やはり地元で開催して島民の皆さんに直に子供

たちのプレーを観戦して、一緒に応援したいと思っているのではないでしょうか。そのことに

ついても、やはり徳之島でぜひ開催してほしいと思いますけれども、離島甲子園の出場選手の

中からソフトバンクの大野稼頭央選手をはじめ、多くのプロ野球選手を輩出しております。 

 この離島甲子園の閉会式でも、最優秀選手賞を１人と優秀選手賞４名でしたかね、そのうち

の１人で亀津の嘉納新君が優秀選手に選ばれております。将来、プロ球選手もこの大会から、

徳之島からも生まれてくると思います。令和９年、課長が今申したんですけれども、開催を目

指すということでございますけれども、絶対開催するということを約束してもらえませんか。 

○企画課長（中島友記君）   

 はい、私のほうから絶対開催するということは断言はできませんが、これについては、もう

実行委員会のほうで、徳之島開催に向けてという取組を進めておりますので、先ほども申しま

したとおり９年度以降というところで、その期間やっぱり旅行会社との見積りの徴取であった

りとか、現地開催の会場であったり、これは体制づくりというところで一つ課題かなと思って

おります。 

 というのは、やっぱりこういった大きな大会をする際には、この離島甲子園を担当する専属

の職員の配置とかも必要ではないかということが課題としてもありますので、今後また総務課

を含め、町長とも協議しつつ前向きに取り組んでまいりたいと思います。 

○２番（政田正武君）   

 最後にちょっとお聞きしたいんですけど、この予算面について、この奄振とかの事業で開催

は可能なんですか。 

○企画課長（中島友記君）   

 奄美市で開催された大会には、奄振を活用して実施しております。奄美市を含め、協力４市

町村だったと思いますが、そこでの分担金という形で負担金を軽減する取組の事業でありまし

た。 

 今回も徳之島３町での実施ということで進めておりますので、また広域事務組合にも一度御
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相談をしたところです。この離島甲子園としての奄振での事業の活用はどうかということで相

談もいたしました。 

 地域振興事業等も含めて検討をして、実施する方向でまた協議を重ねてくださいということ

で回答をいただいておりますので、今後、もちろん補助事業を活用して３町で負担して、また

島の経済効果、そして子供たちが本当に島から甲子園というものを目指していただけるような

体制づくり、その事業がそこにつながるように今後も取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○２番（政田正武君）   

 ありがとうございます。前向きに、開催に向けて取り組んでくれるということでございます

ので、ぜひ御尽力いただきたいと思います。 

 それでは次に、夏季休暇中の給食の提供についてですが、今、子供の食の貧困ということで、

いろいろ取り上げられていますが、夏休み中に給食がないことについて、ＮＰＯ法人キッズド

アのアンケートでは、91％の親が食事の質や量が低下することに不安があると答えております。

また１日２食以下の子供たちの割合も３割を超えるとなっていますが、鹿児島県下において、

夏休み期間で給食を学童や給食センターのような公共施設で提供している市町村はありますか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 政田議員の御質問にお答えいたします。 

 夏休み期間中の給食でございますけども、鹿児島県の教育庁保健体育課に確認したところ、

そのようなことは把握していないということでした。 

 ただ、奄美市のほうで夏休みの給食に関しまして一例がございます。徳之島町では、中学

校・小学校・幼稚園に給食を提供しております。奄美市では、中学校・小学校・認定こども園

に給食を提供しておりまして、夏休み中の７月に関しましては、その延長で、認定こども園に

は提供しているところがありました。 

 以上です。 

○２番（政田正武君）   

 奄美市が行っているということですか。保護者から、こういった夏休み中の給食の提供につ

いて何かお話とかお聞きになったことはないですか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 現在、教育委員会のほうにそのような要望はございません。 

 以上です。 

○２番（政田正武君）   

 私は何人かの保護者から「夏休みに給食があればいいよね」というお話もお聞きしたことが

ありますけれども、「腹が減っては戦ができぬ」ではありませんけれども、お腹が空いていた
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ら頭も回らず宿題もする気にもなれないかもしれません。やはり食育も大事だと思います。 

 この夏休み期間中の給食の配給については、職員の衛生管理とか提供する場所、方法などい

ろいろ課題はあると思いますけれども、またすぐにはできないと思いますけれども、今後、本

町としては夏休み中の給食の提供についてはどうお考えですか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 

 給食センターで作られる学校給食は、学校給食法の第８条第１項の規定に基づいて学校給食

実施基準が定められております。実施基準の第２項の学校給食の実施回数等につきましては、

学校給食の給食は年間を通じて原則として毎週５回、授業の昼食時に実施されることとなって

おります。本町では、小学校は196日、中学校は198日が給食の実施予定となっております。 

 また、夏休み期間中には、普段できないような箇所を含めた清掃や器具や食器の整備や点検

などを行っております。さらに、会計任用職員の出勤しない時期には、電気設備等の年次点検、

調理場の害虫駆除作業等も行っております。 

 また、この夏休み期間という長期にしかできないような修理とか、そういったものを行って

おります。以上のことから、夏休みの給食の提供については、現段階では難しいと考えており

ます。 

 以上です。 

○２番（政田正武君）   

 今、課長からありましたように、学校給食法、小学校196日、中学校で198日ですかね。授業

があるときの給食があるという話ですけれども、これから、この夏休み期間中の給食について

は、いろいろ議論がなされていくと思います。 

 実際、八王子市では、夏休み期間中には１週間ぐらい、もう５日ぐらいの提供だったと思い

ますけれども、そういった提供している市町村もあると思いますが、一番は、子供たちが夏休

み期間中もお腹を空かさず、やっぱり元気に遊んで、一生懸命勉強して新学期を迎えられたら

本当にいいなと感じているところでございますけれども、そしてまた保護者の方も共働きの方

が多いと思います。 

 学童に預ける際にも毎日お弁当を持参させ、少なからず負担も伴いますので、少しでも負担

の軽減になればといいと思って、この問題提起したわけでございますけれども、先ほど申し上

げましたけれども、いろいろ課題は多いんですけれども、ぜひ検討していただきたいと思いま

すけれども、教育長のお考えをお聞かせ願いますか。 

○教育長（福 宏人君）   

 議員の質問にお答えします。 

 基本的には、先ほど課長のほうが申したとおり、そもそも学校給食は授業日、子供たちが授
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業があるときに給食を提供すると、これがそもそもの法の立て付けですね。 

 別に、御存じのとおりコロナ禍で日本全国学校が休校日になったときに、その中から出てき

たのは学校が果たすセーフティネットということで、実は学校が休校日になったときに、子供

たちの特に貧困に関わることで、子供というのは食生活が結局十分にできていないという現実

も、実は併せて浮き彫りになりました。 

 ちょっと話を戻りますと、学校がないときに一部の子供たちは学校給食で食の安全を図って

いたということが浮き彫りにされて、学校が果たすセーフティネットの機能が評価されました。 

 今後、様々なところで、例えば朝日新聞の中で子供たちの食のセーフティネットワークで夏

休み期間中の給食のことについても、一部調査が出ていますので、その結果から、やはりある

程度貧困家庭においては十分な食事がなされていないという事実もあります。 

 ですので、今後、そういったことについて具体的にどうするのか、例えばこども食堂とか、

ああいったようなＮＰＯの団体とか、一部本町では社会福祉協議会の弁当の提供とか、そうい

ったようなこともなされているというふうに聞いております。 

 これにつきましては、今、こども家庭庁が教育とは別に子供のそういう福祉も含めて、全体

的に子供のそういう環境を考えるというような方向性も出ていますので、それについては、ま

たほかの関係市町村も含めて全国でどうなるのか、そういったのを踏まえて必要に応じて、ま

た検討する必要もあるのかなというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○２番（政田正武君）   

 ありがとうございます。 

 町長も普段から教育も大事、食育も一番大事だとおっしゃっております。学校給食法とかい

ろいろありますけれども、夏休み期間中に、町の単独・単費でも、例えばアンケートを保護者

から取って、夏休み期間中に給食を提供してほしいという方たちだけでも、給食費を徴収して、

そういうことも、これからは考えていかないといけないと思うんですけれども、そういうとこ

ろは町長は、どうお考えですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 今は、給食という理念で今答弁ないし質問があるんですが、給食ではなくて、例えば食育と

いう観点であれば給食の法律は関係なく提供できるかなと。 

 よって「食」というものの需要、そしてまた子供たちが今、教育長のほうからありましたけ

れども、いわゆる貧困家庭で食事が本当にうまく取れていないお子さんがいらっしゃったら、

それはしっかりと町のほうで提供する方向で進めたらいいかなと思いますので、それが給食と

して提供するのか、それとも議員がおっしゃるように、単独でしっかりと食育等々での提供な

のかということだろうというふうに思いますので、今後、しっかりと子供たちの現状を踏まえ
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ながら取り組んだらどうかなあと、今感じたところです。 

○２番（政田正武君）   

 この食育については、やはり夏休み中の子供たちがお腹をすかさないように、新学期を楽し

く迎えられるようにしてほしいと思いますので、いろいろこれ課題もあるんですけど、今後、

議論が進んでいくと思いますので、すぐすぐにはできないと思いますから、早めにそういう話

を議論して、今後なるべく夏休み中に、今、町長がおっしゃられたように給食ではなくて、御

飯を提供できるようなシステムづくりに検討していただきたいと思います。 

 それでは次に、全国町村会副会長・鹿児島県町村会会長についてですけれども、町民の皆さ

んから、町長は、全国町村会副会長・鹿児島県町村会会長の職に就いているんですが、どのよ

うな仕事をしているのかとよくお尋ねされます。 

 地方自治法の263条の３項で、「町村相互の連携を密にし、共通の問題を協議し処理するた

めの組織を設けた場合は総務大臣に届けなければならない」これが町村会と思いますけれども、

同項の第２、「地方自治に影響を及ぼす法律または政令その他の事項に関し総務大臣を通し内

閣に対し意見を申出又は国会に意見を提出することができる」といった組織でございますけれ

ども、町長の全国町村会副会長・鹿児島県町村会会長の立場としては、具体的にどのような職

務を担っているのかお伺いします。 

○町長（高岡秀規君）   

 全国町村会につきましては、今「町」が743町、そしてまた「村」が183、926の町村で構成

されております。 

 まずは大まかに言いますと、町村が当面、諸課題として国・県への要望活動が主な活動にな

ります。そしてまた、町村自治の進行発展のための調査・研究というものが職務になっている

ところです。さらには、一般職員の研修等の企画もしております。 

 私の経験から町村会として、一首長の意見は仮に取り上げてもらえなかった場合、実現はな

かなか難しい、要望として扱われないことがございます。 

 会長職というのは、皆さんの実は小間使いでもあり、各首長の意見を取り上げることができ

る。そしてまた皆さんの意見をしっかりと取り入れることが重要だと私は思っております。 

 一つの例として、日頃答弁でも答えておりますが、奄振交付金においての要綱に教育及び文

化を、そしてまた、農業の生産性における支援を、農業の振興における支援という文言の変更

を要請してきました。 

 以前は、なかなか教育というものが奄振の重点施策ではないというような認識があったわけ

で、なかなか取り上げてもらえなかったのですが、私が会長となった時に、しっかりと皆さん

に説明をし、そしてまた国・県にも要請をして、今、御存じのように実現したところでありま

す。 
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 またさらには、私の経験から自分の意見が取り入れられなかった寂しさをしっかりと解決す

るために、ほかの首長の意見をしっかりと、できる限り汲み入れることに努力してきました。

これは今思えば会長としての主張及び熱い思いを伝え、要望活動をしたことが実ったものだと

感じているところでございます。 

 会長としての知り得た情報は、しっかりと情報の共有をしないといけないと感じていました

ので、現在、情報の共有にできる限り努めているところであります。報告することは情報の共

有だけではなく、私自身の復習となり、それを徳之島町に生かせるということは非常に大きな

ことだろうというふうに思います。 

 全国の町村の成功事例、課題・問題等が把握できることは徳之島にとっても有効だと感じて

いるところであります。仮に、地方公共団体情報システムの標準化に関する財政措置等は喫緊

の課題でありましたが、町村会としての要望がかなり実現したというふうに思っております。 

 国は当初、標準化によって３割削減できるということが町村会のデータによると３倍になっ

てしまうことから、しっかりと国等々に要望したところ、その辺については国が審議会をして、

恐らく予算措置となると私は思っております。 

 全国の町村会の会合の折に、時間が取れるときは、様々な人間関係を構築したり、民間との

つながりも構築してきました。事例として、今回の海中アートの事業もその一つであります。

また子ども第三の居場所も要望の一つであります。世界遺産センター、道の駅も出張の折の国

土交通省からの情報でございました。 

 特に、今回のクリーンセンターの改修工事につきましては、当初は、令和７年度の概算要求

の中で１億4,050万円しかついていなかったということです。概算要求でそれだけしかついて

いなければ予算というのは削られますから、これは危機感を感じたところ、去年の10月中に人

的つながりを利用して要望したところ、６年度補正で６億6,166万円が補正でつきました。よ

って、前倒しでの補正がつきましたので、今のクリーンセンターの事業が計画どおりに進める

ことができたということでありますので、これも人脈の構築のおかげだというふうに私は思っ

ております。 

 よく全国町村会の役員になってどうなのかと聞かれますが、実は、本人の心がけ次第で効果

が出るというふうに私は思っております。役職が仕事をするのではなく、人が仕事をすると思

っております。甘えることなく、自分との戦いということを肝に銘じて行動することで、効果

が発揮できるというふうに思っております。 

 そうすることによって、愚痴を言うことに時間を使うのではなく、前向きな行動に時間を使

うこと。そしてまた、国・県を批判する時間があれば筋の通った要望に時間を振り返ることで、

効果が少しでも現れると思っております。一言で言うなれば、「心がけ次第で大きく変わる」

というふうに私は思っていますので、しっかりと自分自身との戦いながら町に貢献、そしてま
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た、日本全国の町村に貢献していきたいというふうに考えております。 

○２番（政田正武君）   

 ありがとうございます。 

 次に、メリットを聞きたかったんですけど、今メリットも町長がおっしゃったので、やはり

一個人では国・県に要望しても成り立たないんですが、やはり大島郡の町村、鹿児島県町村、

それの代表として国・県に要望すれば、できないこともないというお話もありました。 

 そして、町長は常日頃から要望とか陳情を行うだけではなくて、結果を求めたいとおっしゃ

っております。今、その結果も奄振の話もそうでございます。沖縄との交流もそうでございま

す。クリーンセンターの話も私も今クリーンセンターの議員をしておりますけども、前倒しに

していただけたこともありがたいと思っております。 

 そういうことで町村会会長としての責務といいますか、責任は大きいと思います。そしてま

た、その会長としての責務というのは、一首長としてではなくて、全体としての意見として取

り入れてもらえるというお話でございます。そういうことが町民とか、今課長もそうですけど

職員も知らないと思うんですね。行政報告でいろいろ出張とかもあります。ほぼ島にいないん

ですけどね。 

 町長も出張で議事録も自分で作ってらっしゃいますよね。そういう議事録を課長にでもいい

んですけど、先ほど町長が情報の共有に努めているとおっしゃいましたけれども、課長とかに

共有されているとは感じていませんね。ですので、そういう重要な、これ全てとは言いません

けれども、重要な要望をしたとか、陳情したとか、そしてその成果がどうであったとか、課長

には回覧するとか、そういう情報を共有したほうがいいんじゃないかと思うんですけど、これ

はいかがですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 今、議事録とその議事録を読むのはもう何十ページにわたる議事録を今、作成していますけ

れども、それを読まない人がいるだろうということで、要点だけをまとめたものも両方出して

いて、その日に配られた資料を全て24町村長に今配付をしているところです。 

 確かに、今思えば各課長に、その議事録とそういったものを、データで見れるようにしたら

どうかなというのふうに思います。それを面倒くさがらずに見る、見ないは強制できませんけ

れども、見る人は全てが重要な案件であることに気づくだろうし、そしてまた、政策説明が町

村会のほうでは必ずあります。 

 国交省であったり、農林水産省であったり、政策説明という資料がございます。その補助金

の事業をこの町で取り上げるべきだというふうに考察できることがあれば、一番ベストかなと

いうふうに思いますし、このデータというのは、実は事務的な連絡で恐らく各課に本当は届い

ているんだろうというふうに思います。 
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 それを利活用するかどうかは人によって違いますので、今後はダブリの説明になるかもしれ

ませんが、しっかりと議事録を作ったら、各課に読む読まない別として配付したらいいかなと

今感じたところです。 

○２番（政田正武君）   

 冒頭申し上げましたけれども、町民の方が、その町長が会長として何をしているか、それは

分からないんですので、広報にでも町長が要望活動とか陳述した重要な事項については、広報

のほうに１ページぐらい取って、町長が会長としての職務を広く周知できるようにしてもいい

んではないかと思うんですけど、総務課長どうですか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 以前から町長は出張が多いとかっていうことはお聞きしていることもあります。ですが、今

のやり取りの中で皆さんがお聞きしたように、確かに大変ではございますが、本当に町のため、

また鹿児島県のため、全国のために御尽力いただいていることは確かでございます。 

 今後につきましては、この町長の報告ですが、本当に町長出張の際にも必ず帰ったら決裁だ

ったり報告書作りだったりと、もう本当に寝る間も惜しまず頑張っていらっしゃいます。 

 ですので、せっかく町長が作ったこの報告書等はもちろん課長の中でも共有しながら、そし

てまた、町民の方々へも町長のやっている行動につきましては、広報の中でお知らせするのか、

ホームページの中でお知らせするのかは、今後、検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○２番（政田正武君）   

 ありがとうございます。 

 ぜひ、町長は何をしているのか分からないと、町民の方に言われないように、広く周知して

いただいて、やはりこの会長職というのが、いかにメリットがあるのか、そういうところもど

んどん発信していっていただきたいと思います。 

 また、全国町村会、大島郡、鹿児島県もそうでございますけど、ぜひ皆さんのために御尽力

いただきたいと思います。 

 これで終わります。ありがとうございます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 次に、木原良治議員の一般質問を許可します。 

○１３番（木原良治君）   

 皆さん、こんにちは。 

 一般質問には３項目事前に提出しております。 

 不納欠損、町有財産、地域医療の３項目です。早速一般質問に入ります。 
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 町の財源の確保の視点から、また町の債権の放棄の観点から、不納欠損の現状を伺います。 

 昨年の９月の議会でも不納欠損を取り上げました。それぞれの課の多岐にわたりますので、

総務課長のほうから最初の答弁をいただきますか。 

 不納欠損の金額から伺って、その後、担当課に移ります。よろしくお願いします。 

○総務課長（村上和代君）   

 木原議員の御質問にお答えいたします。 

 令和６年度不納欠損全体につきまして、会計ごとに金額並びに件数を申し上げます。 

 一般会計、件数4,011件、2,275万6,816円、国民健康保険事業、件数363件、561万1,522円、

介護保険事業98件、83万2,020円、後期高齢者医療10件、４万600円、水道事業840件、371万

3,293円、公共下水道事業320件、55万7,550円、合計で5,642件、3,351万1,801円でございます。 

 以上であります。詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。 

○税務課長（新田良二君）   

 詳細について税務課のほうから御答弁いたします。 

 まず初めに、町民税103万8,616円、81件でございます。続きまして固定資産税2,102万8,000

円、3,858件、軽自動車税25万9,400円、48件、国民健康保険税561万1,522円、363件、合計

2,793万7,538円、件数合計4,350件でございます。 

 以上です。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 木原議員の御質問にお答えいたします。 

 後期高齢者医療保険に係る令和６年度の不納欠損は、件数が、期別件数10件、金額合計が

４万600円となっております。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 木原議員の御質問にお答えいたします。 

 介護福祉課からは、介護保険料の不納欠損について状況をお答えいたします。 

 内容につきましては、時効消滅、転出、死亡、行方不明、生活保護受給者となっております。

金額は83万2,020円、件数は98件、人数は42名となっております。 

 以上です。 

○水道課長（奥村和生君）   

 お答えします。 

 水道課での令和６年度不納欠損額は371万3,293円、件数は840件となっております。 

 理由としては、消滅時効の完成によるもので、民法166条の規定並びに企業法及び会計基準

に基づき行っております。評価課題としては、不納欠損が毎年発生しており、住民負担の公平

性確保の観点から課題と認識しております。 
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 以上です。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 建設課、令和６年度住宅使用料の不納欠損につきましては、金額が43万800円、件数は４名

分の24件です。下水道使用料につきましては、金額が55万7,550円、件数が44名分の320件とな

っています。 

○１３番（木原良治君）   

 総務課長、昨年も不納欠損に対して一般質問させていただきました。９月議会は、決算議会

ということで、この後16日の日から、また決算審査特別委員会があります。そこで詳細につい

ては、それぞれの議員の方からあると思いますけど、先ほどの総務課長の答弁の数字の中で

3,350万円、昨年の答弁の中では3,890万円でしたよね。それからは500万円、少し改善はされ

ているんですけども、毎年この3,500万円、3,000万円ぐらいの金額がこの不納欠損で上がって

いることに対して、どう考えますか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 この税金につきましては、町にとりましては本当に重要な財源だと思っております。ここを

安易に不納欠損として落とすことは、本当に残念なことではございます。 

 今後につきましても、こうした事案が生じないように不納欠損になる前に収納率の向上、ま

た財産調査の徹底であったり、分納相談の推進など、これまで以上に努力していかなければな

らないなと感じているところでございます。 

○１３番（木原良治君）   

 監査委員の立場で、また監査委員の範疇の中でしか質問できないんですけど、不納欠損の理

由、法的根拠それに基づくペナルティーがあると思います。そのペナルティーのある担当課の

答弁を求めます。 

○水道課長（奥村和生君）   

 お答えします。 

 水道料金の滞納が続いている方には、給水停止等を行っております。 

 以上です。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 ペナルティーにつきましては、保険給付の額が減額、高額介護サービス費の不支給等の制限、

高額医療合算介護サービス費の支給を行わない。また特定入所者介護サービス費の支給を行わ

ない等があります。 

 以上です。 
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○健康増進課長（吉田 忍君）   

 お答えいたします。 

 後期高齢者医療保険料の特別な事由がなく、保険料を滞納した場合には、療養費及び高額療

養費等の保険給付費の全部、または一部を差止め、保険料に充当できることとされております。 

○１３番（木原良治君）   

 福田介護福祉課長、４月の就任から半年しかたっていないですけれども、介護福祉法に則っ

ての答弁ですけど、一般の町民の方々から聞いたときに、介護福祉のペナルティー、２年の消

滅時効によってペナルティーが生じる。そして新たに給付に対して介護を受けられる立場にな

ったときに、100％の給付が受けられる立場になったとき、それがどれぐらい減額されるのか、

１割負担が何割負担になるのか。もう少し丁寧に説明願いますか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 介護保険料の利用者につきましては、滞納されている方にお話をする中で、個人で、私は介

護に使わないとか、いろいろなことで納入されていない方がいらっしゃいますので、個別に相

談をしたり、介護保険制度の具体的な内容を説明したりして納入を進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○１３番（木原良治君）   

 毎年3,000万円近くの不納欠損、はっきり言って入るべき収入が入らずに、またその町の財

産の権利を放棄すると、そういう決断をする過程の決裁のそれぞれの担当課と財務のほうだけ

で決裁になっているのか、その関連する全ての課の一堂に会して対しての内容性とかして、決

裁まで持ってきているのか、その過程を示してください。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 決裁までの過程につきましては、年度末で締めまして、その中で不納欠損処理が行われるわ

けですが、決裁につきまして、それ以前で本来であればしっかりとこの内容を確認することが、

一番大事だと思っております。 

 今回、年度前に各担当課長と話をしまして、出納整理期間までにしっかり、年度内にしっか

り徴収できるものについては徴収してくださいということで、お話をしているところではござ

いますが、全体で話をするときには、収納対策会議のほうで会議を開いております。 

 またその中でも、不納欠損のことについては、みんなで協議をしているところではございま

すが、私の力不足かもしれません、もう少し、しっかりとこの過程を大事にして多くの不納欠

損を出さないように今後、努めてまいりたいと思います。 

○１３番（木原良治君）   

 これは不納欠損の一堂に会しての検討をしてほしいというのは、なぜかというと、例えば水
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道を止められますと、これは建設課の公共下水道も止める状態になりますよね。そういういろ

んな関係の、また新しい住宅のほうに移るときには、またその滞納があるとか、いろんな関連

のものが出てくると思いますよね。そういうのを一堂に会して検討していただきたいと思いま

す。 

 また、昨年の一般質問をちょっと振り返って、前回、耕地課のほうで多額の不納欠損をしま

したよね、僕は、これはいいことだと思いますよ。なぜかというと昭和時代の名簿を持ってど

うのこうの、これを処理する時間と労力、それはある一定の区切りとして不納欠損をするなら

不納欠損、はっきり言って身軽になって、また現年度分に力を入れるとか、そういうことに取

り組まれたらいいかがですか。これは財務ですか、どなたかの答弁を求めます。 

○税務課長（新田良二君）   

 税務課でございます。 

 不納欠損は非常に税の公平負担の課題等がございます。しかし、不納欠損は、適正な会計管

理の結果が生じたものでございまして、真の困窮者、本当に困っている方の救済する方法でも

ございます。その辺は、御理解いただきたいと思います。 

○１３番（木原良治君）   

 理解はしているんです。理解した上での質問なんですよ。税の権利と義務がありますよね。

権利には義務が裏表だと思いますよね、一体だと思います。でもそういう財源があって、町長

がいろいろ施策を進めようとしたときには、その財源の裏づけの下で政策が進んでいきますよ

ね。 

 ですからこういう3,000万円以上ぐらいの高額な不納欠損を落としたときに、それがあった

ときに、じゃあ新しい事業ができるのではないかと。新しい政策、議員がそれぞれ提案した打

ち出した政策にその財源が充てられた可能性があるんですよね。そういうのも認識して取り組

んでほしいと思います。これはあくまでも提案です。 

 次の町有財産に移ります。 

 この一般質問を出してから、総務課長と担当職員の方には、旧下久志分校と旧警察署、それ

から旧徳寿園、立ち合わせていただきました。この町有財産のこの３か所の現状をどう受け止

めましたか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答いたします。 

 先日、木原議員と一緒に現地を視察いたしました。 

 まず、旧徳之島警察署についてでございます。３か所回りましたが、３か所とも本当に老朽

化が進んでいる状況でございました。旧徳之島警察署癩癩以前合同会館でありました癩癩につ

きましては、コンクリートの爆裂、また雨漏り等の影響により施設の老朽化が進んでいる現状
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でございました。 

 直近におきましても、爆裂によるコンクリートの落下があり、施設を安全に利用することは

非常に困難であると感じたところでございます。 

 また、旧徳寿園につきましても、施設内の老朽化が物すごく進んでおります。現在は町のイ

ベント用具等の保管場所として使用しておりますが、ここにつきましても、今後、検討が必要

なのかなと感じたところでございます。 

 旧下久志分校でございますが、旧下久志分校につきましては、学校のほうが２棟ございまし

た。施設の老朽化がここも非常に進んでおり、平屋の校舎につきましては、シロアリの被害も

確認されました。２階建ての校舎につきましては、下久志集落が地域の行事、フリーマーケッ

トだったり、牛慰みなどで現在も利活用してはおります。またグラウンドにつきましても集落

の皆さんが グラウンドゴルフを楽しんでおられるということでございました。 

 ３か所とも議員と一緒に視察した現状によりますと、もう老朽化が激しいなというところで

ございます。 

○１３番（木原良治君）   

 老朽化しているのは、もう築相当なっていますので、現状はそのように把握していると思い

ます。 

 その利活用は、下久志分校からいきますけれども、県道に即して海岸が目の前にありますよ

ね。リーフが数百メートル続いております。景観がもうすばらしいと思いますよね。そういう

歴史のある地区の方々にとっては、よりどころの、廃校したと言えども、よりどころになる場

所だと思います。これの利活用は、その地区民ともう少し話し合って、鉄筋コンクリートは相

当頑丈でしたけど、平屋のほうとか、そういうのをもう少し検討されたらいかがですか。地区

民の協力がなければできませんし、また地区民の参加も促すような利活用の方法というのは検

討されますか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 下久志分校の平屋の建物、シロアリが非常に被害が大きかったんですが、平屋につきまして

はもう今後解体が必要かと思っております。ですが、今、議員がおっしゃられたように、リー

フがあり、すごく景色のいい２階建ての校舎からも物すごく景色のいい場所でございました。 

 現在、集落の方々がそこを古いなりにも、いろいろなフリーマーケットであったり、皆さん

が、集落が活性化するようなことを考えながら、あそこの学校を旧下久志分校を活用していら

っしゃいます。ですので、今後は、集落の皆さんとどのような形であそこを利活用、もっと集

落が活性化するためにどのような利活用ができるのか等々も含め、また皆さんとお話をしてい

きたいと思っております。 
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○１３番（木原良治君）   

 徳之島警察署、今までいろんなサークルの方々が利用されていましたけど、相当外壁の落石

があったり雨漏れがあったりして、もうほとんど使えないような状態ですよね。それの利活用

はやはり下久志と同じく、周辺の地区民の方々の協力を得なければなりませんけど、この旧警

察署というのは、昔の代官跡なんですよね。埋立てする前の小高くなっていますよね、かつて

昔のとろ地なんですよね。そういう地区民の徳之島の治安を守ってきたそういう崇高の場所で

もあるので、もう少し、この徳之島警察署の跡を地区民の協力を得られるような解体まで進ん

で、その地区民が一堂に会して何かできるような場所に、提供を投げかけてはどうですか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 旧徳之島警察署は、本当に由緒ある場所でございます。由緒ある場所に、今古い建物が建っ

ているわけでございますが、ここも、今後解体に向けて実施していきたいと思っております。 

 その跡につきましては、今後、あそこは中区にございますので、中区の地区の皆さん方が集

える、また町内の皆さんが集えるような、そういった場所になるといいなと私は考えていると

ころではございます。ですが、そこに向けてまた今後検討を重ねてまいりたいと思います。 

○１３番（木原良治君）   

 最後の旧徳寿園、向こうは慈愛会、徳之島病院に隣接していますので、利活用に関しては慈

愛会、徳之島病院のほうに投げかけてどのような、どういう返事があるか分かりませんけど、

そういうのを検討されたらいかがですか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 徳寿園のほうも本当に老朽化が進んでおります。あそこも本当に景色はとてもいい場所でご

ざいます。隣接している慈愛会のほうとも、今後相談をしてみたいとは思っております。 

 以上です。 

○議長（行沢弘栄君）   

 しばらく休憩いたします。11時20分より再開いたします。 

休憩 午前１１時０４分 

再開 午前１１時２０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１３番（木原良治君）   

 最後の地域医療について伺います。 

 来る９月23日に新徳之島徳洲会病院の竣工式、式典が控えております。この新徳之島徳洲会
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病院の概要を伺います。診療科目とベッド数等を伺います。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 まず、答弁に入ります前に、10月１日にオープンいたします徳之島徳洲会病院様、そして

６月１日に新築移転しております徳之島診療所様、移転開設まことにおめでとうございます。 

 当民の生命と健康維持に日々御尽力されていただいていることに、この場をお借りいたしま

して感謝申し上げます。 

 なお、今回の一般質問につきましては、徳洲会病院様からいただいた回答の範囲内での答弁

となりますので、質問によってはお答えできないもの、そしてまた、数値等については、およ

そでの答弁となりますことを御了承ください。 

 概要といたしまして、新しい徳洲会病院は、徳洲会創設者で元理事長の故、徳田虎雄氏の出

身地、亀徳の高台に建設されております。徳田虎雄顕彰記念館の近くで、敷地面積約３万３平

方メートル、鉄筋コンクリート造り地上６階建て、延べ床面積約１万8,000平方メートルの施

設となっております。 

 診療科目につきましては、総合診療科、産婦人科、循環器内科、小児科、脳神経外科など28

の診療科があり、急性期から慢性期、療養、在宅医療まで一貫して行っていただいている総合

病院となっております。 

 ベッド数につきましては、現在のベッド数は199床、移転後は38床増床の237床を予定してお

ります。 

 以上です。 

○１３番（木原良治君）   

 ベッド数から尋ねていきます。現在の199床のベッド数から先ほど答弁ありました38床増え

て237床、この38床の増床の内訳を伺います。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 令和７年５月末現在の病床数は、徳之島病院で206床、宮上病院42床、徳洲会病院199床、徳

之島診療所19床、伊仙クリニック19床、合計で485床でございました。 

 10月１日の予定といたしましては、徳洲会病院さんが237床を予定しております。38床増床

です。徳之島診療所は現在ゼロ床、伊仙クリニックも徳之島徳洲会病院のほうに病床を移転し

ますので、ゼロ床、10月１日現在でも合計は485床の維持ができているところでございます。 

○１３番（木原良治君）   

 ということは、伊仙クリニックの病床と徳之島診療所の病床を足して38床が新徳之島徳洲会

病院の増床分で解釈していいですか。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 各医療機関の事情等々については、こちらのほうでは把握できておりませんが、内訳として
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は、そのような形で島内の病床数は同じ数で維持できていると考えております。 

○１３番（木原良治君）   

 診療科のほうに行きましたけど、従来ですとＩＣＵ、集中治療室がありますよね。今回、新

たな徳洲会病院のほうでは、高度な集中治療室（ＨＣＵ）ができますよね。これによってどの

ように変わると受け止めていますか。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 お答えいたします。 

 現在の病院では、集中管理室という形の位置づけでございます。10月の移転後には、まず重

症治療室（ＨＣＵ）を８床計画しているところでございます。 

 将来的には、このＨＣＵと集中治療室（ＩＣＵ）の機能を兼ね備えた治療室ＨＩＣＵ、こち

らを整備する計画があるとのことでございます。 

 こちらの整備に当たった経緯につきましては、徳之島病院から島外搬送される患者さんが年

間50から60件発生しており、島内完結型医療を目的としているところから、できるだけ島内で

の治療に当たりたいという考えがございました。 

 以上でございます。 

○１３番（木原良治君）   

 やはり、高度な集中治療室ができることによって、先ほどの課長の答弁のように島外搬送が

50から60件の従来のその件数が、島内完結型の医療体制に新たなる徳洲会病院が開設するとい

うと受け止めます。 

 それでは、それによって敷地面積が大体４倍ぐらいになりますよね、３万平米ぐらいですか

ら。それによって駐車の台数も500台近くなると思います。そして緊急搬送の亀徳地区の港ヶ

丘住宅、子供たちの通学路にもなります。そして阿田野平住宅、小郷住宅の侵入道路もありま

す。こういった侵入道路の開始で10月１日から新たな病院がスタートしますけど、この周辺の

道路整備に関して建設課長、道路整備にちょっと伺いです。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えいたします。 

 まず、亀徳タメシ線、徳洲会病院の北側の道路につきましては、徳洲会病院敷地隣接部分を、

病院のほうで４メートル道路から６メートル道路に拡幅していただきました。感謝申し上げま

す。６メートルに拡幅していただいたことで、駐車場への混雑は大分緩和されるものと思って

います。 

 周辺道路の整備計画としましては、メインとなります亀徳井之川線は、海王寺から松田解体

まで歩道付き幅員が9.5メートルで設計中です。海王寺付近につきましては、両サイド用地補

償する方向で、今交渉中であります。 
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 整備時期につきましては、土木事業費２億円の中で、継続中の亀津19号線、亀津中央線、新

里横３号線の整備等、ほかの事業と調整を取りながら少しずつでも整備したいと考えており、

令和８年度に海王寺、その両サイドの建物補償業務を予定しております。 

○１３番（木原良治君）   

 徳洲会病院の協力をいただいて４メーター道路が２メーター増えて６メーター道路に拡張す

るということは、これは浄水場の亀徳の上のほうからまっすぐ降りて、徳洲会に海のほうに向

かってまっすぐ降りて、突き当たった左側のほうの道路が徳洲会病院の協力を得て６メーター

に拡張されるということですよね。右側はどんなんですか、そこはまだですか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 

 右側のほうは農道となっておりまして、農道アナコシ線という路線名です。徳洲会病院の敷

地に隣接する部分につきましては、そちらのほうも４メートル道路から６メートル道路に拡幅

をしていただいております。 

○１３番（木原良治君）   

 あとは、我々亀徳の議員団で一応要望した内スーパーのほうから海王寺ですね、これが一番

のネックになると思いますので、10月１日のオープンから道路事情を勘案して整備を進めてい

ってください。 

 次の島内唯一の産科・小児科の現状を伺います。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 先ほどの答弁の一部で誤って徳之島病院と答弁してしまったところがございます。まず、お

詫び申し上げます。 

 まず、島内の産婦人科の現状といたしまして、産婦人科がある医療機関は、徳洲会病院１か

所でございます。今日まで島内で安心して出産できる環境維持に御尽力いただいていることに

感謝しているところでございます。 

 島内における分娩の状況につきましては、令和６年度徳之島町が54人、天城町が30人、伊仙

町が28人、合計で112名の新しい命が誕生しております。 

 続きまして、小児科の現状につきましては、現在、令和２年５月頃から徳洲会病院に小児科

医師が１名常勤しております。診療の状況といたしましては、月延べ約20人の外来のお子さん

がいらしている状況です。 

 以上です。 

○１３番（木原良治君）   

 産科に関しては、一応徳之島３町のほうで産科の維持ということで支援をいただいて、徳之

島島内への唯一の産科のほうで分娩がなされていると、こういう支援体制は十分になされてい
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ると思います。また、なされているという声も聞いております。 

 一番懸念されるのは、小児科ですね、小児科に対して徳洲会病院のほうで、新たな要望書を

３町のほうに提出したいということでしたけど、病院の開設に向けて、そして引っ越し等のス

ケジュールと、また町長の日程等がなかなか合わずに、一応要望書だけは町長のほうに届いて

いると思いますけど、ちょっと概略を示してください。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 「徳之島における小児科医療の現状と行政支援のお願い」という形で徳之島徳洲会病院様よ

り受け取っております。 

 こちらの中で、徳之島の小児科医療体制について、現在の島内の小児科診療は常勤医１名と

非常勤医８名の交代勤務により、何とか診療体制を維持できている状況である。常勤医が高齢

であることから、将来的な継続勤務に不安がある。そしてまた、非常勤医による診療体制は継

続した安定性に欠け、急病や夜間対応に困難を来す可能性がある。 

 そして３つ目が、島外への搬送が必要なケースも小さいお子さんですので多く、医療体制の

稀弱さが地域住民の大きな不安要因となっている。このことから行政支援のお願いの要望書を

いただいておるところです。 

○１３番（木原良治君）   

 一応、10月１日にオープンします。そして落ち着いた頃、徳之島３町のそれぞれの行政のト

ップに町長のほうに議会を代表して、行沢議長が立ち会うと思いますけど、そういう小児科に

対して徳洲会病院と行政と、その医師の大学との連携の在り方の要望があろうかと思いますけ

ど、それについて、あることを想定して町長どうお考えですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 今現在、御存じのように精神科については、大学との連携で寄附講座で、今、精神科医のド

クターを確保しているところです。もし仮に小児科の医師が徳洲会自体ではなかなか探し切れ

ないということになれば、大学とのまた寄附講座等も踏まえて、医師確保については努力して

いきたいというふうに思います。 

○１３番（木原良治君）   

 一応落ち着いたころに、議会を代表して行沢議長のほうで、また３町のそれぞれの議長を通

して、トップのほうに病院のほうから要望が手渡されるものだと思います。 

 徳之島徳洲会病院は、徳洲会グループの原点と言われていますので、しっかりと支えていた

だくよう我々議会のほうとしても協力していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 これで、一般質問終わります。 

○議長（行沢弘栄君）   

 次に、是枝孝太郎議員の一般質問を許可します。 
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○１１番（是枝孝太郎君）   

 こんにちは。 

 もうこんにちはとしか言いようがないですので、もう11時40分ですから。 

 2025年以降の世界情勢と日本経済は多くの不確実性を抱きつつも、緩やかながら成長する見

通しです。地政学的な緊張、各国の保護主義的な通商政策、そして主要国における金融政策の

動向が、今後の経済動向に左右する主要な要因となっていきます。 

 そして、補正予算におきましては、地域福祉の発展と、そして人命を救っていただきまして

町長、誠にありがとうございます。心から感謝申し上げます。 

 このことを踏まえ、令和７年度第３回定例会におきまして、11番議員の是枝が通告の３項目

について質問します。執行部並びに主管課長の明快で的確なる答弁を求めます。 

 １項目目、マイナンバーカードの方向性について。 

 今後のマイナンバーカードの主要な動向について伺います。 

○総務課長（村上和代君）   

 是枝議員の御質問にお答えいたします。 

 現在、運転免許証、健康保険の連携、アップル社のスマホアイフォンにおいて、マイナン

バーカードの機能が利用できるようになりました。 

 今後につきましては、現時点では国からの正式な通知等がない状況であるため、町といたし

ましてはマイナンバーカードを利用した電子申請システムの導入を行い、利用促進に努めると

ともに国の動向に注視してまいりたいと考えております。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 昨日も宮之原議員が「書かない窓口」この書かない窓口イコールマイナンバーカードとの連

携、そしてイコールＤＸのデジタルトランスフォーメーションの構築につながっていきます。

重複しないように質問していきたいと思いますので、健康保険証との一体化は、今の状況では

どうなっているか伺いたいと思います。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 是枝議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、国民健康保険及び後期高齢者医療保険につきましては、被保険者証が今年７月末に有

効期限を迎え、マイナ保険証または資格確認書へ完全移行となっているところでございます。 

 まず、国民健康保険のマイナ保険証取得状況につきましては、今年６月末現在で、加入者数

が2,849名、うち保険証登録数が1,445人、登録率が50.7％となっております。 

 後期高齢者医療保険では、今年５月末現在で加入者数が1,569人、保険証登録者数が724人、

登録率が46.1％となっております。 

○１１番（是枝孝太郎君）   
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 基本的に、マイナンバーは変わるわけではありませんので、国が一人一人にナンバーを位置

づけて、それでいろいろな情報を日本全国共有していくという形の方向性を取っているわけで

すから、多角的な情報共有という形になっていきますけれども、今後、マイナ保険の加入率を

上げるためにはどういうふうな考えをお持ちでしょうか、伺いたいと思います。 

○健康増進課長（吉田 忍君）   

 お答えいたします。 

 これまで同様の周知徹底には努めてまいりますが、国民健康保険につきましては、既に保険

者証が廃止となっていることから、今後の利便性等々を見ましても、マイナ保険証の取得率と

いうものは増加傾向になると思います。 

 また、後期高齢者につきましては、75歳以上とされていることから、御高齢の方ですのでマ

イナ保険証の有無にかかわらず資格確認書も全員に交付している状況でございます。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 マイナ保険、そしてマイナ免許証、マイナ免許証は公安委員会と総務省が連携を結んでやっ

ていかなければいけないと思いますので、または外国に転出する場合もマイナンバーカードの

必要性が出てきます、持続的に。そして預金口座のひもづけも今後なされると思いますけれど

も、ひもづけの件は分かる範囲でいいですので、そこは分からないですかね。金融機関とのひ

もづけは個人情報に当たりますので、今後、マイナンバーカードの将来的な変更はあるのでし

ょうか、総務課長、伺います。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 先ほど申しましたとおり、国からの正式な通達はまだございませんが、今、いろいろな情報

があるかと思います。デジタル庁のホームページにおきましては、2026年にマイナンバーカー

ドのデザインが変更になるという記事がございますが、デジタル庁の正式な通知ではなく、あ

くまでも現在出ている情報につきましては、プロジェクトチームの（案）ということでござい

ます。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 マイナンバーカードを持っていれば、顔認証マイナンバーカードが2024年から12月より移行

されていますけども、携帯電話の契約等もマイナンバーカードでできるようになっております

ので、直接、免許証とか提示する必要もありませんので。 

 マイナンバーカードを持続的に活用するためには、一番大切なのが、昨日、宮之原議員も質

問して答弁ももらっていますけども、国の補助金というのはあるはずです。マイナンバーカー

ドを拡大的に情報共有を、これは日本全国共通の情報共有をすればどこでも、どの場所でもマ
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イナンバーカードさえあればいろいろな証明書、そして確認書が共有されるわけですので、国

の補助金というのはどういうふうになっているかを伺いたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 国の補助金につきましては、マイナンバーカード等については、恐らくではありますが、国

がある程度支援をしていただけるものだと私は思っておりますし、もし仮に単独ないし補助率

等に問題があれば、しっかりと国のほうには支援策を訴えていきたいというふうに思います。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 ２年前ですか、ＤＸに関して町長とのやり取りをさせてもらいましたけど一般質問で、この

マイナンバーカード、イコールＤＸ、ＤＸというのは情報共有をするための一つのプログラム、

そしてサーバーを利用した情報共有をするための推進事業であります。 

 宮之原議員が昨日も言っていましたが、デジタル田園都市国家構想交付金とか、デジタル基

盤改革支援補助金、地域デジタル基盤活用推進事業、そして都道府県独自で助成金も設立され

ているようですけども、今後、補助金を頂いてＤＸを活用するための手段を考えているのか、

町長、どういうふうな考えでしょうか、伺いたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 ＤＸにつきましては、以前はＲＰＡ等が耳にしたことあると思うんですが、一つ一つのシス

テムがお金が少しかかり過ぎてしまっているということと、決して低廉な価格ではないという

ことです。中途半端な自治体のおいては非常に高くついているかなというふうなイメージであ

ります。よって、今後のＤＸの在り方なんですが、自然的に必然的に進むものだというふうに

思っております。 

 仮に、ペーパーレス等が進んだらデメリットとして停電ないし災害があったときには、手続

はできないという、そしてまたトラブルがあった場合どのデータを持ってきて証明書ができて

いるかという、職員のスキルも自動化によって少し落ちることがないようにしなければいけな

いなというふうに考えております。 

 ＤＸの推進につきましては、国のデジタル庁、総務省等が進めている上で、おのずと進んで

いくというふうに考えております。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 また同じことが、昨日、宮之原議員も言いましたが、鹿児島市の書かない窓口、これは総務

委員会で僕なんかも研修しましたので、鹿児島県はＤＸ補助金を頂いて、国から１億円頂いて、

頂くのはいいんですけど、一つ一つの情報を手入力なんですよ、永遠に。手入力して、それが

今書かない窓口の情報共有になっていると。サーバーはどこにあるとは言いませんでした。多

分、岡山辺りにあるでしょう。国は岡山にありますので、あの辺にあるはずですから。 

 １億円頂いて、書かない窓口を今、鹿児島市は活用しているわけですので、それには市民窓



― 96 ― 

口にＤＸ担当が必ずいるということです。あそこは、窓口は20メートルぐらいで窓口がずらっ

と並んでいるんです。そこには１台１台書かなくていいようにやり取りで証明書を即座に出す、

窓口ごとに。待たなくてもいいということで、それは、そういうふうな段階をするためにはＤ

Ｘの活用は、さらなる拡大を徳之島町としてもしていただきたいと。デジタルに特化した専門

チームを作りながら、徳之島町としても行っていただきたいなと思いますけど、再度、町長の

考えを伺います。 

○町長（高岡秀規君）   

 その書かない窓口についてなんですが、今は手入力という話がございましたが、恐らくマイ

ナンバーカード等が普及すれば、本当の意味での書かない窓口、そして職員の負担も軽減され

るだろうというふうに思いますが、ただ、今後のセキュリティについて、多要素の認証が導入

されるというふうに聞いています。生体認証ですね。 

 それとまた、今、総務課長が話しました2026年に、次期マイナンバーカードが模様替えをす

るようであります。それでこのセキュリティをしっかりと踏まえた上で、住民の信頼を得てマ

イナンバーカードを普及すると。 

 その上で書かない窓口であるとかＤＸが相当な普及、便利さを感じていただけるのではない

かなというふうに思いますし、あとは価格面、コスト面がしっかりと言い値ではなくて、国が

しっかりと支援をして、低廉な価格で提供されることを願うばかりであります。 

○総務課長（村上和代君）   

 すみません、ちょっと追加で答弁させていただきます。 

 行政手続のそのオンライン化につきましては、今お話ししていたようにマイナンバーカード

を用いたオンライン手続を可能にしなければなりません。そのために今後、マイナンバーカー

ドを取得するメリットを、住民が最大限に受けることができるようオンライン化の実施を今後

も進めてまいりたいと思います。 

 昨日、宮之原議員からございました書かない窓口も、もちろんそうでありますが、今回９月

の補正で予算を計上しております電子契約システム、これにつきましてもインターネットの利

用でペーパーレス化や郵送費の削減、職員の業務効率化を図れるものだと思っております。 

 また、電子システムも行政手続のオンライン化ということで、町のホームページから各種申

請を来庁することなく24時間行うことができる、行政サービスの利便性の向上であったり、

ペーパーレス化につながることだと考えております。これにつきましても今回予算を計上して

いるところでございますので、皆様の御理解をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 マイナンバーカードは５年更新になっていますので、国からの更新のはがきが来ます。今は
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携帯で転出もできますので、できるんですよ。携帯でも転出・転入できますので、今後とも我

が徳之島町も進歩あるデジタルＤＸをお願いしたいと思います。 

○議長（行沢弘栄君）   

 しばらく休憩します。13時30分より再開いたします。 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時３０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 是枝議員。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それでは、福祉政策について伺います。 

 へき地保育所の給食の提供について、どのような見解か伺います。 

 一応参考に私立保育園においての給食実施はあるのか、ないのか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 是枝議員の御質問にお答えいたします。 

 私立保育園においての給食実施ですが、町内の私立保育園では、亀津保育園、亀徳保育園、

徳之島グローバルＫＩＤＳにおきまして、自園において給食を行っております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それでは、私立保育所についての給食費について、補助があるのか伺います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 鹿児島県保育所等給食支援事業を活用した補助を行っております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それでは、町立保育所で給食施設の完備されているところはあるのか、伺います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 町立保育所では、母間保育所が給食を行っております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それでは、町立保育所の母間保育所の給食費はあるのか。あったらどういうふうなことで行

っているのか伺います。 
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○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 給食費としては徴収しておりませんが、副食費として、３歳から５歳児まで１人当たり毎月

500円をお支払いいただいております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それでは、１歳、２歳はどういうふうになっているのか伺います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 ゼロ歳から２歳児までは無償となっております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それでは伺います。 

 へき地保育所は何か所あり、どこの地域か伺います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 へき地保育所におきましては、尾母へき地保育所、井之川へき地保育所の２か所であります。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それぞれの保育所は、人数は何人おられますか、伺います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 現在のところ、尾母へき地保育所の園児数が10名、井之川へき地保育所の園児数が９名とな

っております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 へき地保育所で給食施設の管理されているところはあるのか、伺います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 へき地保育所では、給食は行っておりません。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 では、保護者の方が弁当を作って持たせているということでしょうか、伺います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 現在のところは、へき地保育所におきましては保護者の方にお弁当をお願いしているところ

でございます。 
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 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 町立の保育所で給食補助はあるのか、へき地保育所も含めて答弁を求めます。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 町立の保育所では、給食の補助は行っておりません。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それでは、ゼロ歳から２歳を無償ということで、へき地保育所もしくは母間保育所でのゼロ

歳から２歳に関しては無償ということになっていますけど、副食で。へき地保育所におけるゼ

ロ歳から２歳の園児がおられた場合は、弁当の代わりに無償の何か補助は提供できるのか、伺

います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 現在のところは、お弁当を持参していただいておりまして、おやつ等を提供しているところ

ではございます。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 全てにおいての給食費の補助はできるのか。母間保育所はゼロ歳から２歳は無償ということ

ですので、もし、へき地保育所にゼロ歳、２歳が利用されているのか分からないですけど、も

しゼロ歳から２歳が利用された場合は、どういう状態で補助をするのか。弁当を提供、保護者

が弁当を作って持たせているわけですので、その点、母間保育所はゼロ歳から２歳は無償とい

うことで、ある程度片手落ちだと思いますので、そういうところを考えて、どういうふうなこ

とを今後やっていくのか、伺います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 へき地保育所の給食については、民間への委託等も検討しましたが、給食を提供するために

厨房の改修が必要であること。その費用が膨大であること。給食の運搬・配送、また衛生面で

の施設改修などの課題が多いと思われます。しかしながら、今後も保護者負担軽減のためにも、

へき地保育所の給食等の提供については検討を重ねていきたいと考えております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 負担軽減のためによろしくお願いします。 
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 そして、今後へき地保育所の給食において、今後どういうふうな対応をしていくのか、伺い

たいと思います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 現在のところは、給食実施等の具体的なスケジュール、補助のスケジュール等は決まってお

りませんので、今後協議等を重ねていきたいと考えております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 よろしくお願いします。 

 へき地保育所は、保護者が弁当を園児に対して、調理し持たせているわけですので、その点、

軽減する補助を確実に行っていただきたいと思います。もう１回、課長の答弁を求めます。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 ありがとうございます。 

 今、お弁当を持参している保護者の負担軽減ですね、こちらも検討して補助ができないか等

を考えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 ありがとうございます。 

 今後とも保護者のためにもよろしくお願いします。 

 次、３項目めについて伺います。 

 Ｉターン、Ｕターンの対策はどのように考えているか伺います。 

○企画課長（中島友記君）   

 是枝議員の御質問についてお答えいたします。 

 現在、本町で行っているＩターン・Ｕターン者への支援対策につきましては、鹿児島県移住

支援金制度を活用いたしまして、東京23区内に在住、または東京圏から東京23区内への通勤を

されていた方を対象として、徳之島町に移住就業・起業の支援事業を実施しているところであ

ります。実績といたしましては、令和５年度１件、令和６年度２件の支給がありました。 

 また、今回９月の補正予算にも計上させていただいておりますが、ふるさと納税を活用した

事業として、徳之島Ｕターン支援事業を計画しております。内容といたしましては、主に引っ

越しの際に係る費用や、家の改修と旅費の助成となっておりまして、また世帯でのＵターン者

につきましては、Ｕターン祝金の支給を予定しております。今回が初めての取組となりますの

で、Ｕターン者を主に考えておりますが、今後この事業を進めていく中で、頂いた意見を踏ま

えて、移住者への施策もしっかりと協議していきたいと考えております。 
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 あともう１点ですね。今回同様に９月の補正予算に計上しております移住コーディネーター

というものを、また移住コーディネーターの業務委託料も270万計上しておりまして、新たな

分野でのまた移住者を募る事業計画を考えているところでございます。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 Ｉターン、Ｕターンに対しての支援活動は、支援政策は多種多様にわたってありますので、

住居支援とか定住促進住宅に関しての支援や起業、就業・起業支援とか、例えば農業次世代人

材投資事業とか、そういった年間150万のそういう事業とか、起業支援、Ｕターンで新たに起

業する人の支援とか移住支援制度金、さっき課長が言いました東京圏内からの移住ですね。そ

れとか子育て教育支援、出産金等、それとか高校生バス通学補助金とか、離島版コワーキング

スペース整備とか、いろいろ存在するわけですけれども、そのＩターン、Ｕターンが何でいま

いち波に乗り切れない、いまいち前に進まないという課題は、分かる範囲でいいですので答弁

を求めます。 

○企画課長（中島友記君）   

 Ｉターン、Ｕターンの施策がなかなか進んでいないというところが、まさに今、課題だと考

えておりまして、今年の２月、徳之島３町で合同移住相談会をふるさと回帰支援センター、東

京のほうで参加しております。３町の担当職員による移住相談というところで、３町合同で初

めて行ったところでございます。 

 そのやっぱり移住、あとＩターン、Ｕターンでその対策支援をするメニューというものが、

なかなか今まで構築できていなかったというところを踏まえて、この９月補正で、まずは徳之

島に帰ってきてくれというこのＵターンの支援事業を立ち上げて実施してまいります。また、

今後は積極的なＵターン施策、Ｉターン施策をちょっと努力して進めてまいりたいと思います。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 課長もおっしゃいましたけど、簡単に言えば、住民の方に分かりやすく言えば、雇用の機会

の少なさ、地理的時間的制約、離島ですから。人口減少と高齢化があまりにも進んでいると、

そういうことになります。 

 もう１点だけ聞きたいと思います。わっきゃぬシマさばくりについて、どういうふうなこと

なのか伺いたいと思います。 

○企画課長（中島友記君）   

 このわっきゃぬシマのさばくり事業は、令和５年度から実施している、ふるさと納税を活用

している事業として進めている事業であります。この事業は、事業者の起業支援、そして事業

拡大の支援を実施しているところであります。 

 実績で言いますと、令和５年度は９件、令和６年度は13件、令和７年度、今、実施中の事業
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といたしましては12件、この事業を活用して、事業者の起業であったり事業拡大に広く使われ

ている事業であります。この事業を活用されている方の中にも、移住されて起業されている方

とかも含まれております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 課長が、今、おっしゃったみたいに、事業を新たな産業創出や雇用の確保、人材育成を目的

として、民間事業者からの独創的なアイデアに基づく提案事業に対して資金補助を実施してい

ます。 

 これは地域の中小企業や起業家が新しい事業を立ち上げ、雇用を生み出すことを間接的に支

援するという内容になっていますけれども、それに直結するのが、もう次、ストレートに行き

ます。徳之島町におけるＩターン、Ｕターンに伴い、Ｕターンでもいいですので、公共交通と

して総合陸運交通のバス会社がありますが、徳之島町として積極的な支援はあるのか伺います。 

○企画課長（中島友記君）   

 総合陸運につきましては、徳之島３町を走る路線バス、そして徳之島北部で活用しておりま

すデマンドバスの事業が対象となるかと思います。 

 この総合バスの公共交通を守るための策といたしましては、地方公共交通特別対策事業補助

金として、総合陸運の路線バスの運行に係る費用についての補助を実施しております。 

 また、デマンドバスについては、地域公共交通活性化再生協議会のほうからの支出により、

デマンドバスの運営を実施していただいております。 

 また、路線バスを活用して通学をする徳之島高校生の通学者に対しては、通学者支援補助金

を実施しております。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 我が徳之島全島に対して唯一の公共交通機関ですので、一番今、悩ましいのが人材不足です。

課長に伺います。運転手年齢表をお持ちだと思いますけれども、各年齢層と人数、運転歴を答

えていただけませんでしょうか。 

○企画課長（中島友記君）   

 総合陸運さんからの情報の提供であります。今、運転手さんが40代が２名、50代が２名、60

代が４名、70代が２名、計10名という状況であります。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 それでは、平均年齢は何歳でしょうか。 

○企画課長（中島友記君）   
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 平均年齢ですと、59.7歳になります。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 最高年齢は、何歳でしょうか。 

○企画課長（中島友記君）   

 最高年齢は、72歳となっております。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 一番若い最少年齢は。 

○企画課長（中島友記君）   

 最年少者は、45歳です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 皆さん、唯一の公共交通機関を存続するためには、ある程度の雇用創出、雇用を受け入れる

体制づくりが必要だと思います。 

 平均年齢が59.7歳、最高の年齢が72歳、最少で45歳です。将来的に存続するためには、ある

程度の雇用創出をＩターン、または課長が言いましたＵターンを中心に支援するという政策で

やらないと、この公共交通機関がもう永遠に途絶えてしまう可能性がありますので、今後、雇

用創出のために、自動車学校もしかり、教官の人数確保、それと総合陸運の会社の運転手の雇

用の確保、それをするためには総合陸運、そして徳之島自動車学校と伴って、ある程度の東京

各都市部での雇用の啓発活動、Ｉターン、Ｕターンを支援していくような、そういった場所で

企業と伴って活動をするのか、今後する可能性があるのか、教えていただきたいと思います。 

○企画課長（中島友記君）   

 令和７年度は、徳之島チャレンジ人材育成事業というものを実施しております。これは奄振

を活用した事業となりますが、この事業は新規事業の創出や事業のブラッシュアップを支援す

る、若者を支援する事業として実施する予定でおります。 

 この事業の中のメニューのところに、若年層のチャレンジのきっかけとなるコミュニティー

の構築・運営というものを考えております。 

 ここで、このコミュニティーの構築という部分で、例えばＵターン者、若者がＵターンした

いけども、徳之島にはどんな仕事があるか、どんな生活なのか、収入が幾らあれば幸せに過ご

せるかとか、そういったものを意見交換できるコミュニティーの場をつくって、Ｕターンまた

Ｉターンの施策とできないかということで、今、課内で協議しておりまして、この事業につき

ましては、継続で次年度、再来年も実施する予定ですので、これがＵターン、Ｉターン施策の

窓口となる情報発信になるような仕組みづくりをつくれたら、一番効果が出るのかなと考えて

いるところです。 
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 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 具体的に議員の方のタブレットにも、今、情報提供で、年齢と平均年齢、最高年齢、最少年

齢を提示していただいておりますけど、要は来ていただくためには、Ｉターン、Ｕターン、運

転手を総合陸運に情報提供して総合陸運で勤めていただく、または自動車学校で勤めていただ

くためには、ある程度の資金援助が必要だと思います。伊仙、天城は置いておいて、徳之島町

として今後そういった対策をしていけるのか、伺いたいと思います。 

○企画課長（中島友記君）   

 お答えいたします。 

 議員の言われた今のお話でございますが、現在のところ事業者に対しての支援というところ

で申し上げれば、総合陸運の公共交通路線バスに対する補助、それと公共交通と同等とみなさ

れるという、徳之島はやっぱり自動車がないと、移動の手段であったり、農業に支障が出ます

ので、それでやはり自動車学校の運営補助金というものが今、実施しております。 

 今後、事業者や、事業者を支援するようなメニューと言えば、わっきゃシマのさばくり事業

が今、活用されている事業ではありますが、今後、これは財政を伴うことなので、また今後い

ろいろな協議を進めながら、島のまずはＵターン、Ｉターンにつながるその支援等についても

検討したいと思います。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 ありがとうございます。 

 １人でもいいし、２人でもいい。若い層の運転手のある程度の徳之島町としての補助金は、

ある程度検討されると言っていただきましたので、よろしくお願いします。 

 それで、徳之島地域バス路線対策協議会、三カ町で協議するわけですけれども、そこのテー

ブルでも、この雇用創出のための話合いは持たれて、３町もある程度の、伊仙、天城も含めて

ですけれども、そういった助成制度を話し合うことができるのか伺います。 

 これは負担金は別として、そういった雇用創出のために、そういうことは議題として上げれ

るのか伺います。 

○企画課長（中島友記君）   

 お答えいたします。 

 徳之島地域公共交通活性化協議会において、いろんな３町での路線バスであったり、この公

共交通の在り方について協議を行っているところでございます。 

 今、今年度ですね、この昨年度、公共交通計画を策定いたしまして、今年、３町同時に公共

ライドシェアを活用した実証事業を実施します。徳之島町においては、北部を中心とした今後

デマンドバスに代わるそういった事業が活用できるのかというようなことも検討をして、実証
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事業をもって今後どうするかということを考えていくんですが、これはもちろん総合陸運にも

協議してあることで、やっぱり運転手不足とか、それに対応する新たな仕組みとして公共ライ

ドシェアの検討を進めてまいります。 

 また、その事業の進捗等については、また議会に報告させていただきます。 

 それと併せて、国土交通省が交通空白地に対する支援事業というものを幅広く実施しており

ます。常に情報の収集をして、そういった事業者への支援というメニューができないかという

ことも検討してまいります。 

 以上です。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 基本的に定期路線バスで人材を取られた場合、観光バスが抑制されて断る場面があるらしい

です。要は兼務をせざるを得ない状態に追い込まれていますので、我が町としては真剣に１人

でもいい、２人でもいい。雇用創出のためにバス運転手のある程度の助成金は、もう伊仙町、

天城町はもう置いておいて、そういう考えがあるということをもう一度確認したいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 給与面でのその支援となると、正直申し上げまして慎重に進めないといけないと。なぜなら

ば、今いる運転手もいるわけですね。じゃあ、移住者だけに給与を高くするというわけにはい

かないと思うんですよ。それはほかの自治体でも、ＵＩＯターンで特例の措置を設けた自治体

がありました。全国的に。 

 しかしながら、問題になるのが、今いる人たちはどうなるのというクレームが多岐にわたっ

て来ているということで、そういった事例も踏まえながら、どうするかということを決めない

といけないかなというふうに思っておりまして、当然人材不足というのは、トラックの運転手、

バスの運転手等に限らず、あらゆる面での人材不足にどうやって町として取り組むかというこ

とが非常に重要なので、今後はどうしたら来てくれるかということの需要を具体的に把握する

ことが大事だろうというふうに思っておりまして、今、進めようとしているのが、Ｕターンで

あれば、同窓会ネットワークだったり、関東奄美会でありますとか、郷土会との連携を強化し

て大都市圏での交流会、オンラインのコミュニティーを整備をしながら、地元企業と自治体の

採用情報を集約した形で発信するということが必要になるだろうというふうに思います。 

 御存じのように、一度県外から出て戻ってくる確率は、沖縄県が70.9％として特化したＵ

ターン率があるわけですね。しかしながら鹿児島県はというと、40％台にとどまっているとい

うことから、全国平均だったと思いますが、その原因が何であるのかということも総合的な判

断で、Ｕターン、Ｉターンの支援策というのを考えなければいけないというふうに考えており

ますので、今後も、今まで待ちじゃなくて、今、話をしているのが、攻めていかないと結果的

には実務的に具体化できないだろうということから、攻めていく施策は取っていきたいという
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ふうに思います。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 攻めていく政策を雇用創出のためにしっかり公共交通機関に人材育成をしていただいて、提

供していただくことをお願いしたいと思います。町長の意見を聞きます。 

○町長（高岡秀規君）   

 仮に人材不足であれば、実は大型免許特殊二種免許を取るのに島では取れない場合がありま

すね。そこに例えば鹿児島に出ないといけない、免許を取りに行かないといけないところに支

援策を設けるとか、誰が受けてもそこに支援策をして、そこでバスの雇用に埋め合わせすると

か、そういった施策の取り方もありますので、今後は一番効果のある施策を攻めていきたいな

というふうに思います。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 いい発想を頂きましたので、今後ともそういったその政策をがっちり受け止めましたので、

公共交通機関の総合陸運も受け止めていると思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

 それでは、11番、是枝の一般質問を終わります。 

○議長（行沢弘栄君）   

 次に、竹山成浩議員の一般質問を許可します。 

○５番（竹山成浩君）   

 皆さん、お疲れさまです。 

 令和７年第３回定例会において、５番、竹山成浩が通告してありました４項目について質問

します。町長はじめ各担当課長の明快で前向きな答弁をよろしくお願いいたします。 

 昨年に引き続き質問いたしますが、先ほど政田議員も離島甲子園について質問していますの

で、重複する部分は割愛させていただきます。 

 まず、野球に絡みまして、政田議員の話にもありましたが、社会人野球チーム「わらわら」

が、鹿児島県代表として熊本県での全国大会出場をかけた代表決定戦を勝ち抜き、九州代表と

して、群馬県で今週13日から開催される第69回高松宮賜杯全日本軟式野球大会に出場されると

のことです。 

 このチームは、地域の活性化と交流を目的とし、様々な業種の方々が参加していると伺いま

した。こうした社会人の先輩方の活躍も、スポーツにいそしむ島の子供たちに希望と感動を与

えたんじゃないかと思います。 

 そして、沖縄の沖縄尚学高校が初優勝した夏の全国高等学校野球選手権大会、日本全国の高

校野球ファンのみならず、すばらしい感動をもらいました。今後、沖縄との交流促進を進めて

いく上でも、徳之島の高校生や中学生と、野球やスポーツを通した交流も拡充していけたらと

考えるところでございます。 
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 連日の猛暑の中で、中高生が躍動する２つの甲子園大会に多くの感動をもらいました。あり

がとうございました。 

 それでは、通告の１項目の質問です。 

 今年度開催の中学生による離島甲子園は、徳之島選抜チームが決勝戦でゼロ対１と惜敗しま

したが、見事準優勝に輝きました。大会出場に際しましては、全国各地からクラウドファンデ

ィングのふるさと納税で、当初の予算を上回る温かい多くの応援を頂いたようです。本当にあ

りがとうございました。 

 そこで、本大会を通して様々な見地から、どのような成果があったのか、伺いたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○企画課長（中島友記君）   

 竹山議員の質問にお答えいたします。 

 今、議員が言われたとおり、本町では子供たちを継続的に離島甲子園に出場させてあげたい

という考えから、昨年よりクラウドファンディング型ふるさと納税を実施して、全国の皆様か

ら応援を頂いております。 

 クラウドファンディング型ふるさとの納税とは、本町のふるさと納税の７つの使い道から、

具体的な課題解決を目的として寄附を募る取組であります。令和６年度に実施したクラウドフ

ァンディングにおいては、２つのふるさと納税サイトを活用して、全国から寄附件数353件、

寄附額517万9,500円の温かい寄附を頂きました。この応援いただいた寄附金を、今年度予算計

上している離島甲子園出場への200万円の負担金にふるさと納税活用事業として基金から充当

しております。 

 それと、あと今回の大会に出場してのその成果ということでありますが、やはり徳之島３町

の子供たちがワンチームとして活動することで、その島での活躍をお互いに話し合う機会であ

ったり、また離島甲子園でのこの成績を踏まえて、また今、硬式野球も同じチームで継続して、

高校までの間も一緒に活動するといった新しい取組も昨年度から実施しております。 

 こういった活動を続けることによって、本当に島から甲子園というところまでつなげるよう

な成果を目標としたいと思っております。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 今、課長が言われたように、353件、517万円のその金額が、寄附金が集まったということで

ありますが、当初200万円の予算を組んであったと思います。予想を上回る２倍以上もの御寄

附が集まったとお聞きしました。本当に全国各地から徳之島選抜チームのために温かい御支援

を頂いたことに心から感謝を申し上げたいと思います。 

 そこで、少しふるさと納税に関することですが、先日2024年度のふるさと納税の現況調査結
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果が新聞紙上で掲載されていました。それを拝見させていただきましたけど、我が徳之島町は、

寄附額、件数ともに群島トップで、寄附件数が４万4,265件、寄附額が４億5,505万4,000円と

ともに前年度を上回っております。全国からの温かい御支援、心から感謝を申し上げたいと思

います。おかげさまで様々な事業に活用されて、町民の皆様の元気につながっています。あり

がたいと本当に思います。 

 また、返礼品として、本町のすばらしい特産品を送ってくださる農家の皆様や事業所、様々

な商品を取り扱っておられる方々に対しても心よりお礼を申し上げるとともに、今、課長が主

管課のトップでありますが、企画課がふるさと納税の担当職員のきめ細かなそのＰＲ活動が、

実を結んでいるあかしだと思っております。 

 そしてまた、高岡町長自身も、独自のはっぴにそのふるさと納税のＱＲコードをプリントし

て、自らトップセールスをしていると。そうした行っている姿にも成果が現れていると認識し

ているところでございます。 

 そこで、先ほど課長もありましたけど、そのクラウドファンディングのふるさと納税を活用

したイベントなどの予定企画はないか、少し伺いたいと思います。 

○企画課長（中島友記君）   

 本町で実施しているクラウドファンディングを活用した事業といたしましては、徳之島高校

を支援する取組、商品開発であったり、ＪＡＬとの提携による商品開発とか、そういった事業

にまず実施しているものが一つと。あと企業版とかのふるさと納税は、井之川のコワーキング

スペースとかで活用されております。 

 クラウドファンディングの今後の活用ということですが、ふるさと納税の推進室とよく協議

して、この活用事業というものが、もう年間、毎年事業の報告書をホームページで報告させて

いただいておりますが、それがやっぱり寄附者へのその活用の在り方であったり、その徳之島

皆さんのふるさと納税での寄附額が、島の子供たちや島の事業に活用されているというその報

告のきめ細やかな結果が、このふるさと納税の寄附額の実績として数字が上がっていると思い

ます。 

 もう、うちの本当に職員のきめ細かな頑張りによって、これが継続されているということで、

あとまたこの活用した事業で、本当に徳之島が元気になっているということにつながっている

と思います。 

 クラウドファンディングのふるさと納税というものは、その目的と、あと進め方ですね。今

後は、地域の活性化につながるようなことに実施していくとかということも検討は進めたいと

思います。 

 また、亀津中学校吹奏楽部であったり、今回の社会人のわらわらチームとかは、チーム独自

でもやっぱりクラウドファンディングを実施して、その大会への参加費等の一部の補助に充て
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たりしておりますので、やはりまた民間にもそういったクラウドファンディングの進め方とか、

そういったものを支援するようなサポートもできたらいいのかなと思っているところです。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 少しその通告から外れて、私が、その離島甲子園についての質問は、昨日、政田議員のほう

からもういろいろ聞かれましたので、ちょっとふるさと納税のクラウドファンディングに対し

ての質問をさせていただいて、ちょっと外れたところに行ったかも分かりませんけど、答弁あ

りがとうございます。 

 それでは、この離島甲子園の子供たちの活躍の姿を見て、教育委員会のほうから福教育長に

少し見解をお聞きしたいと思いますけど、子供たちの力はもちろん、島外・島内から多くの皆

様のこのようなその応援があって、第16回離島甲子園に徳之島選抜チームが出場、そしてまた

活躍ができたわけですけど、野球やスポーツを通した子供たちの姿を見て、教育長の思いとか、

今後の成長に対する、成長に期待するところを少しあれば伺いたいと思います。 

○教育長（福 宏人君）   

 ありがとうございます。 

 竹山議員の質問にお答えをいたします。 

 もう既にこの件については、地元新聞も含めて、いろんなメディアで子供たちの活躍が多く

取り上げられておりました。もうお聞きのとおりということで、私もこの離島甲子園の３町の

実行委員会の今、肩書きが一応副会長というふうな肩書きになっておりますので、これまでも

この大会に向けて３町でいろんな話合いがございまして、奄美大島で開かれた大会からその話

合いには参加しておりました。 

 その中で、その大会の関係者であるとか、保護者の皆さんであるとか、子供たちの様子であ

るとか、様々なその報告を受けております。特に壱岐大会からは、子供たち同士がきちんとそ

の後もお互いにこう連携しながら、いろんな先ほどの中島課長のほうからもありましたとおり、

すごくチームとしていろいろ頑張っている姿を報告を受けています。 

 これは、ここにちょっと書いてありますけど、今、全国には１万4,000ぐらいの離島があり、

その中で有人離島が250という中で、北海道から沖縄にかけて、今、子供たちがこの離島甲子

園という中でやっぱり交流しながら、野球を通して交流をするということで、具体的には、勝

敗に関係なくこういうふうにして子供たちが競い合うことで、非常に全国でもすごく注目され

ている大会でもあります。 

 これに向けて、先ほども答弁もいろいろございましたが、来年は隠岐の島で開催というふう

に既に決まっているということです。その次以降、方向性としてはこういったような大会を、

子供たちのそういったことも含めて計画できたらというようなことでございますので、それに
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向けてやっぱり成果も含めてすばらしい大会ということで私も期待をしているところです。 

 今後、この島内で、少しちょっと話が違うんですが、開催するに向けて、いわゆるそのアク

セスの状況とか、その宿泊の問題とか、球場のこととか、いろいろとそのバスの問題であると

か、いろんなそういったようなこともあると思いますが、ただ、この大会の意義に向けて、や

っぱりそういったのをあらかじめ準備しながら進めていただくと、非常に活性化にもつながる

のかなというふうに、今、考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○５番（竹山成浩君）   

 ありがとうございます。 

 教育長も中島課長もおっしゃいましたとおり、ワンチームとして交流を通してその友情を育

むと、そういった姿勢もすばらしいことだったんじゃないかなと思います。 

 徳之島は、選抜チームとして島内の中学校から選び抜かれた生徒たちです。それぞれの学校

でも切磋琢磨して選抜チームに入ったわけですから、それだけでもすごいと思います。ぜひ野

球やそれぞれのスポーツにおいて、これからの人間形成と将来への夢の実現へ向けて、今後の

成長を期待したいと思います。 

 次に、２番目、次年度以降、徳之島での開催については、政田議員の質問に対して企画課長

の答弁がありましたので割愛させていただきますが、令和９年度以降という答弁がございまし

た。９年度、徳之島開催を目指して、ぜひ誘致へ向けて頑張っていただきたいと思います。 

 最後に、島内において野球人口が減少する中で、すばらしい活躍をした選手はもちろん、監

督、コーチをはじめ、保護者の皆さんも応援、大変お疲れさまでした。そして役場のほうもフ

ロアを開放して、パブリックビューイングで選手たちの応援に一役を買ったとお聞きしました。

今後も様々なシーンが見られることを期待したいと思います。 

 そして、キャプテンが大会を通して、「準優勝という結果には悔しさはありますが、いい経

験になった」と、「皆様の御協力と大きな応援に感謝をいたします。そして個人的には、高校

野球で甲子園を目指します」とコメントをしていました。ぜひみんなで徳之島から高校野球の

甲子園を目指してほしいと思います。 

 次、２項目めの質問に入ります。 

 防災関連についての質問です。母間地区の緊急避難場所への避難経路の安全性の確保はでき

ているのかの質問です。 

 ７月30日午前、ロシアのカムチャツカ半島で発生した地震で、本町にも津波注意報が発令さ

れましたが、本町においてはそれぞれの地区において緊急避難場所への住民の皆様の移動はな

かったと思われますが、そうした中、翌日の新聞だったと思いますが、紙面上で喜界町の海沿

いにある保育園の園児たちは、別の保育園に一時的に避難したと掲載されていました。地形の
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関係や海抜にもよりますが、母間保育所の園児の移動があったのか、まず介護福祉課長に伺い

たいと思います。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 竹山議員の御質問にお答えいたします。 

 去る７月30日に発生したカムチャッカ半島地震におきまして、広範囲に津波発生のおそれが

あるということで、日本列島も津波警報に津波注意報が発令されました。本町におきましても

午前９時40分ごろに津波注意報が発令されたところであります。 

 母間保育所の対応につきましては、母間保育所は海岸沿いにございますが、当日は園内で

プール遊びを予定しておりましたが、プール遊びは取りやめ、避難の指示があった場合には母

間小学校横の道路から高台に避難できるように準備を行っておりました。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 本町においては、大したその潮位の変化は見られず、見られなかったということでよかった

と思います。 

 ちなみにこの判断は、今、課長がおっしゃいましたけど、その判断は課長の判断ということ

でよろしいでしょうか。避難しなくて残ったということですね。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 当日は、母間保育所所長の判断でしております。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 先ほど課長もおっしゃいましたけど、現在の母間保育所は海沿いというか、護岸に面してあ

るわけですけど、地震や津波警報などが発令された場合、そうした緊急時に園児や、また母間

小学校の児童が緊急避難場所へ移動する場合、先ほど課長もおっしゃいましたけど、その避難

道の安全性が担保されているかどうか。現状を見て課長はどう思われるか伺いたいと思います。

まず福田介護福祉課長、よろしくお願いします。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 お答えいたします。 

 現地のほうを確認してきましたけれども、母間保育所横の道路から高台に上がって100メー

ターほど行ったところに旧製糖工場がありまして、そこが避難場所というか、避難集合場所に

なっておりましたけれども、道路も車1台しか通れないような狭い道路でしたので、崖崩れ等

も心配されるところであります。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   
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 それでは、太学校教育課長、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 竹山議員の御質問にお答えいたします。 

 母間小学校横の避難道は、母間小学校の避難訓練で避難道を利用した訓練を年２回実施して

おります。現状を確認したところ、道路の状況は幅員が狭い場所もありますし、先ほど福田課

長が申したとおり崖崩れ等も心配になります。また数か所修理をして、希望修理を要望したい

箇所もございました。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 タブレットに写真は写っていますでしょうか。その写真を見てのとおりなんですけどね。崖

の崩落箇所も見られ、徒歩で行き来するには非常に危険だと思います。また、道路の幅員も狭

く離合もできない状況です。この現状では、園児を引率して避難場所への移動は危険と言わざ

るを得ません。ですから、保育所、所長先生の判断で、高台への避難をしなかったことは正解

だったと思います。 

 昨年の６月豪雨で、反川地区においては地滑りが発生し、緊急避難場所への道が遮断されま

した。今回の津波注意報が発令されたときは、夏休みの期間でもあって、その母間小学校の児

童は学校にはいなかったんですけどね。やはり子供たちが在校時、また保育園児が園内にいる

ときに、高台へ避難する状況を念頭に入れて避難経路の安全確保をお願いしたいんですけど、

作城建設課長はどのように思うか、見解をちょっとお聞きしたいと思います。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 竹山議員の御質問にお答えいたします。 

 避難経路の安全確保につきましては、母間小学校横の母間塩道線につきましては、県の急傾

斜崩壊対策工事で、ある程度整備がなされています。県に確認しましたところ、小学校校庭裏

からの管理用通路はあくまでも管理用で、災害時の避難路としては母間塩道線がメインとなり

ます。上の道路ののり面保護は未整備区間であり、急傾斜事業では厳しいとのことでした。 

 建設課としましては、集落からの要望書と、数名の土地所有者から無償提供についての同意

書を提出していただき、早急な整備ができるよう準備しているところです。最優先でのり面の

伐採を実施する予定となっておりまして、今後は道路事業などで、のり面にネットをかけるか、

張りコンをするかなど、前向きに検討をしているところです。 

○５番（竹山成浩君）   

 課長、ありがとうございます。 

 今、課長は、もう先におっしゃったんですけど、その急傾斜地の以前工事した場所ですね、

そこの階段が２か所設置されているんですけど、それが自分は、今まで緊急避難のためのその
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階段なのかなと思っていたんですけど、それは管理用通路ということで、なおさら今、何とい

うのかな、もうその雑木と雑草がすごい生い茂って、管理用通路を管理しないといけないよう

な状況で今なっているんですよね。 

 ですから、そこをもうちょっとこう、見た目も悪いもんですから、その辺また何というのか

な、伐採とか建設課でできるんですかね。ちょっとお願いします。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 急傾斜の管理用通路につきましては、県のほうにお願いすることになりますけど、町道の母

間塩道線につきましては、もう早急に伐採をする準備をしております。 

○５番（竹山成浩君）   

 それでは、その管理用通路に関しては、県のほうにお願い、要望するような形でよろしくお

願いしたいと思います。 

 また、その町道に関しては、住民のその土地提供と、それと集落要望があれば、早急にやっ

ていただけるというふうな形で理解しました。よろしくお願いします。その管理用通路は、見

た目も本当悪い、こう雑木は生い茂っているものだから、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、毎年９月１日が防災の日と定められています。住民一人一人の防災意識を高め、

災害への対策を考えることが重要だと認識するところですが、今後も台風や大雨も発生する可

能性が多々あります。こうした災害に備えた防災意識を高めるために、総括して、最後に村上

総務課長の見解も伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 本町におきましても、近年の豪雨でありますとか、地震、また台風などの自然災害を踏まえ、

町民一人一人のその防災意識を高めることが極めて重要であると感じているところでございま

す。 

 ただいま議員のほうからありました緊急避難場所への避難経路の安全性の確保についても、

もちろんではございますが、これまでも取り組んでまいりました自主防災組織の育成でありま

すとか支援などにつきましても、今後もこの取組をさらに充実させて、防災教育、また情報発

信の強化を図りながら、町民の皆様が自らの命は自らで守るという意識を持っていただけるよ

うに努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 総務課長、ありがとうございます。 

 自らの命、そしてまたその子供たちの命を守るために、またよろしくお願いしたいと思いま

す。 
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 次、３項目めの質問です。 

○議長（行沢弘栄君）   

 竹山議員、しばらく休憩します。 

 14時50分より再開いたします。 

休憩 午後 ２時３２分 

再開 午後 ２時５０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 竹山議員。 

○５番（竹山成浩君）   

 次、３項目めの質問に入ります。 

 先日、新聞報道でありましたが、水道のスマートメーターの実証実験を奄美群島９市町村が

参加して、来年の５月までの期間行われるということが掲載されていました。本町はこれに参

加はされていないようですが、今後、検針員の方々の負担軽減や事業の省力化、また効率化に

期待が持てると考えるところでございます。 

 そこで、本町としての考え方や方向性、また取組があれば伺いたいと思います。よろしくお

願いします。 

○水道課長（奥村和生君）   

 お答えします。 

 水道メーターにつきましては、業務の効率化に大変有効なものだと考えております。今後は、

他の市町村の実証実験の結果を参考に、費用対効果や運営上の課題を十分に把握した上で、導

入の可能性について検討してまいります。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 全国的にまだまだ普及はされていないようですよね。この実証実験に本町を含め徳之島３町

は参加されていませんが、そのもし理由等が分かれば、お聞きしたいと思います。 

○水道課長（奥村和生君）   

 お答えします。 

 実証実験にも費用負担が発生することから、他の自治体の実証実験の結果などを見てから検

討したほうがよいとの判断をして、参加を見送りました。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 まずは、その費用対効果、コスト的にかかるということもお聞きしました。検針業務の効率
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化、課長もおっしゃいましたけど、その検針業務の効率化や漏水などの早期発見による住民

サービスの向上に期待もできると思われますので、今後、普及率が上がるとコスト面も下がっ

ていくのではないかと考える次第です。 

 ぜひ、ＤＸ推進にも是枝議員が度々おっしゃっていますけど、ＤＸ推進もつながると思いま

すので、通信技術を活用した新たな取組を検討いただければと思います。よろしくお願いした

いと思います。 

 次に、４項目めに行きます。 

 前回、６月議会でも質問させていただきましたが、それ以降、担当者レベルの話合いとかを

持たれたと思います。徳之島空港利用促進協議会が先月、天城町であったとお聞きしました。

様々な協議がなされたと思いますが、離島航空運賃の軽減と都市圏との直行便誘致へ向けて、

今後どのような取組を考えているのか、伺いたいと思います。 

○企画課長（中島友記君）   

 竹山議員の御質問についてお答えいたします。 

 まず、８月21日に開催されました徳之島空港利用促進協議会の総会の内容から報告いたしま

す。 

 令和６年度、夏期８月に運航した徳之島伊丹直行便の利用率について71.6％、そして令和

６年12月29日、令和７年１月４日の冬期直行便の利用率については75.5％であったという報告

がありました。 

 それで、またこの直行便誘致への向けた活動ということでありますが、天城町では、まずト

ライアスロン大会の際に、都市圏と徳之島を結ぶ直行便についての署名活動、また８月に町民

に対しての直行便を対象とした署名活動を実施しております。これにつきましては、その総会

の際にも、今後徳之島町、伊仙町についても実施の協力要請がありましたので、取り組んでま

いりたいと考えております。 

 また、３町担当者レベルでもこういった協議会、協議会というか、担当者レベルでの協議も

今後どんどん進めていくべきだということで、それぞれ徳之島３町と観光連盟を含めて、今、

またそういった会の実施に向けて取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 天城町は、既にその署名活動を行っているということですが、今後は３町挙げて署名活動を

行っていくということでよろしいでしょうか。 

○企画課長（中島友記君）   

 そのように、一応３町ともに署名活動は実施する方向で進めたいと考えております。 

○５番（竹山成浩君）   
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 そこで、その関東・関西、各郷土会の方々がいらっしゃるわけですけど、郷土会の方々への

署名活動も随時行っていくということでよろしいでしょうか。 

○企画課長（中島友記君）   

 今後、郷土会開催のときに、またそういった署名活動を実施していることも報告して、協力

を要請して、署名については多く集めれたらいいのかなと思っております。 

 そして、またもう一つ新しい取組としては、徳之島空港利用促進協議会の取組といたしまし

て、関西大都市圏徳之島間航空直行便定期就航の実現の可能性及び課題ということを、３町連

名で株式会社Ｊエアさんのほうにまた質問書を提出しておりまして、また助言を頂きたいと。

それに対して、３町で取り組むべき課題等について解消して、実現に向けて取り組んでいくと

いうことを、今、実施しているところでございます。 

○５番（竹山成浩君）   

 その中で、その要望していく路線はどこが対象となるのか、お聞きします。 

○企画課長（中島友記君）   

 お答えします。 

 今回要望している路線については、伊丹徳之島間が第一優先で、第二優先といたしまして神

戸徳之島間ということで進めております。 

○５番（竹山成浩君）   

 伊丹、神戸、関西だけなんですけど、その２路線を主に優先的にということでよろしいんで

しょうかね。 

○企画課長（中島友記君）   

 以前は、もちろん関東圏から徳之島というところの要望も、ＪＡＬのほうに、本社のほうに

３町長で要望を実施しております。 

 まず、先日より６月議会の答弁でもいたしましたが、この５月に関西郷友会の方々と、また

神戸空港の利用が実施可能ではないかというそういった郷土会の強い要望等もありましたので、

そこも踏まえて、今、実現の可能性の課題についてということでの取組です。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 毎年開催されていますその尼崎での徳之島祭り、また東京の代々木で、“とくの島”観光物

産フェアｉｎ東京には、多くの出身者、また二世、三世の方々が駆けつけてくれます。 

 そしてまた、本町においては、山で開催されるオープンウォータースイミングや、花徳浜で

行われるサーフィン大会、また天城町のトライアスロン大会など、本土と徳之島が直行便で結

ばれると、あらゆるスケールメリットが得られると思われます。 

 さらに、年に十五、六回開催される闘牛大会、そして本町のどんどん祭りや、伊仙町、天城
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町においてのそれぞれの夏祭り、そうした花火大会などへの参加交流も、その一つの受皿とし

てかけ橋となり得ると考えるところでもあります。ぜひその直行便就航へ向けて頑張っていた

だきたいと思います。 

 中島課長、郷土会の方々や神戸のほうからも期待が寄せられています。いま一度、希望が持

てる前向きな答弁をまたお願いしたいと思います。 

○企画課長（中島友記君）   

 直行便の実現に向けてということでございますが、また徳之島３町の担当課といたしまして

も、神戸市役所にお伺いさせていただいたときの縁を大切にしておりまして、神戸市港湾局空

港調整課ともいろいろ情報を共有しているところでございます。 

 また、こういった取組と、あと観光連盟も独自でまたＬＣＣ等の会社に訪問されているとい

うことで情報を頂いております。ここでやっぱりまずは担当者レベルで協議を進めていって、

空港利用促進協議会とか、そこにいろんな提案ができるよう、担当レベルでの取組からスター

トして、ぜひ直行便誘致へ向けた取組が少しでも前に進むように頑張っていきたいと思います。 

 以上です。 

○５番（竹山成浩君）   

 よろしくお願いします。 

 イベントの旅行モデルの形成とか、２地域居住を含めた交流人口の拡大へ向けた、さらなる

取組にも期待をしたいと思います。 

 ２地域居住の推進には、直行便の比重は非常に大きいと思いますので、そうした観点からも、

最後に高岡町長の見解もお願いしたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 直行便につきましては、もう随分前から署名活動等は行っているところですが、なかなか実

現に至っていないのが現実でありますが、なぜ実現に至っていないかというと、当然その民間

企業ですので、赤字と分かっていて路線は組めないということもあろうかというふうに思いま

す。 

 そこで、今、中島課長から答弁がありましたが、じゃあ、課題は何なのか。今、大体その搭

乗率が、実は大阪よりも東京のほうが搭乗率はまだいいと。それでも２割、３割ということで、

やはり最低でも５割はないとなかなか署名活動の力を発揮できないかもしれませんので、まず

課題点を洗い出して、我々ができることを精いっぱいやって、まず搭乗率を上げることが一番

重要かというふうに思います。 

 そして、２地域居住にしても、まず雇用の現場があるかないかということもございまして、

以前のその町村会の発言の際には、２地域居住は、都会、いわゆる福岡であるとか、大阪・東

京であるとか、実は九州の中でも都会と言われている勝ち組みがどうしてもあるわけですね。 
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 じゃあ、離島に来るかどうかというのは、非常になかなかハードルが高いだろうと。よって、

来る人の支援策も必要ですが、来る会社ですね。会社が受け入れる際に、法人税の軽減措置で

あるとか、その会社の本店移転、そして支店移転をすることによって税制の優遇措置がある。

なおかつ２地域の居住でしっかりと雇用を生めば、さらに支援策を受けられるとか、そういっ

たものが有利性がないと、なかなか離島においての雇用は難しいですということを今、国交省

のほうにも話をしているところです。 

 今後はしっかりと、我々がやれることはしっかりとやりながら、そして足りないものを国

等々に支援を呼びかけて取り組んでいきたいというふうには思います。 

○５番（竹山成浩君）   

 ぜひ島の活性化へ向けて、みんなで協力して頑張っていきたいと思います。 

 これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（行沢弘栄君）   

 次に、内博行議員の一般質問を許可します。 

○１番（内 博行君）   

 皆さん、お疲れさまです。 

 本日最後の一般質問になります。徳之島を愛する熱い思いで、活気ある農業、活気あるまち

づくり、活気ある徳之島にしたく、全力で取り組んでいきたいと思います。 

 議席番号１番、内博行の一般質問を行いたいと思います。 

 さとうきび振興について。 

 さとうきび収穫総トン数17万1,444トンで、前年度より8,000トン増、本町は５万2,408トン、

前年度より2,000トン増で増産になりましたが、増産計画の成果をお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 内議員の質問にお答えいたします。 

 増産計画の成果ということですが、要因ということでお答えしたいと思います。 

 令和５年・令和６年期よりも、令和６年・７年期が増産した要因としては、ビレットプラン

ターでの早期植付けや、町単独事業で行った新植奨励金により農家意欲が向上し、植付けが増

えたこと。 

 また、令和５年・６年期に、徳和瀬工場の故障による際、１日当たりのハーベスタの収穫台

数が制限されました。それにより午前中は収穫、午後は管理作業と時間に余裕ができ、適期管

理作業が早期にできたことも要因だと考えております。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   
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 そうですね、この資料を見ましたら、令和２年度が18万4,000トンで、ちょっと少しなだら

かではありますが、下ってきた上で、また去年こう増トンになったという要因があって、ほか

の島で言いますと、種子島ですかね、種子島のほうでは、令和２年度は11万トンから、今年度

は16万トンまで増えているんですよね。５万トンほど増えていて、基腐れ病とかの要因もある

と思いますが、その永良部のほうにしても、沖永良部のほうも７万トンのほうから10万トンに、

３万トン増えた。それも花きのほうがあまりよくないということで、さとうきびに変わってき

て増トンが増えているということもあります。 

 このさとうきびのあったからこそ、その補える作物ができたということで、もっと遡ります

と、この平成30年ですかね、30年のほうはすごくトン数が減っていて、13万トンぐらい、14万

トンぐらいになっていたのが、このとき多分じゃがいもがちょっと暴落して、その代わりにさ

とうきびが受皿になったと思うんですね。何かあったときにやっぱりさとうきびというのは基

幹産業で、その徳之島を守ってくれるということがありますので、ぜひこの管理作業とかいう

適期作業のことを今から質問していくんですが、さとうきびのこの市場を守っていくというの

は、我々の喫緊の課題だと思いますので、ぜひこれからも増産に向けて頑張っていってもらい

たいと思います。 

 その中で、今年、南西諸島の甘味資源のａｌｉｃ（エーリック）といって、農畜産業の振興

機構の説明会が多分行われると思うんですが、それに向けた農家への意識向上に向けた周知活

動なんかはされておられるのか、お伺いします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 令和７年11月６日から７日の２日間にかけて開催されますが、農畜産業振興機構ａｌｉｃ

（エーリック）ですね、通称。主催の令和７年産さとうきび・甘蔗糖関係検討会が開催されま

す。会場としては、徳之島町文化会館で講演１日目、２日目視察ということで、島内を考えて

おられるようです。 

 周知ということなんですけれども、鹿児島、沖縄から約250名が参集し、そういった内容を

するんですが、現在のところビラや防災無線等での周知は行っておらず、対策本部より関係機

関ですね、南西糖業だったり対策本部を通した、そういったＪＡさんとかの関係機関への周知

ということで行っているところです。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 さとうきびはなかなかもうからないというイメージがちょっと強くて、こういったほかの島、

沖縄とか種子島のほうでも、やっぱりさとうきびでもうかっている農家さんもあるわけですね。

だから、どうしたらもうかる農業というのを、多分ａｌｉｃ（エーリック）であったり、沖縄
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から来島されて、いろんな意見がそこで交わされると思うので、ぜひ多くの皆さんが、農家さ

んが来て、徳之島もさとうきびにとても関心があるんだよと。 

 このａｌｉｃ（エーリック）のこの間さとうきび振興会のほうで、ちょっと自分もその会議

に参加させてもらったときに、てんさいという北海道の甘味資源のほうは大分減らしてきて、

奄美のほうの、北海道では代わる作物があるからそこに移行していくと。それで、徳之島、南

西諸島は台風常襲地帯でもあるということから、さとうきびを中心に考えていきたいという意

見をもらって、自分たちが作っているものを大事にしてくれているんだなという勉強会にもな

ったので、ぜひここには多くの方が来場されて、徳之島もさとうきびのことを本当に関心があ

るんだと、そういう姿勢もａｌｉｃ（エーリック）のほうにも示せたらなと思いますので、ぜ

ひ呼びかけをもっと強調してもらいたいなと思います。 

 先ほどありましたその管理作業という中で、スマート農業がいつも取り沙汰されるんですが、

今、明治大学と農林水産省の方と大手機械メーカーの方と、営農集団のほうで農地の見える化

という集積化も兼ねてですけど、データを収集しているんですよね。多分職員の方も来られて

参加されていたので、多分お分かりだと思うんですけど、その取組は多分農業委員会でも農地

の集積化という方で取り組んでいる中で、福岡議員が言われていた農業の集積化というのはど

ういうものなのかというのは、本当にさとうきびに合った農地なのか、牧草地に合った農地な

のか、園芸作物に合った農地なのかというのも集積しながら移動コストとかそういった、この

前まではさとうきびはどれだけ収穫できた。だけど、減ってきているのは何が足りないかとか

いう、そういったその農地を次の世代に渡すときにも見える化になってくることにつながって

いくと思うので、そういったスマート農業、農地集積化についての町の取組として、また何か

あればお伺いしたいと思います。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 農地集積化につきましては、いろいろ対策報告等、その他会議等でも課題になっております。

今月、対策報告会議にて、各町農業委員会担当者へも声かけをして、そういった農地の集積・

集約について協議していければと考えているところです。 

 また、スマート農業に関しては、対策本部を中心に自動操舵システム、また中型のハーベス

タなど、11月に新ジャンプ会ですね。そういったのもございますので、その周期の研修会にて、

実演会として農家さんの皆さんにそういったのもお示しできればなと考えております。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 分かりました。 

 それでは、２番のほうのさとうきび増産に向け、適期作業の遅れが課題としてあり、管理作
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業の時間を確保するためにも、12月製糖を推進する声があります。温暖化の影響もあり、低糖

度になることもあります。対策などの取組はあるのか、お伺いいたします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 製糖時期は、どうしてもばれいしょの収穫と重なり、人手不足になるなど、適期作業の遅れ

は課題として常にあります。また、外国人労働者を含めた人材派遣会社との連携、北海道など

の豪雪地帯との協力ですね。例えば夏は島から北海道、冬は北海道から島へなど、そういった

ことを担い手不足の解消に向けて取り組んでいかなければならないかという考えております。 

 これは、町だけでなくて島全体の問題、課題ですので、生産対策本部を中心にまた進めて検

討していければと考えております。 

 また、12月製糖なんですけれども、対策本部の会議など糖業関連の会議では、常に議題にな

ることも多いです。その関係で、要望としては南西糖業へ伝えているというところです。 

 また、低糖度についても、そういった課題もありますので、12月製糖については、要望とし

て南西糖業に伝えているというところでございます。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 種子島のほうでは、低糖度対策金などのようなのがあると聞いておりますが、それはどのよ

うなものなのか、徳之島でも活用できるのか、お伺いします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 種子島では、低糖度対策金が毎年出る、気候上ですかね、出ておるということです。徳之島

では、まだ発動はこれまでにないんですけれども、収穫開始から１か月間ですね。平均買入れ

糖度が11.5度を下回った場合には、国の事業としてのさとうきび増産基金事業というものが発

動されます。 

 その内容としては、土づくりの推進、また種苗確保、次年産に向けたような管理作業等の助

成等ができるということになっております。徳之島でも可能ということです。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 それは12月20日からもし始まった場合は、１月20日までの１か月間ということなんでしょう

か。12月だけじゃなく、その始まってからの１か月間。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 発動要件が収穫開始から1か月間ですので、例えば12月20日から始まった場合は、その後
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１か月間を算定するので、１月20日までの１か月間というまでの平均糖度ということになると

思います。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 その低糖度になったりもする要因もあるんですけど、なぜ糖業会社の思いの中に、その夏植

え体系の取組で、12月は夏植えから収穫してほしいということがあるんですけど、本町での夏

植えの今年の申請などは、どれほどあったんでしょうか。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 大型農家と、まだちょっと把握はできていないんですけれども、現在９月８日現在の夏植え

状況として、町が把握している面積は、今のところ32ヘクタール、32町歩ということになって

おります。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 前年は、何町歩ぐらいでしたかね。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 前年は、70ヘクタール、70町歩ということになっております。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 約半分ぐらいまで減少してきているということで、ちょっと危惧されるかなと思うんですけ

ども、その上で、今、町長もいつもおっしゃる、その堆肥センターの堆肥でコストを削減する

ということですが、今度の夏への堆肥利用はどれほどあったのかお伺いします。30町歩の中で。

よろしくお願いします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 バラ堆肥が、本年度８月までですね。夏植え用として出している分ですが、バラ堆肥が12ト

ン、袋詰め堆肥が２袋、ペレットが、夏植え８月まで、1袋ということで非常に少ない状況で

ございます。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 ぜひ堆肥センターの活用もして、そのコストを低コストにする努力も、反当たり２トン入れ

たらいいということなんで、60トンじゃないですかね、60トンぐらいなんですかね。それぐら
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い入れて、なるべく低コストで作れるさとうきびに向けた取組をしてもらいたいです。 

 その上で、８月、ＢＢ肥料の研修、鹿児島に上がったときに、経済建設の皆さんでＢＢ肥料

の経済連の化学肥料の工場を視察させていただきました。その中でも池山先生のお名前の富良

という堆肥がありまして、なかなかきれいな堆肥ができていまして、堆肥ペレットでしたけど。

本町でも堆肥センターを今、活動している中で、堆肥を作った後にそれがこうバラバラになっ

てまたしまうとか、そういった問題点が出てきているようなんで、こういった奄美群島が経済

連の堆肥の30％を担っているということだったんで、そういった意見も声を大きくして、僕ら

のためにこういう協力も一緒にしてほしいとか、地域と連携を取れるようなことも声を大きく

して言っていいんじゃないかなと思ったので、ぜひそこら辺も連携を取りながら、低コストで

できるさとうきびの形を作っていけたらなと思います。 

 その夏植えの中でも、さっき言ったスマート化とかにすれば、どこから収穫したら糖度が上

がっているだとか、そういったもう決めて、ここだという決めながら収穫している計画性もで

きたら、低コストにつながっていくと思いますので、その化学肥料の成分がどれだけ、堆肥の

成分がどれだけというのもデータを取りながら、次の世代にも、今の時代の人たちにもですけ

ど、分かりやすい農業ができたら、もっと担い手も増えてくると思いますので、ぜひそういっ

た努力をまたよろしくお願いします。 

 それでは、３番目に行きたいと思います。 

 機械の老朽化によるデトラッシャーの整備修繕費がかさみ、農家負担も250円から450円に上

がったんですけど、本町でもデトラッシャー負担金として計上してありましたが、今後の計画

などありましたらお伺いしたいと思います。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えします。 

 デトラッシャーを導入して、徳和瀬工場が18年、伊仙工場が20年経過しております。老朽化

による故障が多くなっている状況で、今、内議員からもありましたように、非常に各町関係機

関が補助金として負担金を上げているところですが、利用料金改定に向けては、徳之島さとう

きび生産対策本部中心に、さとうきび部会より各町代表５名、ハーベスタ営農集団より各町

５名の代表者30名で利用料改定を行って、利用料がその中で決定しました。 

 今後、今月末になりますけれども、デトラッシャー管理運営組合ですね、対策本部の。臨時

総会にて決議・承認を行う予定でございます。 

 デトラッシャー管理運営組合の運営資金が減少、積立金を底をついている状況でございます。

今後、利用料も上がり増収するということですが、増収分についてはデトラッシャー管理運営

組合の積立金として計上していくという予定にしております。 

 また、先ほどの関係会議においても、今後新規更新はせずに、修繕を行いながら延命措置を
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していく方針ということで決定しておりますので、今後も製糖終了後に、各町代表者とそうい

ったデトラッシャー管理運営組合と協議を行いつつ、利用料の見直し等も含めて、毎製糖期ご

と協議をしていければというふうに考えております。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 そのデトラッシャーの自分も会議でも出席していろいろ勉強をしている中で、人件費と修繕

費がやっぱり一番占めているんですね。人手不足、人手不足ということで、人件費もなかなか

抑えられるものでもありませんし、逆にこうまだ人手が足りないということで、なかなか全て

を、人手もう少し欲しいぐらいであって、なかなか厳しいということで、また修繕費ももう15

年も経つものをいつも直しながらどうにか使っているということで、この計画的に新しい機械

導入なども視野に入れていかなければならないと思うんですね。 

 その中で、町からも負担をするんであれば、その糖業会社さんとも、昨日もありましたけど、

社内留保が幾らありながらこうやって運営していくのか、今後の見通しなども考えた上で、こ

れからも先、10年20年続いていける、さとうきび振興に向けて取り組んでもらいたいと思いま

すが、どう思われますか。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 この問題につきましては、徳和瀬工場、伊仙工場、３町の問題でございまして、先ほど申し

ました、さとうきび部会生産対策本部の中で取りまとめてそういった協議会を開いているとこ

ろです。 

 そういった中で、一応今年、昨年から行われたその協議の中で、修理・修繕して延命措置を

取るという方向にはなっていますけれども、先ほども申しましたが、毎年できる限りそういっ

た会議を開いて、今後の計画をまた練り直す。また、１年１年でまた機械も変わってくると思

うので、そのときにしっかりと次を見据えた計画等を検討できればというふうに思いますので、

また、こういった議会からの意見等もそういった会議に伝えればと思います。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 その農家さんは、農家さんの立場から言う意見なんですけど、そのデトラッシャーというご

みをこう排除する、そこを上げるんであれば、トラッシュのやつもちょっと下げれるんじゃな

いかとか意見もあるわけですね。 

 そういった現場といろいろこの温度差はあると思うんですけど、そういったものも感じなが

ら、どうにかこれからのさとうきび製糖がこれからも続いていくように努力してもらいたいん

です。町長から一言、何かさとうきびの振興について、思いをお伺いしたいと思います。 
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○町長（高岡秀規君）   

 先般、北海道等々のてんさい、そしてまた小麦、そしてばれいしょですかね。というのを北

海道でも見てきました。やはりレベルが違うなというのが印象で、まだまだ奄美は非常に担い

手がいない状況が続くだろうなと思います。 

 まず、農家の所得の向上を目指す上で、交付金等の単価のかさ上げ等は、自治体としての仕

事だろうというふうに思います。それでまた、今後の機械貧乏をいかに少なくしていくかとい

うことが重要かというふうに思いますので、機械がどうしても補助金なしでは購入できないと

いうこと自体が、農業を弱くしている可能性が私はあるだろうというふうに思いますので、今、

農業農村基本法が適正な価格と訴えている以上、本来の価格というのはどういったものかとい

うことも、今後は考える必要があるというふうに思います。 

 北海道でも、平均40町歩で5,000万、6,000万の売上げがあったとしても、担い手がいないと

いうことですから、より厳しくなるのは間違いございませんので、しっかりと支援をしていく、

守っていくのが農業だろうというふうに思いますので、しっかり検討、努力していきたいとい

うふうに思います。 

○１番（内 博行君）   

 よろしくお願いいたします。 

 今、北海道のまたあれが出たのであれなんですけど、畜産振興のほうで移っていきたいと思

います。 

 令和９年度に、全国の和牛能力共進会が北海道のほうで行われます。本町の取組や意気込み

などをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えします。 

 毎年開催されている徳州肉用牛共進会が先月８月21日に開催されました。本共進会にて各区

１席を獲得した牛が県大会に出場しますが、２部で本町の牛、永吉ファームが１席を獲得して

おります。来月10月４日に姶良中央家畜市場で行われる第74回鹿児島県畜産共進会に出品する

こととなります。 

 また、来年は、３年に一度行われる大島地区肉用牛振興大会が奄美大島で初開催される予定

です。この島の牛は能力の高い牛も多く、各共進会で良い成績を残しているところでございま

すので、全国和牛能力共進会に向けてさらに機運を高めて、関係機関と協力して、前回同様、

最終予選会に大島地区代表として出品できるように取り組んでいければというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   
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 徳之島町からの畜産農家は、何名ほど北海道に行くか把握されているのか。町からのそして

また支援などはあるのか、お伺いしたいと思います。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 一応その今の計画を聞いておりますが、現在農家さんを含めて、関係機関を含めてだと思い

ますが、参加人数20名ほどと伺っております。 

 また、そういった町のＪＡあまみ徳之島町肉用牛振興会からは助成があると聞いているとこ

ろですが、今のところ町から助成するというところまでは、まだちょっと決定してはおりませ

ん。令和９年度ですので、今度の当初予算でのお話になってくるかと思います。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 やはり北海道、自分たちも行かせてもらいましたけれども、畑を見ると、僕はあそこで何か

作ってみたいと思うんですよね。何かこうやっぱり農業をずっとしているからか分からないで

すけど、野球の甲子園を見たら多分野球をやってみたいと思うんだと思うんですけど、そうい

ったように、北海道でその地域、全国から集まってきた人たちが頑張っている姿を見ることに

よって、やっぱり刺激を受け、活力も湧いてくると思うんですよね。 

 ぜひ、町のほうでも次の担い手を育てるためにも、中学生や高校生でも行きたいって、見て

みたいという本当に真剣な子がおれば、そういう子たちも見せて次世代につなげるようなこと

があったらいいなと思うんですけども、どう思われますか。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 もちろん今、担当者にも確認したら、やはりまだまだなかなか徳之島の牛が県予選を通って、

また全国まで行くまでハードルがかなり高いと。しかしながら、そういった現場も見ながら、

そういう気持ちを高めていくのがすごい大事だなということでは話しているところでございま

す。 

 ですので、今、お話のあったように、町から何らかの助成ができないかということですけれ

ども、そういう思い、また先ほどの答弁でもありましたけれども、そういう機運を高めていけ

れるように、補助等どんな形でできるかはちょっと分からない、幾らとか決定はできていませ

んけれども、そういった補助のほうも検討していければとは思っております。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 ぜひ次の未来のためによろしくお願いします。 

 それで、この２番のほうに行きたいんですけど、これもつながっていく形なんですけど、子
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牛価格が安定しない中、購買者誘致の取組などは、どのように行っているのか、お伺いしたい

と思います。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 購買誘致の取組の現状なんですけれども、８月競り市では、経済連、ＪＡ、法人、個人など、

約40名ほどの購買者が参加されているところです。ほとんど県内の購買者で、県外の購買者

６名、うち九州以外の農家は２件となっているところです。 

 ＪＡあまみ徳之島町肉用牛振興会では、直近の活動として、６月に事務局のＪＡ畜産課と振

興会役員で県外に購買者誘致に行ったということです。 

 また、ＪＡあまみでは、「あまみ牛」ブランド力の向上・魅力を発信するということで、購

買者誘致へつなげていくことを目的として、今年３回目となるＪＡあまみ枝肉研修会、知覧町

で行われるものなんですけれども、を開催し、購買者対策強化のため、また購買者の視察訪問

や意見交換なども行っているところでございます。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 ありがとうございます。 

 畜産農家さんから、やっぱりこう声が上がるんですけど、昔は購買者誘致において、高岡町

長がすごく力を入れて回っていたということで、徳之島市場がよくなったって、それはそのお

かげだったという声も多くありまして、町長もお忙しい中ですが、購買者誘致に力を入れても

らえないかという農家さんからの声がありまして、町長からもちょっと意気込みをお伺いした

いんですけども。 

○町長（高岡秀規君）   

 以前は農協とタイアップをして、購買者誘致をした記憶がございますが、やはり農協と一緒

になって、購買誘致については当然やれるものだったらやっていきたいというふうに思います

ので、ＪＡと連携を図りながら、購買者誘致には力を入れたいというふうに思います。 

○１番（内 博行君）   

 その徳之島の市場がどこに魅力があるのかという農家さんに聞くんですよ。そしたら鹿児島

県の種で徳之島で生まれたからといって、その草をよく食べさせているから胃の動きがいいと

いう意見もありますけど、何がいいって、鹿児島県に３番目になるぐらい大きな市場ができた

ということですね。行ったら牛が買えるという、それが大きくなったこの市場がまた少なくな

ってくるというのは、とても危惧するところなんですよね。ぜひ値段がいいときは、購買者誘

致に来ずに、悪くなったら購買者誘致に来るといった、ちょっと信頼感の中でも選ぶところが

ありますので、この頭数を守っていきながら頑張れたと思いますので。 
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 北海道で、もしいい成果が出て表彰でもされたら、やっぱり購買者誘致にも物すごく胸を張

っていけると思いますので、ぜひそこら辺も、また次の世代にもそういったように夢を見てい

けるような畜産産業にしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。 

 続きまして、文化遺産についてお伺いしたいと思います。 

 伝統文化でもあり、老若男女、お年寄りから子供たちまで、島外の方々まで魅了する闘牛。

出場する牛の減少が懸念されますが、対策があるのか、お伺いします。 

○おもてなし観光課長（吉田広和君）   

 内議員の御質問にお答えします。 

 本町としましては、観光資源支援事業として、徳之島町の闘牛協会のほうに100万円の補助

金を出して支援を行っているところであります。 

 その使い道についてですけど、闘牛の購入支援、闘牛がもし死んだときの焼却支援、観光闘

牛の謝礼金、あと闘牛のデビュー戦への支援金、あと勝利者懸賞金ということで支援している

ところであります。 

 また、この支援金については、事業専用の通帳をもって運用していて、適正に運用されてい

ることをこの場で伝えたいと思います。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 その闘牛の頭数などは把握されておられるのか。前回300頭まで目指すということだったの

で、どれほど増えているのか、お伺いしたいと思います。 

○おもてなし観光課長（吉田広和君）   

 お答えします。 

 今回、闘牛の頭数について聞いたんですけれども、今回からは頭数について教えることがで

きないということだったんですけれども、令和５年度闘牛大会は16回開催されました。昨年、

闘牛大会、20回大会しています。ということは闘牛が増えてきている、少しずつ増えているん

じゃないかなということもあります。 

 あと、また町の闘牛協会への新規加入者が増えています。その中で、加入者の中にはまだ闘

牛を持っていない方もいるので、その加入者たちが闘牛を飼うことで、闘牛が増えていくこと

が予想されます。 

 また、畜産の担当者のほうに、昨年、一昨年からの闘牛の出生の届けが出た頭数を聞いたん

ですけれども、令和６年度が22頭、７年度、今現在で19頭の出生の届出が出ているそうです。

これはもう全部雄です。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   
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 ５月の議員大会という闘牛大会が伊仙町のほうでありまして、その横綱で僕らの先輩の牛が

勝ったんですが、やっぱりあの活気というのは、何にも負けないぐらいの若者たちとか、みん

なのこの声援等、闘牛のすごい迫力をまた残していきたいと思いますので、ぜひ力を入れても

らいたくて。 

 離島甲子園もあって、野球というルールがあって、それをみんなが知っているからこそ全国

でも、世界で大谷さんが頑張っているのを見て、朝早く感動したりとか活力をもらったりしま

す。闘牛という文化があるからこそ、沖縄とこう連携が取れたり等する仲が僕らの中でありま

して、２番の沖縄との連携を図る中で、11月に沖縄で開催される闘牛サミットに向けての取組

など、本町がありましたらお伺いしたいと思います。 

○おもてなし観光課長（吉田広和君）   

 お答えします。 

 11月の闘牛サミットに向けての取組として、沖縄の闘牛連合会の関係者が徳之島に来島して、

徳之島の闘牛連合会と大会を盛り上げるために徳之島代表の牛を検討したということです。そ

の中で３頭が決まりました。聞いたところ、残念ながら徳之島町の牛は選ばれなかったという

ことです。 

 せんだって、内議員と、もし徳之島町の牛が出場することになれば、応援対応の計画をして

盛大に手舞をしたいという話だったんですけど、残念ながら今回は断念したということになり

ます。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 強い牛をつくるというのが僕らの目標なんですけども、みんなで応援しに行ったりとか、そ

ういうのが楽しいんですよね。日々の慰めって、慰めとか言われますけど、やっぱりそのさと

うきび収穫後の５月の闘牛大会であったりとか、そのお盆であって帰省した人たちが見る闘牛

大会であったりとか、もう夏植えが終わった後の10月の闘牛大会だったり、もう何かこう僕ら

がいつも頑張った後に闘牛があって、みんなでワイドワイドとしているような感じなんで、ぜ

ひこのすばらしい伝統文化だと思いますので、これからも残していけるよう御尽力いただける

ことを願います。 

 それでは、４番目の害虫被害について。 

 金見崎ソテツトンネルを有する本町、害虫のカイガラムシ対策をお伺いします。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 現在、奄美大島については、令和４年10月にソテツシロカイガラムシによるソテツの集団枯

損の発生以来、被害地が拡大している状況です。 
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 一方、徳之島島内では、ソテツシロカイガラムシの発生は現在のところ確認されておりませ

ん。本町では、今月初旬に配布する、９月頭に配布する広報紙へ注意喚起に関する情報を掲載

しているところです。 

 また、県においても新たな薬剤の研究など、蔓延防止に向けて取り組んでいるところですの

で、県・町関係機関で連携して、発生しないように、あるいは万が一発生した場合でもすぐに

対応できるように体制を整えておきたいと考えております。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 防御対策と初期防除、被害に遭った際の対応というか、その薬剤はまだ認定されているやつ

はないんでしょうか。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。 

 実際、ソテツシロカイガラムシ用の殺虫剤は、ないということです。現在の県のほうでもし

っかりとそういった研究を進めているというところですが、一応これが効くだろうということ

で、いろいろスミチオン等もですけど、含めていろいろ試しているようではありますが、今の

ところマツグリーン液剤とか、そういった今あるものを使って防除をしているようなというこ

とでございます。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 金見崎のソテツトンネルを、カイガラムシはいないかなと思ってこの間行ったんですけど、

めちゃくちゃこうきれいにされていて、夏休みとかがあったから、清掃活動なんかは町のほう

でされているんでしょうか。 

○おもてなし観光課長（吉田広和君）   

 お答えします。 

 おもてなし観光課のほうで作業員を２名雇っています。それ以外に金見の集落の方々に金見

地区の環境保全事業ということで委託事業をしていて、その方たちが掃除をしているというこ

とです。 

 以上です。 

○１番（内 博行君）   

 分かりました。とても何かこう大きなソテツがあるんですね。その間からも若芽が出てすご

く活力もあって、暑いけど頑張らにゃいかんなと思うぐらいすごい素敵場所だなと思ったので、

ぜひソテツトンネルを貴重な自然遺産という形でも残していけるよう、これからも頑張ってい

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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 夢は希望を抱き、達成感を感じて活力が湧いてくると思います。何かに取り組むときはなぜ

できないかの理由を探しますが、その後のことが大事だと思います。できない理由があるから

そこで終わるのか、できない理由を見つけて改善していくのか、今後の未来、将来の結果が大

きく変わっていくと思います。 

 町長から先ほどもありましたが、待つのでなく攻めると。農業所得向上、夢を抱ける島、達

成感を感じられる島にできるよう、活気ある徳之島町にしていきたいと思いますので、皆さん、

一緒に頑張っていきましょう。 

 内博行の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（行沢弘栄君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は、９月11日午前10時から開きます。 

 本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。 

 

散 会 午後 ３時４８分 
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令和７年第３回徳之島町議会定例会会議録 

令和７年９月11日（木曜日） 午前10時 開議 

１．議事日程（第３号） 

○開 議 

○日程第 １ 一般質問 

         植木 厚吉 議員 

         勇元 勝雄 議員 

         松田 太志 議員 

○散 会 

 

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程記載事件のとおり 
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１．出席議員（１６名） 

議席番号   氏  名            議席番号   氏  名 

  １番  内   博 行 君           ２番  政 田 正 武 君 

  ３番  宮之原   剛 君           ４番  植 木 厚 吉 君 

  ５番  竹 山 成 浩 君           ６番  松 田 太 志 君 

  ７番  富 田 良 一 君           ８番  勇 元 勝 雄 君 

  ９番  徳 田   進 君          １０番  池 山 富 良 君 

 １１番  是 枝 孝太郎 君          １２番  広 田   勉 君 

 １３番  木 原 良 治 君          １４番  福 岡 兵八郎 君 

 １５番  大 沢 章 宏 君          １６番  行 沢 弘 栄 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．出席事務局職員 

事 務 局 長  清 原 美保子 君     主 査  中 野 愛 香 君 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

 職  名    氏  名         職  名    氏  名 

町 長  高 岡 秀 規 君     教 育 長  福   宏 人 君 

総 務 課 長  村 上 和 代 君     企 画 課 長  中 島 友 記 君 

建 設 課 長  作 城 なおみ 君     花徳支所長  尚   康 典 君 

農林水産課長  廣   智 和 君     耕 地 課 長  水 野   毅 君 

地域営業課長  清 瀬 博 之 君     農委事務局長  白 坂 貴 仁 君 

学校教育課長  太    稔 君     社会教育課長  安 田   誠 君 

介護福祉課長  福 田 博 文 君     健康増進課長  吉 田   忍 君 

おもてなし観光課長  吉 田 広 和 君     税 務 課 長  新 田 良 二 君 

住民生活課長  大 山 寛 樹 君     選管事務局長  藤   康 裕 君 

会計管理者・会計課長  田 畑 和 也 君     水 道 課 長  奥 村 和 生 君 
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△ 開 議  午前１０時０１分 

○議長（行沢弘栄君）   

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に、昨日の内議員の質問に対して、廣農林水産課長より訂正があります。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 おはようございます。 

 昨日の内議員のさとうきび振興についての質問内での夏植え用の堆肥の利用状況に対する答

弁に誤りがありましたので、訂正答弁いたします。 

 夏植え用堆肥の利用状況については、ばら堆肥が428トン、袋詰め堆肥が125袋、ペレットが

50袋です。 

 表の単位の読み違えにより、間違った答弁となりました。大変申し訳ございませんでした。 

 以上です。 

 

△ 日程第１ 一般質問   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 植木厚吉議員の一般質問を許可します。 

○４番（植木厚吉君）   

 おはようございます。 

 朝夕はめっきり涼しくなり、秋の訪れを感じる季節となりましたが、日中はまだまだ残暑の

厳しい日が続いております。 

 地域の課題、行政の課題、山積しておりますが、しっかりと向き合い、その解決に向けて尽

力をしてまいりたい思います。 

 それでは、令和７年９月議会におきまして、議席番号４番、植木厚吉が通告に２項目につい

て質問をさせていただきたいと思います。 

 近年、夫婦共働き世帯が増加し、従事する業種も医療や介護、サービス業など、多様化して

おります。 

 そのため、カレンダーどおりの休日が取りにくい方も多く、家庭においては、家族間の休み

のタイミングを合わせることが難しくなり、親子や家族で過ごす時間が減少しているのが現状

です。 

 そのような時代背景の下、自主学習活動の一環として、家庭で平日に体験活動や自主活動を

行うことができるラーケーション制度というものが全国的に導入され始めています。 
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 ｌｅａｒｎｉｎｇ（学ぶ）とｖａｃａｔｉｏｎ（休暇）を掛け合わせた造語であり、観光産

業の盛んな地域などを中心に導入などが進んでおります。 

 本町においても観光産業の中心に寄与する有効な制度と考えるところであります。 

 まず、この制度の概要について伺いたいと思います。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 植木議員の御質問にお答えいたします。 

 ラーケーションとは、学習（ｌｅａｒｎｉｎｇ）と休暇（ｖａｃａｔｉｏｎ）を組み合わせ

た造語です。 

 平日に家庭や保護者と一緒に校外学習を行うこと。それを目的とし、休みを取得できる制度

として令和５年９月から愛知県で導入されました。 

 愛知県初の新しい学び方、休み方であり、学校外での体験や学びの活動を子供が保護者等と

一緒に計画し、平日に実行できる日としてラーケーションの日を設けています。 

 ラーケーションの日は、校外での自主学習活動であるため、子供は学校に登校しなくても欠

席とはならず、出席停止、忌引等と同じ扱いになります。 

 保護者等の休暇に併せて、年に３日までラーケーションの日を取得でき、この期間中、子供

が保護者等とともに校外で体験や研究の学び、活動を自ら考え、企画し、実行する校外学習活

動を行います。 

 以上です。 

○４番（植木厚吉君）   

 この制度について概要の説明いただきましたけども、親子の時間を増やすための制度という

ことで、愛知県等々で導入されているらしいですけども。例えば、これを本町で導入していた

だけるとなれば、どのようなメリットが考えられるか、お聞かせ願えますか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 

 休日に保護者等が休みを取れず、子供と過ごす時間がなくて子供だけで遊ぶとか、そういっ

たときに、学校のある日、ラーケーション制度を活用して子供と一緒に過ごす時間、例えば、

子供と一緒に屋外活動したり、その他いろいろなことを話し合ったりとか、親子で過ごす時間

ができると思います。 

 以上です。 

○４番（植木厚吉君）   

 現在、全国的にでも休み方改革とか、休日の分散化という言葉が取り沙汰されておりますけ

ども、やはり、その地域地域の現状に応じた、その自治体独自の制度というものは必要性があ

るのではないかなと思うんですけども、町長が進める親子体験の大事さとか、そういう絆を深
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めるという言葉をよく口にされますけども、町長が考えるところのこの親子での体験とか、親

子の時間の大切さ、行政としての在り方みたいなものの見解があれば少しお聞かせ願えません

か。 

○町長（高岡秀規君）   

 この質問を受けて、沖縄の座間味村がこの制度を取り入れているっていうことで、村長のほ

うに顔見知りだったのでお聞きしました。 

 それ聞きますと、相当ないい制度で、子供たち、そしてまた各家庭が喜んで利用しているよ

うです。 

 年間に大体３日から５日程度想定しているらしいんですけども、今後、そのラーケーション

によって、ちょっとしたデメリットを解決するためには、欠席の管理等にはラーケーションと

いう区分を設けたり、あと出席簿や給食等がワンクリックで連動する仕組みであったり、あと

一番は、学習フォローの標準化ですね。ｅラーニングや共通システムを利用するとか、ちゃん

とフォローしてあげるということが必要だろうと思います。 

 また、保護者の責任の明確化というのも必要だろうと、安全性とか、そういったものも必要

だろうと。 

 また、家庭によってはできない家庭があったときに、子供たちが平等性を失ってはいけない

ので、それを解決するためには、地域の連携で標準化メニューですね、子供たちがラーケーシ

ョンを利用するためには、保護者が仮にいなくても、地域の人たちでそういったことができる

とか、そういったフォローも必要だろうというふうに思いますし、今後は、今、座間味村とそ

してまた顔見知りの首長さんに聞きますと、非常にいいから全国的に広がるのではないかなと

いうこともございますので、しっかりと精査をしながら、教育委員会と連携を図ってどのよう

に進めるか等々は検討していきたいというふうに思います。 

○４番（植木厚吉君）   

 私もこの制度を知り、いろいろ調べていくうちに、かなりこういった地域には、先ほども話

しましたけども、現在では共働きが当たり前の御時世ですので、なかなか家族の時間が合わせ

づらい、取りづらいっていうのは、非常に危惧するところでありますし、それを解決していか

なきゃいけないというところをまた制度的に推進するっていう、すごいいい制度だと思うとこ

ろでありました。 

 いい側面ばかりでもなく、もちろんデメリットもあろうかと思いますので、この制度につい

て仮に導入した場合のデメリット等が考えられるものがあれば、どのようなものがあるでしょ

うか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 
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 デメリットといたしましては、学校では教育課程で、児童生徒の発達に応じて系統的、計画

的に授業を行っております。 

 また、校内校外でも授業を行っております。 

 友達や先生と学ぶことで、多様な考え方に触れて自分の考えを広げて、学校ならではのよさ

をできると思います。 

 また、授業を休むことで、家庭学習や個人で勉強したとしましても、授業で得られるはずの

学び得られることが少し難しくなるんじゃないかなと思います。 

 また、いろいろな事情、制度を活用できない児童生徒もいらっしゃいますので、それに関す

る公平性とかは問題ではないかと思われます。 

 以上です。 

○４番（植木厚吉君）   

 昨日でしたかね、報道のほうでも出ていましたけども、来年度から土曜授業の削減というの

も出ていましたけど、その辺の兼ね合いも含めて、土曜授業がまた元に戻るというか、削減に

なった経緯といいますか、教育現場から見た意見等があれば、ちょっと教育長、何かございま

せんか。 

○教育長（福 宏人君）   

 議員の質問にお答えします。 

 昨日の南日本新聞報道の中で、鹿児島県の教育委員会が進めています土曜授業の在り方につ

いて、来年度か、報道では３回程度ということで、今後は具体的なことについては決めていく

という方向性が出されております。 

 今、学校現場の中で、一つ大きくは、働き方改革の中で、全国土日週休日、基本的には学校

は休みなんですよね。 

 全国的に見てなかなか土曜授業をしている地域も少ないということで、今回、県教育委員会

が見直しをすると、その前に県の市町村の局長会議の中でも話題が出て、この土曜授業の在り

方についてはどうするのかということを検討してまいりました。 

 今後、具体的には学校の教育課程も含めて、いろいろと話を進めながら、年間３回というふ

うな形で大本に出ていますので、それをするのか、土曜授業をしないのが、そういったことに

ついては各市町村、それから各学校の教育課程編成は、学校長のほうが責任を持っていますの

で、また話を進めたいというふうに考えています。 

 併せて、このラーケーションのことなんですが、愛知県の中でも、特に中心部の名古屋市は

導入しないという方向性を実は示しております。ちょっと現在、今調べていないので分かりま

せんが、愛知県全体ではこれを導入すると、一部名古屋市はこれを導入しないという大きな理

由の中に、子供たちのいわゆる体験格差のことがありますね。いわゆる、したくてもできない
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子供たちの状況を考えて、貧困のそういったことであるとか、なかなかやりたいけど連れてい

けない家庭もあるというのも事実なんですよね。なので、子供たちの中でそういったような体

験格差が生じたときには、どういうふうな対応をするのかというようなことで、名古屋市は、

すぐすぐには取り組んでいないのが現状ですね。 

 ですので、すごくこの、先ほど町長が話をしたとおりメリットもあります。 

 今、年間365日一年そうなんですけど、大体子供たちが学校に行くのが大体今年で207日。残

りは休みに実はなっていますね。大体160前後は一応土日とか休日とか休みなんですよね。 

 その中で、特にこの離島、へき地においても様々な体験経験もしていますが、昔の子供に比

べて、これは実数に調査したことはないんですが、やっぱり自然体験とか、このすばらしいそ

の中の体験なかなかできないんですよね。 

 今回、今、教育委員会としては、例えば徳之島学ということで、歴史文化そういったものを

超えて新たに学校で勉強すると。そのためには、地域の方々のこういったような知見も借りな

がら、地域ならではのそういったようなものを学ぼうということを今始めています。 

 それから、もう一つは、われんきゃポイントで、親子で体験することによって、それを認め

て、さらに応援しようということを今進んでおりますので、本町でもそういったような子供た

ちの体験を重視した今、取組を始めています。 

 さらには、町長も座間味でしたかね……そこでいろいろと研究をしていますので、私どもも

これからの子供たちの学び方主体的な学び方とか子供たち自らも学ぶということでいろいろな

学び方があります。 

 実は、きのうも遠隔のこういう授業で、防災の教育について関係者が後ろのほうにも傍聴に

来ていますが、全国の北海道から鹿児島までの800人ぐらいの子供たちと広域を遠隔で結んで、

それぞれの防災とは何かというようなことを勉強しました。 

 ですので、今後、学校現場ももちろんそうですが、様々な学習の方法もありますので、そこ

はまた、やっぱり第一義的には家庭でともに学ぶという家庭学習も非常に大きな割合を占めて

いますので、そこはまたいろいろと検討しながら、常に島われんきゃのそういった勉強のため

にはどうあればいいのか、また検討していきたいというふうに考えています。ありがとうござ

います。 

○４番（植木厚吉君）   

 徳之島で沖縄のラジオが入るので、この間聞いたところなんですけども、沖縄は旧盆式でお

盆をするんですけども、ウンケーとウークイというのかな、迎え盆と送り盆とか、その辺に関

しては、企業、学校とかも公の休みとして扱うところもある。それだけ地域の行事ごとといい

ますか、地域の伝統というものにしっかり対応しているっていいますか、地域性を出している

というのを感じたところでした。 
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 また、冒頭でもありましたけども、今どの家庭においても本当に共働きが当たり前ですし、

家庭の在り様っていうのも様々な事情があります。 

 その中で、我々の幼少期と比べてもいろいろな環境が違いますし、なかなかこの親子の時間

っていうのが取りづらい環境にあるのかなっていうのは感じるところでありますので、この制

度の件を上げたんですけども、やはり、今後は、こういう制度もありつつ、また企業でありま

すとか、学校現場から発祥して、また企業のほうにもそのような休み方の改革でありますとか、

そのようなふうに後々発生していければいいのかなと思うところでありますけども、改めまし

て、今後、導入についての見解といいますか、前向きなのか後ろ向きなのか、町長の言葉を頂

きたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 これは、やる方法であるとか、あと内容であるとか、その保護者に対してそれを理解してい

ただくことが重要かなと。 

 あくまでもラーニングなんですよね。ただの遊びではないということが理解できるかどうか。 

 当然、家族で学ぶっていうことが本来ならこの目的であるわけですよ。そこをしっかりと保

護者が理解していただけるかっていうことが今後の課題だろうというふうに思いますし、事務

的な教職員の負担も、例えば給食等のキャンセルなどとか、学習面のフォローとか、不公平公

平制度が保てるのかっていうのがあるんですが、これは解決できると私は思っています。やり

方によっては。 

 それが本当に保護者の明確化な責任であるとか、そういったものがちゃんと担保できるのか

どうかを今後は検討しながら、子供たちの目線で子供たちが生きる力、家族の絆等々を学んで

いくためにはどうしたらいいか等含めて、総合的に判断していきたいなというふうに思います。 

○４番（植木厚吉君）   

 なかなか早急な決断というのはおっしゃるとおり難しいところでありますけども、やはりす

ごいいい制度ですので、ぜひいろいろな事例等々もこちらも調べますし、やりながらぜひ前向

きに検討していただければと思うところであります。 

 それでは、次にいきたいと思います。 

 徳之島町の町内墓地の事情について伺いたいと思います。 

 昨今、各集落等の墓地において、管理者不明の墓地に雑木などが繁茂し、墓地の荒廃化が問

題になっております。 

 今後も管理不足の墓地の増加が懸念されますけども、現状での課題等を伺いたいと思います。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 植木議員の御質問にお答えします。 

 現状で各地区にある管理不足、荒廃化した墓地につきましては、個人または各地区などで管
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理しているため、所有者や相続人を把握できていないことなどが課題となっています。 

 以上です。 

○４番（植木厚吉君）   

 これ以前にも取り上げた問題なんですけども、また改めて出してきたのは、先日、委員会の

ほうでも鹿児島市の合葬墓のほうを研修させていただきましたけども、やはりいろいろな自治

体において、この墓地の問題、問題になっているなというのが肌感覚で思うところでありまし

た。 

 課長の答弁にありましたとおり、この墓地というそのものがかなり古い施設でありますし、

明治前とか相当地域においても古い施設であるし、登記であったり権限的なものが曖昧ではっ

きりしていないというのがその墓地の特殊性だと思うんですね。 

 その特殊性がゆえに、なかなか権限を持って誰かが管理をするとか、手を入れるとか、なか

なか集落でも二の足を踏むところもあるし、なかなか予算も捻出するところがないというとこ

ろで来ているんですけども、近隣の方々がついでに管理をしたりとか、今まではできた側面も

あるんですけども、現在の墓地の管理者も高齢化してなかなか自分の区画をするので精いっぱ

いというのが現状であります。 

 そういった中で、やはり今後、この問題は顕著化してくるものと思って改めて出させていた

だいたんですけども、今現在、町営墓地は亀津のほうにありましたよね。大体区画ではどのぐ

らいあるんでしたっけ。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 町営墓地は、亀津南ヶ丘墓地70区画、亀津大名当墓地14区画、計84区画が町営墓地となって

います。 

 以上です。 

○４番（植木厚吉君）   

 この84区画ですか、きちんとその権利者といいますか、使用者はしっかり把握できておられ

ますか。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 町営墓地につきましては、所有者は全区画把握しています。 

○４番（植木厚吉君）   

 これはごく本当亀津の一部の区画で80足らずですので、なかなか全体的な墓地の数からした

ら、かなり少ない数かと思います。 

 この墓地に対して募集者といいますか、結構ありますか。 
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○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 民間の方から墓地の空き墓地がないかとの問合せはあります。 

 実際、今町営墓地に対しては、区画みんな埋まっているため、民間の葬儀屋さんなどを紹介

しているところであります。 

○４番（植木厚吉君）   

 やはり、この町の規模で80足らず、本当に少ないかと思うんですね。 

 これは後の質問にもつながりますけども、やはり、今後は、そのようなところも考えていか

なきゃいけないところでありますし、80区画の今現在の管理者がいまして、その方が仮に管理

されている方がなくなると、そうなるとその後はどうなるんですか。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 管理者の方が亡くなられた場合は、直系の親族の方に引き継いでもらうような形になります。 

○４番（植木厚吉君）   

 ということは、なかなかその80区画が空きが出るというのは、なかなか考えづらいという現

状であるという認識でよろしいでしょうか。 

 また、この町営墓地とは別に、各集落に墓地もありますけども、現況を把握といいますか、

管理者であったり、区画の所有者とか使用者等々の情報等は町にはありますか。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 町営墓地以外に対しては、民間の墓地とか共同墓地についてはデータがない状態です。 

○４番（植木厚吉君）   

 やはり、今、我々集落においてもあそこ誰が管理しているのかなあとか、正直、放置状態で

草木がある墓地がちらほら目立つようになってきて、やはり集落単位ではなかなか手が回らな

いというか、その中でこの情報をまず得るというのは非常に大事じゃないかなと思うんですけ

ども、今後、そのような墓地、台帳的なものといいますかのをヒアリング調査とか、その辺を

するようなことは検討できませんか。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 民間の墓地等については、現在のところ計画はありません。 

○４番（植木厚吉君）   

 ぜひこれも検討していただいて、なかなか予算が絡むことなので、返答しづらいのは非常に

分かりますけども、やはり情報の一つとして、区長さんとかと連携をして、あらかたの情報を
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持つというのは有効ではないかなと思うところであります。 

 ぜひ、今後、検討していただければと思うところであります。 

 次に、相続人の不明や管理者の高齢化と様々な要因で手入れの行き届かない墓地が増加して

きております。そのようなことを踏まえて、各管理集落に環境整備等の助成ができないか伺い

たいと思います。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 集落内の共同墓地などは、町営墓地とは違い、明確な管理者がいないため、環境整備等の助

成は難しいと考えています。 

 共同墓地などの整備につきましては、関係者や集落等での対応をいただきますようお願いい

たします。 

○４番（植木厚吉君）   

 多分、皆様のお手元に資料が配られているかと思いますけども、奄美の永田墓地の実情とい

いますか、資料がありましたので取ってきましたけども、大島のほうでも、大島に限らずです

けども、やはりこのような問題が非常に顕著化して、行政として対応すべきというところで、

これは市営墓地ですので、こちらとはニュアンスが違うんですけども、やはり、今後を踏まえ

た管理といいますか、情報共有、またその後の在り様っていうのは非常に大切だからこそ奄美

のほうも取り組んだ事例かと思います。 

 先ほど、なかなか予算化というのは難しいというところもありましたけども、墓の中でも通

路でありますとか、水道とか、共用の部分もたくさんありますし、なかなか本当に集落もお金

が出せない。個人的に負担もできない。そのままでいいのかなというのが実際現状であります

から、ぜひいろいろ検討されてください。 

 ちなみに、集落とか整備要望とかは出ませんか。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 盆前とかに荒廃しているお墓の草などを刈ってもらえないかという相談は数件あります。 

 以上です。 

○４番（植木厚吉君）   

 これは先だってですけど、宮之原議員と亀津の墓地のほうで、地域住民からのお願いがあり

まして、現状を見てきましたけども、なかなか集落でもできないし、個人的にもできないし、

本当どうしていいものやらというのが本当に現状でありました。 

 これは本当に行政が今後も踏まえて主体的となって進めていくべき案件かと思うところであ

ります。 
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 次に移りますけども、現在、徳之島もＵターン希望者、Ｉターン希望者、大変増えておりま

す。 

 その中で、やはり御高齢の方もおられますし、またそのような方の中には、こんな住みやす

い徳之島で人生を最後まで全うしたいって希望されている方も多数おられるのも話を聞いてお

ります。 

 また、逆に地域においても子供さんが都会にいるので、島を離れて、お墓等処分して墓じま

いして都会に引き上げるという方も現状で出てきております。 

 このような背景からも、今後、この墓地というものの公営化、また先日の研修で見ましたが、

合葬墓とかも検討すべき案件ではないかと思うところであるんですけども、今後、整備検討委

員会等設置して、設置に向けた検討ができないか伺いたいと思います。 

○住民生活課長（大山寛樹君）   

 お答えします。 

 墓地や合葬墓等につきましては、少子高齢化や核家族化の進行に伴い、後継者問題やお墓を

持てない方に対応するため、整備が必要な施設だと考えています。 

 町単独または広域での整備ができないか、整備検討委員会等の設置の必要性も含めて関係機

関で協議したいです。 

○４番（植木厚吉君）   

 徳之島町で今、一生懸命Ｕ・Ｉターン者を募るわけですけども、やはりこの御高齢の方の懸

案の中で、先ほどもお話しましたけど、こういう墓地の問題というのは、切って切り離せない

ところであります。 

 高齢者対策じゃないですけども、このような合葬墓とか、ほかの件に関して町長、何か御見

解があれば一つ頂いていいですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 墓地の問題につきましては、全国的に今問題となっておりまして、墓を看る世代がだんだん

いなくなってきたり、そして、また希薄になってきたりいうことがございますが、その希薄に

なったことでありますとか、先祖の敬う気持ちっていうのは町がしっかりと守らなければいけ

ない理念でもありますので、今後、どういう施策が一番いいのか等も含めて、各関係課とそし

てまた関係者と話をしっかりと意見交換しながら、方法を今後、検討するというところもあり

得るかなあというふうには思いますが、現在のところは、このままで推移すると思いますし、

今現在、お墓が手入れ等々はできない場合は、今ふるさと納税でも墓の掃除とかを今、出して

いるところでありますし、今後そういったことの需要に応えながら決めていきたいかなあとい

うふうに思います。 

○４番（植木厚吉君）   
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 私も嫁が亀津なので、毎年、送り盆は亀津の墓地で送り盆するんですけども、本当に親族が

集まってその墓でっていう風習、家族にないもんですから、すごく最初は衝撃的だったんです

けど、すごいいい風習だなと思うんですね。やはり残しておくべきものであるし、先ほどの

ラーケーションの件もそうですけど、なかなか最近、昨今では家族の絆を改めて再確認する場

っていうのがなかなか少ないのかなと思うところで、このような墓地の件も出したんですけど

も、基本あのような家族で集い、先祖を敬うという心を永代に続けていければなと思う中での

質問でしたので、また課長もいろいろ御検討いただきまして、前向きに取り組んでいただけれ

ばと思います。 

 以上を表簿として質問を終わらさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（行沢弘栄君）   

 しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時３６分 

再開 午前１０時３８分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、勇元勝雄議員の一般質問を許可します。 

○８番（勇元勝雄君）   

 皆さん、おはようございます。 

 ９月10日の新聞で公金着服があったということで報道されました。このような不祥事が出た

のは町長だけに責任があるわけではありません。我々議会もチェック機能が発揮されていなか

ったと私は思っています。我々議会はもっと町政に対してチェック機能をしなければいけない

と思っています。今、タブレットのほうに出ていると思いますけど、12年前に勇退した議員が

述べた言葉があります。一応、読んでみます。 

 「町議員は町長擁護派と目されてきた１人だが、最後の４年間は米軍基地問題や町購入の土

地問題などいろいろあった。高岡町長には事業を進めるための議会への丁寧な説明、リサーチ

が足りなかったと冒頭で指摘、派閥の領袖的な仲間や数々の疑念を追求し続けてきた同僚議員

を啞然とさせた。指摘は①議会に示された当初案がプツリと消えて居酒屋になり、アンテナシ

ョップとして開業されました。土地利用計画は二転三転の末の植物工場、開発商品販売が４月

からどうなるか分からず、指定管理者も手を上げない加工センター美農里館、どのような管理

委託になっているか分からない植物工場といった疑念や矛盾を列挙して批判した。その上で町

長も悪いが議会はもっと悪い。議案最後に反論するのは我々議会だと自省、そして、議会基本

条例が制定できなかったのは非常に残念だ。次の選挙には現在16の議員定数を削減する必要が

ある。外部の論議に委ねるべきだ。お友達でお互いの傷口を舐め合っていては進歩がない」と。



― 146 ― 

きっぱり議場内は静まり返ったまま、同日の本会議は閉じられました。 

 12年前にこういう立派な先輩がいたことを私は徳之島町の議員として誇りに思います。現在

はどのような状態になっているか、それは各議員で分かると思います。町長、議員、職員は町

民の奉仕者であるべき、そのことを肝に銘じ、町民目線の政治を目指す。８番勇元が以下の

８項目について質問いたします。 

 短く簡潔に的確な答弁をお願いします。 

 まず、１番目に、12年間質問してまいりました子ども医療について。私は子ども医療費の無

償化を３期12年間要望し続けてきた。全国的に97から98％以上、県下では実施していないのは

徳之島町だけ全市町村単位で実施している。薬の耐性ができるとか、医療費が上がるという答

弁はどうかなと思う。私はどう考えても、私の質問に対して町長は意地になって実施をしない

のではないかと思っています。賢明な町長がそういうことはないと思います。前回の答弁で保

育料、医療費、給食費無償化については、以前から全国町村会において要望している。首都圏

が無償化してしまうと首都圏への人口流入が懸念されることから、全国一律の制度が必要であ

ると考えると、という答弁だが、どのようなことかお伺いいたします。 

○町長（高岡秀規君）   

 まず、最初にお答えいたします。 

 意地になっているわけではございません。そして、また薬の耐性等々については以前お答え

したとおりであります。そして、全国町村会においては、保育料、給食費、医療費等々の要望

をしているところでありまして、少しずつ保育料にしても給食にしても今、議論をしているだ

ろうというふうに思いますので、全国一律の政策ということで、無料化についてはするべきだ

と今でも思っておりますので、要望を続けていきたいというふうに思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 実際、全国的に見ても97％、98％、恐らく現在は99％近くの市町村が実施していると思いま

す。県下では徳之島町だけが医療費の無償化をしていない、薬の耐性ができるとか、そういう

ことはどのような場合に薬の耐性ができるのかちょっとお伺いいたします。 

○町長（高岡秀規君）   

 もし、無料化によっての薬の耐性については以前から研究をされて、今データが出ていると

ころであります。必要の乏しい抗菌薬の処方の増加によって、その薬が効かなくなる菌が増え

てくるということでありまして、薬の開発のいたちごっこであるということが懸念されるとい

うことであります。それが結果的に薬が効かない病気になったりする懸念があるということで、

薬の薬剤に対する耐性が問題となっているところであります。 

○８番（勇元勝雄君）   

 その薬は長いこと使ったから耐性が出るとか、短期的に使っても耐性というのは出るわけで
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しょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 簡単に申し上げれば、仮に風邪をひきました。菌が発生して抗菌剤を打ちます。熱が下がっ

たら薬をやめます。つまりは、細菌が全て死ぬ以前に薬をやめてしまうということに問題があ

るようであります。それがしっかりと薬の処方をするときには、熱が下がったとしても医者の

指示に従って熱が下がったとしても、しっかりと菌が壊滅するぐらいの処方というものが必要

だろうというふうに思いますが、それがなかなか厳しいという現状と、細菌が全て失うという

ことの判断が難しいというところから薬の耐性等が懸念されるということであります。 

○８番（勇元勝雄君）   

 そういう事例はあるんでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 現在、ありますので様々な薬が開発されているところであります。 

○８番（勇元勝雄君）   

 その耐性以前の問題に、やっぱり子ども医療費、全国的に見ても全部実施しているわけです

よね。全国、大体97から98％ということは、恐らく千七百何市町村の中でも恐らく1,500市町

村は実施しているわけですよね。そういう点も踏まえて薬の耐性、全部が全部耐性ができるわ

けではないですから、病院行ったら必ず薬をあげます。それは途中でやめる人もいると思いま

すけど、そこを乗り越えて結局、今現在、全国ほとんどの市町村が医療費の無償化をしている

わけです。 

 ２番目の、７年の３月議会、無償化により受診率は1.5倍になる。さらに、薬についても不

必要な抗菌薬の処方がデータとしてあります。それにより、薬剤耐性菌等の問題が懸念される

医療費については、国や保健者が政策としてすべきと答えています。これはどのようなことで

しょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 無料化については、我々は国の施策でやるべきだと思っております。無料化で予算を使うの

ではなくて、仮に子供たちが健康づくりであるとか、精神的な人間力をつけるための予算とい

うものはどんどん市町村の特性を出していいのではないかなというふうに思っております。そ

してまた、薬の耐性については今話をしたところであります。そして、今、未就学児について

は今、徳之島町も無料になっているところでございます。そして、ゼロ価格効果ということが

研究結果が出ておりまして、私どもは将来の子供たちにとって何をしたらいいかということで

どんどん推進するための予算というのは作るべきだろうというふうに思っておりますし、どん

どんいわゆる病院に通いなさいとか、そういった施策ではないわけですね。そしてゼロ価格効

果というのは御存じだと思うんですが、自己負担を100円でも200円でも課せることで、医療費
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というものは削減できるという結果が出ております。安かろうが高かろうがそれは関係ないと

いうことの結果です。 

 それで、無償化になってしまうと医療費が７％から8.9％ぐらいに医療費が上がってしまう

ということです。将来の子供たちが何倍もの公費負担をする可能性が出てきているなというふ

うに思いますし、今現在人口減少であるんですが、実際にはその医療制度というものは立ち行

かなっていくだろうと私は予想しております。よって、保険料の水準統一加速化プランにおい

て、令和12年度をめどに保険税を一元化しましょうという国の施策がありますから、しっかり

とその令和12年度を見据えて同じ医療サービスでないと保険税は一元化できないということが

私は思っておりますので、しっかりとその辺については国へ訴えてまいりたいというふうに思

います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 県のほうも今年から未就学児は無償化にしていますよね。未就学児は無償化していますか。 

○町長（高岡秀規君）   

 実は、私もそう思っていたんですけれども3,000円の負担があるんですが、それについては

町のほうで未就学児については負担をしているということです。 

○８番（勇元勝雄君）   

 担当課長どうですか。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 鹿児島県による子ども医療費制度の改正の内容はニュースや報道でもありましたとおり、未

就学児の課税世帯を対象として２点見直しがありました。 

 １点目は、これまでの自動償還払い方式から現物給付方式への見直し、これは医療機関での

窓口払いがゼロになるということです。 

 ２点目は、所得制限が撤廃されております。これに合わせて町では自己負担ゼロ、所得制限

を撤廃することとしております。これは令和７年４月１日からスタートしております。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 これは、未就学児は自己負担なしということですかね。 

○介護福祉課長（福田博文君）   

 そのとおりであります。６歳児まで。 

○８番（勇元勝雄君）   

 町長も今聞いたとおり、未就学児は自己負担なし。 

○町長（高岡秀規君）   

 3,000円については町が負担しているということですよ。それで無償化ですよ。 
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○８番（勇元勝雄君）   

 町が3,000円負担しても未就学児まで、今まで３歳まででしたよね。それを町長が言う耐菌

性が出るとか、そういうことを懸念するんだったら、県がそれを実施するからといって町がそ

れをついずいするというのは、その体制下に対してはどういうのを考えますか。 

○町長（高岡秀規君）   

 だから、答弁しているように町がやるのではなくて、国がしっかりと無償化についてはする

べきだということを言っているわけです。 

○８番（勇元勝雄君）   

 しかし、町民の皆様はほかの市町村は全部無償化で、徳之島町だけが耐菌性が出るとかいろ

いろ問題があるようですけど、それでしないということ自体が私はおかしいと思うんですよ。

耐菌性が出る、それは町のほうでも広報でも出して薬を使用されたらその期間は飲んでくださ

いとか、いろいろ広報を出して町民の皆さんに知らしめるべきであって、各市町村の首長もそ

ういうことを、町長が言ったようなことを勘案してでも無償化にしたほうがいいということで

実施していると思うんですよ。 

 ３番目の、厚生労働省によると、無償化は医療費の増大、抗菌薬の処方増加により、薬が効

かなくなるという悪影響が懸念されるとある。子育て支援はわれんきゃポイントや給食費の地

域振興券への返還等で対応するとなっていますが。 

○町長（高岡秀規君）   

 まず、医療費の無料化ということでの効果というのは負担軽減が一番大きな事実だろうと思

います。その負担軽減をどういう形で町として支援するかということでわれんきゃポイント、

家族の絆を大事にし健康づくりに対してお金を出すことによっての支援策が私は有効ではない

かというふうに考えております。そして、無料化による負担軽減というものはしっかりと国の

ほうで見てください。なぜならば、医療制度というものは県・国がしっかりと補助金を出しな

がら、負担を出しながら運営するものですから、保険税の在り方ということを今後は国のほう

が考えていくことだろうというふうに思いますし、今、子供にとってのより良い医療というも

のはどうなのかということが、最近になって厚生労働省が研究しております。病気によって現

物給付をするものと、そして高額医療が必要なものというものをすみ分けをして医療費の積算

をしたらどうかとか、様々な研究がなされておりますので、それを鑑みながら保険税統一化に

向けてしっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 医療費は、病気になってから病院に行くわけですよね。われんきゃポイント事業、そして給

食費の地域振興券ですか。そのわれんきゃポイントに対しては、今現在どれぐらいの加入でし

ょうか。 
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○学校教育課長（太  稔君）   

 勇元議員の御質問にお答えいたします。 

 われんきゃポイントは８月31日現在、対象者数981名、登録者数614名で62.58％です。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 62.5％、あと３割ぐらいはまだ登録してないわけですよね。登録したくてもできないという

状態の方もいると思うんですよ。これも非常に不公平だなと思います。そして、この間のあれ

では、景気対策で2,000円のポイントをあげるという、広報ですか、なんかでありました。そ

れはちょっと違うのではないかと思うんですよね。そういう景気対策という広報かなんかで見

た覚えがあるんですが、そういうことを出したことがあるんですか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 

 令和７年度に対しまして、ポイントの加入率促進、そういったことも含めまして、また景気

対策ということでポイント2,000円分のポイントを付与している政策を取っております。また、

勇元議員がおっしゃられた不公平ということがございましたけれども、現在加入していない方

に関しましてははがき等でぜひ加入してくださいということです。また、ＰＴＡ総会とかそう

いったことで割引ポイントをＰＲしていまして、このような事業で100％を目指しております。 

 以上です。 

○町長（高岡秀規君）   

 補足しますが、不平等ではないということだけは御理解いただきたい。誰もが入れるわけで

すよ。ある一部は入れないというわけではないんですよね。誰もが入れるシステムになってい

るということを御理解いただきたいと思います。そして、また町の施策としては、１点を見つ

めるのではなくてトータル的にどうしたらいいかなんですよね。無償化によってどこかでお金

を使われるよりは、しっかりと費用対効果が出るように、しっかりと徳之島の中でお金を回す

施策で、所得が少しでも上がるような雰囲気がつくれないかとか、地産地消ですね。そういっ

た経済も考えながら子育て支援もしっかりと取り組んでいくということが、１点ではなくて面

で考えていくことが重要だろうというふうに思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 私も面で考えると思っています。無償化にした場合、そのお金が消費に回る率が多いと思う

んですよね。貯蓄に回るより消費に回る、そして、そのポイント事業自体の趣旨が親子でボラ

ンティアをするとか、いろいろ項目がありますけど、そういう趣旨のために我々議会はその予

算を通したわけですね。だけど、そういう物価高対策、景気対策のためにポイントを20ポイン

ト、2,000円あげる。そういう文言が出てくること自体が私は疑問に思うんですよ。普通は、
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議会でこういう事業に使いますよということで議会を通っている訳ですから、今後、そういう

ことがないように気をつけてください。 

 続きまして……。 

○議長（行沢弘栄君）   

 勇元議員、しばらく休憩します。11時20分より再開いたします。 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時２０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 勇元議員。 

○８番（勇元勝雄君）   

 議長の許可を得まして質問の順番を変更いたします。 

 ８番目を２番目に持ってきて、あとは順次繰り下げで質問いたします。 

 昨日の新聞報道でありました120万円の公金着服があったということで、大々的に新聞・テ

レビでも報道されています。こういうことは町の恥、そして我々議会もチェック機能を果たせ

なかったということで、議会にも一端の責任はあると思っています。昨日の新聞報道の内容に

ついてちょっと質問いたします。 

 発覚するまでの時系列の説明をお願いいたします。 

○町長（高岡秀規君）   

 まずは、今回の事件において町民の皆様、議会の皆様に深くおわびを申し上げます。 

 答弁につきましては、総務課長のほうからいたします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 私のほうからも、このたびの職員の不祥事により町民の皆様、また議会の皆様には大変御心

配と御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。 

 町といたしましては、服務規律の徹底が不十分であったことを重く受け止めており、再発防

止に向け職員研修や管理職による指導体制の強化を進め、町民の信頼回復に全力で努めてまい

ります。 

 ただいま勇元議員のほうから御質問がありました公金につきまして時系列、新聞のとおりで

はございますが答弁いたします。 

 公金の取扱いにつきましては、本町職員が公金120万円を自宅へ持ち帰るという事案が発生

いたしました。持ち帰ったことが確認できた６月４日に町の規定に基づき、懲戒処分としたと

ころでございます。公金につきましては、町の補助金として各団体へ配付される現金でござい
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ました。このたび、公金の取扱いにつきまして職員に対する指導管理が十分でなかったことを

改めておわび申し上げます。今後は、職員への研修やチェック体制の強化などを徹底し再発防

止に万全を期してまいります。 

○８番（勇元勝雄君）   

 報道の中で、私物の金庫があったということはどのようなことでしょうか。役場に私物の金

庫を持っている職員がいるということでしょうか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 自分の机の中に入るぐらいの金庫でございます。施錠のできる机の中に、さらに自分で持っ

てきているその金庫を鍵を閉めてなおしていたということでございます。 

○８番（勇元勝雄君）   

 公金というのは、その日扱った分は必ず最終的には会計の金庫に預けなければいけないわけ

ですよね。それぐらいのことも分からない職員がいるというの自体がおかしいと思うんですよ。

普段の指導が徹底されていないとしか言いようがないと思うんですよね。そして、その５月に

して６月４日発覚して、６月４日に処分をした。そのお金は全然使われていなかったんでしょ

うか。それともそのままあったのか。そういった内容を調べてあるんですか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 ６月４日に持ち帰ったということを本人がお話ししました。何に使ったのか、また全額使っ

ていたのかというところははっきりとはしておりませんが、一部生活費に充てたということで

はございます。 

○８番（勇元勝雄君）   

 ６月４日に持ち帰ったと今答弁しましたけど。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 発覚したのではなく、持ち帰ったことを本人に確認ができたのが６月４日でございます。 

○８番（勇元勝雄君）   

 ６月４日に発覚して６月４日に懲罰委員会を開いて停職６か月という判断を下しているみた

いですけど、懲罰委員会で実際に懲罰をするんだったらその使い道とか、そういうのをピシッ

と確認して、一部それに対しても非常に疑問に思うんですよ。その懲罰委員会のメンバーは誰

でしょうか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 
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 懲罰委員会の委員は総務課長、私ですが、総務課長と企画課長、そして総務課長補佐、そし

て町長がその都度任命できるとなっておりますので、以前の総務課長補佐を充てております。 

○８番（勇元勝雄君）   

 町長は懲罰委員会に入っていないんですか。 

○総務課長（村上和代君）   

 町長は懲罰委員会には入りません。 

○８番（勇元勝雄君）   

 どのような基準で６か月という停職期間を設けたのか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 懲戒処分の規定に基づきまして６か月といたしました。 

○８番（勇元勝雄君）   

 新聞報道では、基準の策定を検討していきたいとなっていますよ。こういう基準がない。 

○総務課長（村上和代君）   

 公表基準がないということでございます。 

○８番（勇元勝雄君）   

 県内で公表基準を決めているのはどれぐらいの市町村があるのでしょうか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 公表基準を決めているのがどの市町村かということは、今のところ私は分かりません。 

○８番（勇元勝雄君）   

 これから、基準の策定をしたいということでしたので、６月こういうことが発覚して、７、

８、最低２か月ですよね。ほかの市町村に問合せてどのような基準を設けているかということ

をこの新聞報道が出る前に策定すべきであって、新聞報道が出ても基準がありませんでは、ど

のような仕事をしているんですか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 ほかの市町村の事例も踏まえまして、現在中身を精査しているところでございます。 

○８番（勇元勝雄君）   

 では、後でそのほかの市町村のあれを見せてもらいたいと思います。事務局のほうにも聞い

てもらいましたけど、まだ返事はもらっていませんけど、最低、天城町は設けているようです。

掲示板に告示をすると、そういう事例があった場合、そういうことも天城町のほうでは言って

いました。 
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 何年か前にもこういう事例がありましたけど、何でもないあれで収めている、そういう体質

が現在の状況を生み出したと私は思っています。 

 ９月９日全議員の全協の場で発表したのはどのようなことで発表したのでしょうか。 

 全協、議員が集まっている場で発表しましたよね、課長と課長補佐来て、それはどのような

ことでその場で発表したのでしょうか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 新聞の記事に載るということで、事前に議員の皆様にも公表はないのですが、議員の皆様に

お伝えする義務があるのかなと思って御説明したところでございます。 

○８番（勇元勝雄君）   

 新聞の記事に載るということは新聞社のほうから電話が来たわけですか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 はい、いち新聞社のほうからお電話いただきました。 

○８番（勇元勝雄君）   

 もし、新聞社からそういう問合せがなかったら公表しなかったのでしょうかね。 

○町長（高岡秀規君）   

 今、あの段階では積極的な公表はしなかっただろうと思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 一般質問も出ていましたよね。そういううわさがあるけどどうですかという質問が。新聞社

から問合せがあったから公表する、最低限、そういうことが分かったときはある程度、我々議

員にも報告すべきとは思わないんですけど、知らせる術があったと思うんですよ。こうして、

新聞社から問合せがあって初めて公表する。そういう体質がおかしいと思うんですよね。どっ

ちみち一般質問が出て、こういううわさがありますけどどうですかという話を聞いた場合、

「ありません」ということは言えないわけですよ。現にあったわけですから。６月４日の時点

で。そういう事案があったわけですよね。もっと町政はオープンすべきであって、天城町がそ

ういう事例があった場合は掲示板で告示をする。それぐらいやっているわけですよ。隠そうと

するその姿勢が一番問題なんですよね。今後、気をつけてもらいたい。ここにいる課長も、恐

らく分かっている課長は何名かいると思います。実際、その投書を見て、私はこれは告発文だ

なと思いました。内部告発。ということは、職員は全部見ているわけですよ。一対一のことだ

ったらそれを隠せます。だけど役場に二百何名かの職員がいるわけですから、絶対隠し通せる

わけはないと思うんですよ。実際、そういううわさは新聞社に投書される前からうわさは聞い

ていました。もっと公務員としての自覚を持たなければいけないと思うんですよ。この中で何



― 155 ― 

名かはその投書を見ていますけど、そして、この新聞報道のコメント、新聞報道の対処に対し

て町長も同席していたのでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 新聞記者の取材につきましては、個々に受けておりますけれども、特段少し誤解を解きたい

なと思いますが、実は秘密にしているわけではなくて、あくまでも新聞に公表での公表ではな

くて、新聞社の問いに対してしっかりと答えたというその結果が載ったということです。それ

は公表とは少し意味合いが違うかなというふうに思います。そしてまた、今後の積極的な公表

についてはしっかりと今後検討していきたいなと、抑止力になるだろうというふうに思います。

そして、新聞報道等々についてはしっかりと答え、課長会のほうでも秘密にしているわけでは

なくて、もしかしたらそういったうわさ話が来たときにはしっかりと答えなさいと、今の事実

を答えなさいという話はしてございますので、決して秘密にしようと思ったわけではなくて、

公表という規定がなかったので、あくまでも個人情報ですので、しっかりと規定に則った公表

の仕方が妥当だろうということで、今検討をしているところであります。 

○８番（勇元勝雄君）   

 告発文書と普通の怪文書とは違います。そして、告発者を守るために町のほうでも努力をし

てもらいたい。今後、こういうことが起こる可能性はあります。そして、一番疑問に思うのは、

本人だけを処分してあとの人はなぜ処分されないのか。お伺いいたします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 私と担当課長も処分がありました。 

○８番（勇元勝雄君）   

 そういうのも公表すべきだと思うんですよ。普通、新聞とテレビでも出ていますよね。警察

でも職員でも県の職員でもいろいろ問題があって、そういうふうに事件に対して全部責任者が

責任を取っています。こういう問題を町民のためにも、そういう行為はすべきだと思います。

何で本人だけ処分して何で上司は処分されないのか。そういうことも言われています。現在の

状況ではそう思われても仕方がない状況です。 

 今度の問題、我々議会のほうにも報告をすべきか、するべきではないか、どう考えますか。

事前に。 

○町長（高岡秀規君）   

 しっかりと本人の調査、事実確認ができた上で個人情報等々も精査しながら報告というもの

は今後はやっていくべきだろうというふうに今考えております。 

○８番（勇元勝雄君）   

 全国とは言えないんですけど、せめて鹿児島県内においてもその処分の規定、しっかりと作
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って、今後こういうことはないように努力してもらいたい。また、するべきだと思いますので、

次の質問に移ります。 

 その質問の前に町長の決意を。一応、一言。 

○町長（高岡秀規君）   

 今、課長会のほうでも話したんですけれども、それぞれの職員としての仲間、コミュニケー

ションの中で疑いを持って人間関係はつくるのはいかがなものかなと、お互い信頼関係を持っ

て仕事をすることが一番ベストだろうというふうに思います。しかしながら、今回のような事

件が起こり得るわけですから、この信頼関係の中で不正を防ぐためにどうしたらいいかという

ことを今後少し検討していきたいというふうに思いますし、通帳の在り方、現金の保管の在り

方等を個人がやるのではなくて、団体としてしっかりと見極める必要があるかなというふうに

思います。これは決して個人を疑っているわけではなくて、信頼関係の中からそういったシス

テムがあるということをまず職員の皆様に分かっていただいて、普段の仕事については信頼関

係で仕事はしてもらいたいなというふうに思っております。今後は再発防止とその抑止力につ

いては公表ということを前提に進めていきたいなというふうに思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 一番大事なことです。町民の信頼を得るということを目標として、今後の町政頑張ってもら

いたいと思います。 

 ３番目かな、前回の答弁で副町長については二人三脚できる人材が必要であり、いかなる場

合でも揺るがない信頼関係を築けることが必要であり、今後、議会の理解が得られるような人

材の登用を考えているという答弁でしたが、そういう人材は見つかったのかお伺いいたします。 

○町長（高岡秀規君）   

 現在のところ検討をしているところでございまして、今、確固たる人材を絞られているわけ

ではございません。 

○８番（勇元勝雄君）   

 もうすぐ、１年半か、６か月になりますけど、これが原因とは言えませんけど、副町長がい

ないということも１つの原因だと私は思います。現在、総務課長が副町長の仕事も兼務してい

るような状態で、町長の出張、町村会の会長としての出張を考えたら多大なる負担を今現在、

総務課長に負担をかけていると私は思います。恐らく、家庭を犠牲にして総務課長、副町長の

仕事をしていると思います。早急に副町長の専任をすべきであって、１年何か月も副町長の専

任ができない、私はそれだけの人材がいないとは思いません。前の議会でも言ったと思います

けど、現在の総務課長、副町長の仕事もこなし、総務課長の仕事もこなしている。こういう人

でもいいのではないかと私は思います。またほかにもいろいろ人材はいると思います。なるべ

く早く副町長の専任をお願いしたい。また、お願いすべきであると私は思っています。年間、
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百何十日の出張、その間、いろいろこういう問題が、これは突発的に議会中ではなくて町長が

不在のときは総務課長が全部対応しなければいけない状態ですので、副町長はもっと早く、次

の議会には副町長の専任案件が出るような状態にしてもらいたい。 

 後の質問は、去年も恐らく去年と同じぐらいの日数の出張があったと思いますけど、割愛い

たしまして、３番目の町政に対しての支障はないという答弁でしたが、本当に支障はないのか

お伺いいたします。 

○町長（高岡秀規君）   

 その、私が事務のものをするわけではございませんので、事務的な等々義務的な仕事につい

ては支障はないものだというふうに思います。かえって私がいなければできないという体制こ

そが改めるべきではないかなというふうに考えております。そしてまた、様々な政策の判断と

なりますと、しっかりと情報の共有をしながら総務課長ないし担当課長と電話連絡であったり、

メールであったり、私が出張の際はしているところで、私が出張から帰った後に面会等々で対

応しているところですので、もう100％支障はないというわけでありませんが、支障を極力最

小限に抑えるという努力はしているつもりでございます。 

○８番（勇元勝雄君）   

 それは町長の考えであって、一般町民はそういう考えではないわけですから、副町長がもし

現在のような状態で副町長がいなくても仕事ができるのだったら、町村会の会長を辞めて町長

を専任するのだったら副町長を置く必要はないと思うんですよね。私は副町長を置くべきだと

思います。事務的なことではないんですよね、町としての対応、町民との対応、いろいろあり

ますから。 

 ３番目の入札についてお伺いいたします。 

 指名は公正に行われているのか、各課の課長にお伺いいたします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 指名の選定基準につきまして有資格者であること、業務委託場所の地域性、業務についての

技術的な適性を有しているか、不誠実な行為の有無がないか、経営状況信用度、安全管理状況、

手持ち事業量及び指名回数等の機会均等等を総合的に勘案いたしまして指名をしているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（行沢弘栄君）   

 各課長に簡潔な答弁をお願いします。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 
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 建設課では、事業内容を確認の上、工種、実績、経験、手持ち工事、工事場所等を考慮し指

名業者の選定案を作成したものを指名委員会に諮って決定しており、公平に行われております。 

○耕地課長（水野 毅君）   

 耕地課といたしましても、公正公平に選考しております。 

 以上です。 

○農林水産課長（廣 智和君）   

 お答えいたします。農林水産課としましても、指名は公正公平に行っております。 

 以上です。 

○水道課長（奥村和生君）   

 水道課といたしましても、入札の指名については公正公平を心がけております。 

 以上です。 

○社会教育課長（安田 誠君）   

 お答えいたします。 

 社会教育課といたしましても、指名については公正公平で行っております。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 学校教育課では、指名に関しては有資格者であること、場所等の地域性、過去の実績等を総

合的に勘案して行っております。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 前と比べたらある程度良くなっていると思います。学校教育、東中の校庭はまだ草ボウボウ

で運動会は母間港のほうでやるということですけど、プールより校庭のほうが発注は先のほう

が良かったのではないでしょうかとは思いますけどどうでしょうか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 

 プールに関しては既に発注済みでございますけれども、校庭に関しましては今建設課のほう

と調整いたしまして、でき次第すぐ指名委員会を行って入札を計画しております。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 夜間照明の方も発注しているわけですよね。プールは恐らくもう来年からしか使えない、校

庭はもっと発注を早くして、せめて運動会ぐらいは東中のほうでできるような状態に持ってい

ってもらいたかったです。 

 それと、電気工事、何社ぐらい指名しているんでしょうか。 

○建設課長（作城なおみ君）   
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 お答えします。 

 電気工事関係は５社指名しています。 

○８番（勇元勝雄君）   

 ほかに指名願いを出している業者はいないでしょうか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 電気工事の建設業許可業種電気工事を持っていらっしゃる業者さんは６社あります。 

○８番（勇元勝雄君）   

 なぜ１社は指名を入れないんでしょうか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 １社の入札の指名に入っていない方は空調工事があるときには指名に入っております。 

○８番（勇元勝雄君）   

 電気関係も許可をもらっているわけですからね。ほかにも電気工事、空調関係、指名に入っ

ている業者もいるわけですから、そうしたらその５社の指名業者の中に年商何千億、3,000億、

4,000億の会社も入れていますよね。せめて町の小さい工事ぐらいはその業者も指名に入れて

やるべきだと思うんですよ。実際、その年商2,000億円、3,000億円の、恐らくもう今3,000億

円、4,000億円近く受注していると思うんですよね。そういう業者を入れるより地元業者を入

れてやったほうが私は地元のためになると思うんですよ。実際、その指名業者５社の中でも、

これも入るあれも入るという業者がいますけど、私は非常に疑問に思っています。同じような

許可をもらっているなら何でこの業者は入れないのか、そういう点も踏まえて、これからの指

名に対してはもっと公平な指名をしてもらいたい。 

 ３番目の土木関係指名願いを出している業者、全部指名しているのかお伺いいたします。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 

 土木工事関係の令和６年度の指名につきましては、指名願い提出の32社のうち、指名競争入

札に指名されていない業者が３社あります。 

○８番（勇元勝雄君）   

 この３社は、なぜ指名に入れないのかお伺いいたします。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 お答えします。 

 指名に入っていない３社につきましては、実績経験、建設業許可業種別の資格、生コン納入

採用などの理由で指名回数がゼロとなっております。 

○８番（勇元勝雄君）   

 指名願いを出すということは、役場のほうに指名をしてくださいとお願いしているわけです
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よね。実際、亀津の業者が２社、東天城地区が１社、生コン対応とかそういう問題ではないと

思うんですよ。指名願いを出すということは指名してくださいとお願いしているわけだから、

ほかの業者は指名してこの３社だけを抜くというのはおかしいと思うんですよ。町長、どう考

えますか。 

○町長（高岡秀規君）   

 今、建設課の課長が答弁したとおりでありまして、それぞれの役割等々もございますので、

皆さんが正当な、いわゆる経営ができるような施策、そしてまた技術面とか地域性それぞれを

総合して指名を入れておりますので、今の課長の答弁でいいというふうに感じています。 

○８番（勇元勝雄君）   

 では、この３社をこれからも指名入れないということでよろしいですか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 これから入れないという発言はできません。 

○８番（勇元勝雄君）   

 指名を入れるんですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 総合的に判断をしてしますから、するとかしないとかという意見には課長として答えられな

いと思います。その辺は御理解いただきたいなと思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 総合的な判断とはどういうことでしょうか。 

○建設課長（作城なおみ君）   

 指名のほうは工種、実績、経験、手持工事、工事場所等を考慮しての総合的判断です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 そういうことを言ったら、技術力は全部あるわけですよ。建設業の登録をもらうために全部

県の許可を受けているわけですから、それだけの実績があって総合力、そういう業者はそれだ

けの実績があって結局指名願いを出しているわけですよね。 

 総合力とかそういうのを考えたり、この業者はこれだけの仕事をする総合力があるかと思う

業者もいるわけです。そういう点も踏まえて指名願いを出している業者、最低限指名を入れる

べきだと私は思うんですよ。指名委員長はどう考えますか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 今、建設課長が申しましたとおり、今後も総合的に勘案いたしまして、指名を入れていきた

いと思います。 

○８番（勇元勝雄君）   
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 その総合的な勘案というのが分かりません。どのような総合的ですか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 先ほど建設課長のほうからもありましたが、業務委託場所の地域性でありましたりとか技術

的な適正、また、信用度、安全管理状況、手持ち事業量等でございます。 

○８番（勇元勝雄君）   

 今、指名に入っている業者も全部それだけの能力がある業者ですよ。役場の判断基準は一般

の判断基準とは違う、なぜ指名に入れないか。ただ入れるか入れないかだけの話なんですよね。

総合力とはどのような経済力があるとか、従業員が何名いるとか、手持ち工事、なぜ指名に入

れないか、それが不思議でならないんですよ。実際、こうして入っていない業者を見ても県の

Ｂ級の業者もいます。手持ち工事を考えたら県のＡ級、Ｂ級の業者は県の工事でも手持ち工事

いっぱい持っています。そういう手持ち工事とか技術力、経済力、全部それだけの技術力があ

るんですよ。経済力もあるわけですよ。なぜ、その３社だけ指名に入れないか。入れたら都合

が悪いのか非常に疑問に思うんですよ。 

 時間も迫っていますので、また次の機会に引き続き質問したいと思います。 

○議長（行沢弘栄君）   

 しばらく休憩します。13時30分より再開します。 

休憩 午後 ０時０２分 

再開 午後 １時３０分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 勇元議員。 

○８番（勇元勝雄君）   

 行財政改革大綱について。 

 行財政改革大綱はつくってあるのかお伺いいたします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 行財政改革大綱につきましては、現在つくっておりません。行財政改革大綱につきましては

必ず策定しなければならないと定めた法律や条例は存在しておりませんが、中期的な行財政改

革の基本方針を定めることが望ましいと考え、今年度中に協議に入りたいと考えております。 

○８番（勇元勝雄君）   

 役場としては、絶対につくるべきだと私は思っています。 

 ２番目の質問ですけど、これちょっと行財政改革大綱どうなっていますか。これは質問書で
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は行政改革大綱ということで質問しています。いつ改定されたのかお伺いいたします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 行政改革大綱は最後に改定したのは平成28年度でございます。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 ここに行政改革大綱ということでもらった資料があります。28年に出された行政改革大綱は

28年から４年度となっています。そして、その後にもらった資料では28年度から令和７年、

３年間延びていますけど、これはどのようなことで、委員会でもつくって改定したんでしょう

か、お伺いいたします。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 委員会で決められたことではございませんでしたが、ある程度内容が達成されたということ

から、平成28年度以降は年度のみの更新としておりました。 

○８番（勇元勝雄君）   

 これは何年度に期限が来ると分かっているわけですから、委員会をつくって作成すべきであ

って、中身が全部一緒なんですよ。今後、こういう資料をつくる場合は、委員会でも作ってや

るべきであって、ただ年度だけ延ばして、これで行政改革大綱です。そういう処理の仕方はお

かしいと思いますので、今後は大綱をつくる場合はある程度、何でも書類はそうですけど委員

会をつくって、委員会でもんでやらなければいけないと思いますので、今後気をつけてもらい

たいです。 

 職員の定数は、前260何名でしたかね。そうなっていましたけど、現在はどのような状況で

しょうか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 徳之島町職員定数条例につきましては以前のままでございます。改定はしておりません。行

政改革大綱策定後にこの人数についても検討をしたいと考えております。 

○８番（勇元勝雄君）   

 定数条例は課が廃止になったらその都度条例を変えなければいけないと思うんですよ。実際、

徳寿園がなくなり汐路がなくなり、そういう状態ですから現状に合った定数を定めてなければ、

定数が260何名あるから何名入れていいということになりかねないんですよね。そういうこと

はないと思いますけど、その都度、都度、職員の数に見合った条例を制定してもらいたい。早

急に定数条例は改正してもらいたいと思います。 
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 みのり館について、現在の運営状況をお伺いします。 

○地域営業課長（清瀬博之君）   

 勇元議員の質問にお答えします。 

 みのり館の運営状況についてのお尋ねでした。昨年12月に道の駅徳之島のオープンに伴い、

みのり館店舗は10月末で閉店したことにより、現在、店舗の運営はございません。現在は、工

場のみの運営となっております。従来どおり豚の角煮カレー、各種ジェラート、各種ジャム、

島みかんドリンクの製造・販売・卸業を行っているところです。 

 現在、またマンゴーやタンカン、パッションフルーツ、ドラゴンフルーツ、シークニンの果

汁やピューレ等の卸し販売も令和３年度より行っているところでございます。それと、ほかに

現在、株式会社ぐるなびと協定を結んでいることから、会員のシェフによる瓶詰めの冷凍デ

ザートとドレッシングを開発していただきました。材料につきましてはタンカンの果肉を中心

にドラゴンフルーツやグラノーラ等で構成されているデザートでございます。現在は賞味期限

の設定やパッケージ等のデザインを検討中でございます。販売に関しては今のところ未定です

が、ふるさと納税を中心に販売を行っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 過去５年間の経営状況、そして各年度の決算をお伺いいたします。 

○地域営業課長（清瀬博之君）   

 勇元議員の質問にお答えします。 

 経営状況につきましては大変厳しい状況ではあります。昨今の物価高騰により経費のほうも

令和３年度と令和６年度で比較すると約2,000万円ほど高騰しております。人件費につきまし

ては、国の制度改正により会計年度任用職員となり、人件費も高い水準で移行しております。

このようなことから、経営状況は厳しい状況でありますが、みのり館本来の役目として農家所

得の向上及び雇用の確保と徳之島産の農産物のＰＲを島内外に展開し、徳之島の知名度を上げ

ることが徳之島の収益に今後はつながっていくというふうに考えております。 

 それと、この９月議会で予算が可決されましたら、各種イベントや物販、商談会等に参加し

徳之島のいろんな物産をＰＲしていきたいというふうに考えております。 

 それと、各年度の決算状況ですが、令和２年度から申し上げます。令和２年度売上げが

3,015万1,941円、経費が8,411万8,459円、差額で5,396万6,518円、マイナスです。令和３年度

売上げが3,276万8,746円、経費としまして7,206万3,690円、差額でマイナス3,929万4,944円で

す。令和４年度売上げが4,359万4,789円、経費が8,663万3,066円、差額でマイナス4,303万

8,277円、令和５年度売上げが5,356万8,535円、経費が9,690万7,495円、差額でマイナス4,333

万8,960円、令和６年度売上げが4,651万2,066円、経費としまして9,744万3,088円、差額でマ
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イナス5,093万1,022円となっております。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 こうして毎年多額の赤字とは言わないんですけど、収入と差額は出ています。農家があるお

かげで助かるというぐらいの仕入れの金額だったらいいんですけどね。農家から仕入れている

のは恐らく最高で500万円、600万円、現在の状況では農家のためにはそれほどの効果にはなっ

ていないわけですから、その差額を縮めるためにはどうしたらいいか、それを考えて経営努力

親方日の丸ではいけないと思うんですよ。町長も一番分かっていると思います。自分で会社を

経営しているわけですから。経営努力をして、その差額を幾らかでも減らすような体制に持っ

ていってもらいたいと思います。あちこち出張行ったりいろいろ難儀をしていますけど、地域

営業課で仕事をしている身としてはつらいと思いますけど、町民のため、なるべく収入と歳出

の差額を減らすように頑張ってもらいたいと思います。 

 次に、水道行政についてお伺いいたします。 

 大原の水源は間伐時には十分な水量あるのかお伺いいたします。 

○水道課長（奥村和生君）   

 大原の水源については平常時には十分な水量を確保できていますが、長期の間伐が続けば他

の水源と同じように供給に影響が出る可能性もあります。今年の間伐に関しては間伐の間、約

１か月間、毎日水源地を確認しておりましたが、水量の変化は見られず、水量を確保できてい

る状態でした。大原の水源につきましては、今後も慎重に観察していきたいと思っております。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 前、課長と一緒に水源行きました。そのときたまたま大原の浄水場のポンプが動いて、その

水源地の水がどれぐらい減るかということを見て確認したわけですよね。そのとき、大原の水

源がどれぐらいの水が必要かということも分かりませんけど、５分から６分で取水ができない

ような状態になるような状態でした。それが、亀津の浄水場が完成して同時に動いた場合、恐

らく大原と亀津の浄水場の取水量は違いますから、水源の取水ができない状態になる可能性が

あるわけです。結局、水がないところに前の大原の浄水場が、水が少ないということで水源を

下のほうに移したわけですよね。だから十何億も金をかけるわけですから、絶対量のあるとこ

ろで浄水場を作らなければ。亀津の池田線の上の尾母旭ケ丘轟木線との交差している地点とか、

あそこはダムからの川の水も取れる、現在の大原の水源の下流ですから両方から取れるような

状態なんですよ。だから、その計画時点で結局もう、私は場所の選定が間違っていたと思うん

です。水が足りる、足りないはそのときになってみないと分かりませんけど、十何億もかけて、

水が間伐になって水が足りませんじゃ済まないわけですよね。町長、もし間伐になって水が足
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りなくなったらどのような対応をする予定でしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 水源につきましては、以前、課長とも工事等々で議会から質問を受けたときにしっかりと水

量は確保できるかということを意見交換しました。そのときには確保できるということでした

ので、当然、間伐の状況にもよりますけれども、ここが間伐になれば徳之島全体でも水の不足

が考えられますので、今後、亀津・亀徳の住宅の状況を考えますと、新たな水源の確保という

ものが必要になる可能性があるなというふうには考えております。 

○８番（勇元勝雄君）   

 だから、水源というのは一番大事なんですよ。水に対しては。今までも水源が、水が足りな

いということで、私も過去水道課にいる時分はだいぶ苦労しました。そういう点を踏まえて、

いつでも水が取れるような状態のところに浄水場をつくるべき、つくってしまっているから、

どうのこうの言っても始まりませんけど。 

 ２番目の尾母へ行く県道沿いの宅地造成の現在の状況をお伺いいたします。 

○水道課長（奥村和生君）   

 お答えします。 

 尾母へ行く県道沿いの宅地造成地については、現在もなお水圧の問題が解決できていない状

況となっております。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 この問題も、造成地の上に町の単独でタンクを6,000万円、7,000万円かけて作りました。そ

して、尾母のほうから水を引っ張ってきてやっていますけど、まだ水が足りない。また、個人

の住宅にタンクの設置をしなければいけないような状態。これ、どういうふうな設計をして役

場のほうが要望して、どのような設計をしたのかお伺いいたします。 

○水道課長（奥村和生君）   

 お答えします。 

 勇元議員がおっしゃったとおり、南部浄水場から尾母の配水場、そこから造成地のタンクに

水を送って、そこから造成地に水を送る計画となっております。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 だから役場が、職員が現場を把握していないということなんですよ。あまりにも水道課の職

員の異動が激しい。実際、水道を分かっている職員がいないんですよね。結局、今のタンクと

一番高いところの家との落差がそんなにないんですよ。水圧がないのが当たり前なんです。そ

れは全部夜中だったらそのまま水圧でいけますけど、下のほうで水を抜かれるわけですから、
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今現在そういうような状態でその設計屋も設計屋だと思うんですよね。ただ、タンクに水を入

れたらそれで水圧が上がる、そういう点も踏まえて、ある程度、役場の職員が現場を把握して

設計屋と打ち合わせをしなければ、設計屋任せではこういうことは解消できないんですよ。現

在、造成地には消火設備はあるのでしょうか。 

○水道課長（奥村和生君）   

 お答えします。 

 造成地内の消火設備については確認したところありませんでした。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 あの土地を恐らく役場、水道課も現場を見て引き受けたと思います。また、消防も現場を見

て引き受けたと思います。消防はそういうことを把握しているんでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 今、消防署のほうで把握できているかどうかについては、まだちょっとお尋ねしていないの

で、後ほどでよろしいですかね。 

○８番（勇元勝雄君）   

 ああいう所引き受ける場合は、配管図とかそういうの確認してどういう配管になっているか、

消防設備はどうかということを把握して引き受けなければ、現在の状況では私が見たところで

も消火栓は１つもありません。それを今後取り付けなければいけないと思いますけど、それは

また町のお金でやらなければならない。町の財産ですから。引き受ける場合はそういうのを確

認しなければ、税金が無駄金になるんですよね。業者のためにそういうのを設置しなければい

けない。実際、藏越の場合、ちょうど水道課にいまして、引き取ってくれということで話が来

たんですけど、設計書でタンクを作って加圧ポンプをつけるということで、それをつけたら引

き受けますよということでして、今現在、加圧ポンプとタンクを作ってもらいました。最終的

に町のお金を持ち出さなければいけないようなことをしたら、職員自体がお金を出すわけでは

ないから、それはそれで簡単なことだと思いますけど、今後はそういうことがないように気を

つけてもらいたい。 

 一番大事なことは、今後どのような対応を造成地の水の問題をどういうふうに対処していく

のかお伺いいたします。 

○水道課長（奥村和生君）   

 お答えします。 

 尾母配水池から造成地へ配水する計画を立てておりましたが、空気弁の故障など不具合等が

見つかり、計画どおりに進まず、住民の方々には大変御迷惑をおかけしております。今年度中

には調整・点検・作業等を完了し、水圧が改善できるようにしたいと思っております。 
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 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 空気弁修理したら水圧が上がるとか、そういう問題ではないんですよね。タンクから、タン

クに加圧弁をつけて、下のほうと現在のポンプのほうと配管をバルブでもつけて切り離して加

圧ポンプをつけなければ、恐らく現在のタンクの位置と住宅地の位置と考えたら、恐らくそう

いう状態にならない。また、中の配管自体も恐らく小さいと思うんですよ。だから、あそこの

造成地に対しては業者と協議してどのようなことができるか、私は恐らく加圧ポンプをつけな

ければ水圧は上がらないと思います。多大な金を使って仕事をしているわけだから、尾母から

あそこまでの配管でまた何億、１億、恐らく１億円ぐらいかかると思うんですよね。そういう

点も踏まえて、今年度中には水圧の問題を解消してもらいたいと思います。町長はどう考えま

すか。 

○町長（高岡秀規君）   

 これの予算についても、各課と協議しながら、財務とも協議しながら、適切な時期に迅速な

対応をしていきたいというふうに思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 住んでいる人は過去何年間電気代も払わなければいけない、タンクの設置の費用もかかって

いるわけですね。同じ料金を払いながら片一方はタンクを設置してポンプをつけなければいけ

ない。そういう状態を今まで見逃してきたというのも水道行政の怠慢です。 

 最後の。町長交際費について。 

 町長としての交際の支出。町村会長としての交際の支出をどのような状態になっているでし

ょうか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 過去３年間の町長としての町長交際費でございます。 

 令和４年度180万2,582円、令和５年度165万8,531円、令和６年度198万2,424円、このうちの

ほとんどが町長としての交際費でございます。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 金額を伺っています。その会長としての交際費。 

○町長（高岡秀規君）   

 基本的に会長としてのものなのか、町長としてのものかというのは仕分けがしづらいです。

当然、出張旅費というのはほとんどが会長職というのが多いんですけれども、その中での一次

会の懇親会でのものについては町村会が負担をしたりします。しかしながら、その空いている
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時間、必ず私は時間を無駄にしないように国交省でありますとか各省庁の飲み会、そしてまた

民間での地方の振興に係るそういった方たちとの懇親をしているわけでございますのでそのへ

んが、出張は会長としての旅費は出るんですが、交際費としてはほとんどが町長の交際費とい

うふうに御理解いただければありがたいなと思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 交際費の公開、今現在奄美市がやっていますよね。大和村も10月頃をめどにして公開すると

いうことですけど、徳之島町は公開の予定はないんでしょうか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 先日、郡の総務課長会がございました。その中でこの交際費のことにつきましても皆さんで

議論したわけですが、奄美市と今おっしゃっていただいた大和村のほうが先だって公開に関す

る規定を設けるということでありましたので、ほかの市町村と並んで徳之島町のほうも今後策

定していきたいと考えております。 

○８番（勇元勝雄君）   

 実際、交際費、会長職つくまでは90万円台でずっと推移しています。単純に計算したら後の

分は会長職の交際費かなと考えるわけですが、総務課長の答弁で公開に向けて協議していると

いうことですから、今後、公開するような体制に持っていってもらいたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（行沢弘栄君）   

 次に、松田太志議員の一般質問を許可します。 

○６番（松田太志君）   

 皆様、こんにちは。 

 令和７年第３回定例会において、トリの松田太志が、３項目について質問をいたします。 

 去る９月１日は防災の日でした。日頃から備えることの重要性を訴え、６番松田太志が通告

の３項目について質問いたします。 

 2025年７月に大規模な災害が発生すると予言がされ、テレビやＳＮＳ上では話題になり、日

本へ訪れる観光客がキャンセルするなどのニュースがあったのは皆さん御承知のことかと思い

ます。ある小学校では、生徒たちが図書室で防災の本を借り、それぞれの自宅で防災グッズの

確認や食料の数、保護者の方々との会話に残ったとの話がありました。 

 ８月31日南日本新聞の記事によると、地域防災計画の見直しが39％が見直し、見直す予定が

あるとのことでした。徳之島町の防災会議から地域防災計画があるかと思いますが、現在の状

況についてお伺いをしたいと思います。 

 まず１項目めに、南海トラフ等での津波の際、避難時間がない場合、頑丈な鉄筋コンクリー
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トのビルに避難することが１つの例としてはあります。そのときの状況判断が最優先ではあり

ますが、町として協力をいただいている民間ビル等のほうがあるのか確認をしたいと思います。 

○総務課長（村上和代君）   

 松田議員の御質問にお答えいたします。 

 津波避難ビルにつきましては、災害の危険性が切迫した場合、住民の安全を確保するため、

その危険から緊急的に逃れるための場所として民間のビル所有者の御協力をいただき、現在

３か所を指定しております。 

○６番（松田太志君）   

 総務課長のほうから、ただいま民間ビルを３か所協力をいただいているというようなことで

した。昨日、木原議員のほうからも病院のほうの関係の一般質問等もあったかと思うんですが、

今後、病院のほうも新しく建替えられて、この病院も高台のほうに移転するというふうな方向

性であるようです。その中で、ほかの民間ビルであるわけですが、この民間ビルとは行政とし

て協力体制などを結んでいるわけでしょうか。そこら辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 現在、本町が指定している民間の避難ビルは、今議員のおっしゃっていただいた徳洲会病院、

それとホテルグラウンドオーシャン、それとホテル・レクストンの３か所となっております。

この３か所につきましては、一定の耐久性で収容力を備えたビルとして緊急避難ビルとして指

定させていただいております。 

○６番（松田太志君）   

 総務課長、緊急避難ビルとして指定していただいているということは経営者の方々と行政と

がしっかりと連携を図れているというふうな捉えでいいわけですよね。大丈夫ですね。よろし

いですか。そこら辺の答弁を。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 ３か所の避難ビルと町とでは契約をしてはおりますが、現在、課題といたしまして維持管理

状況の確認であったりとか、その避難訓練の実施などが実際はできていないのが実際でござい

ます。 

○６番（松田太志君）   

 民間の会社とホテルと協力をいただいているというようなことで、地域防災計画が令和４年

２月頃に策定されたかと思うんですが、南日本新聞の記事によりますと、今後の計画の見直し

等こういったことも挙げられているようです。私もネット等で見ますと、人口の人数であった

りがなかなか変動していない中で、地域の実情も変わってきている様子であります。ここら辺
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について総務課長の中でこの徳之島町における地域防災計画の今後の見直しが、大変多くの計

画等がある中でそろそろ見直すべきではないかというふうな認識がございますか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 地域防災計画につきましては中身を変更しないといけない箇所が幾つかございます。それで

今、担当のほうで精査をしながら、今後、会議を進めていく予定にしております。 

○６番（松田太志君）   

 ぜひ、徳之島町の防災会議でこの計画がなされたと思いますので、担当者レベルとやはり地

域の方々も一緒にこの計画のほうを、もう一度変更見直しというようなことで対応いただきた

いと思います。その中で、徳之島町といたしまして緊急避難の際に高台のほうにトイレを作る

というようなことで町のほうも動き出しております。一般質問、項目には挙げていないんです

が、答えれる範囲で尾母地区であるとか、どういったトイレの課題等が上がっているというよ

うなことが簡単に答弁がいただけたら助かるんですが、高台のほうですね。南区から尾母にか

けて、ここら辺の確認が取れるものがあれば答弁をお願いできますか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 尾母地区につきましては、現在、尾母の公民館のほう、尾母保育所でありますが、そこの改

修を今後する予定となっております。 

○６番（松田太志君）   

 公民館ですと地域の方々、管理される方がいる中で、南区であるとか土地の低い方たちが避

難された場合に使うような形になるかと思うんですが、そこら辺も一応考慮した上で公民館の

改修というような考えでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 今後の地域防災計画につきましては見直していくというふうなことで、２項目めについてな

んですが、役場での備蓄品の保管状況についてちょっとお伺いしたいと思います。 

 以前、私も一般質問のほうで取り上げました。各自のものはそれぞれで準備することが望ま

しいというふうなことであります。徳之島町としては、備蓄されているものがどういう状況で

どれぐらいの日数を要しているのかを確認したいと思います。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 備蓄品につきましては、以前にも御答弁いたしましたが簡易ベッドが100個、簡易テントが

100張り、マットが70枚、ブルーシートが６枚、要支援者用ラップポントイレ２基、ダンボー

ルトイレが10個、簡易トイレが９基。非常食といたしまして備蓄食料900セット、飲料水500ミ

リリットルが480本、レスキューご飯が1,200個、赤ちゃん用備品セットが20セット、配備状況
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につきましては台風時の開設する避難所にベッドとテント、またマットを配備しており、その

他の備蓄品や備蓄食料につきましては備蓄倉庫のほうに保管しております。 

 以上です。 

○６番（松田太志君）   

 総務課長のほうからございましたマット等、私も地域の備蓄品等を確認させていただいたと

きに電池が劣化している状況等がございまして、スピーカーがあるんですが、そのスピーカー

が実際には単三電池を10個程度入れないと機能しないわけですね。そういった必要な物品に対

して、これを足さないと使えないというような現状も少しあったものですから、そこら辺をま

ず確認していただきたいというものと、高岡町長、徳之島町では出生率が伸びているというふ

うに認識しております。赤ちゃん用の用品が20セットというようなことで、今後こういったポ

イント的なものを今後備蓄品として増やしていく、または女性用の必要な生理用品であるとか、

そういったものも必要だというふうに感じますが、高岡町長なりの見解を一言お願いいたしま

す。 

○町長（高岡秀規君）   

 その備蓄品につきましては、今議員がおっしゃるように、私は個人的に気づかなかったこと

でありまして、よく考えてみますと商店街でありますとか、そういった備品関係が全部海に、

水に浸かるとか、もしかしたら在庫手持ちがないかもしれませんね。その点についての備蓄と

いうものは今後需要に応じて、また役場の職員等々と意見交換しながら、ぜひ必要であればし

っかりと対策しなければいけないかなというふうに今思いました。 

○６番（松田太志君）   

 ぜひ、徳之島町の防災会議のほうでもそういった女性の方々の意見であったり、小さい子供

さんをお持ちの家庭の意見も聞き出していただきたいと思います。 

 次の質問に行きたいと思います。 

 パーキング・パーミット制度についてお伺いをしたいと思います。 

 徳之島町役場や学習センター駐車場でスペースを確保しているパーキング・パーミット制度

について、駐車場面には車椅子マークがありますがベビーカー利用にも配慮した駐車場環境整

備ができないかについてお伺いをしたいと思います。 

 前もって皆様のほうに資料を２枚提出をしておりますが、白黒の面とカラーの面があるかと

思います。これは、インターネットのほうで引き出しまして、それに関する会社のほうにも議

会のほうでちょっと使わせていただきたいというふうなことで承認を、御理解をいただいてい

ます。インターネットを御覧の方々もパーキング・パーミット制度の本来、駐車スペースのほ

うには車椅子の方が、車椅子に乗っているふうな絵が描かれているのですが、この制度はその

スペースを妊婦さんであったり車椅子に乗られている、ケガをされている方であったり、心臓
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にちょっと持病がある方であったり、２枚目のほうに行きますとカラーのほうになるのですが、

もう少し分かりやすいかと思います。妊婦さんであったり、もみじマークであったりケガをさ

れている方、ベビーカーを押されている方の絵になっています。車椅子マークのみですとなか

なかこういった子育て関係の方が使いにくいというような環境がありまして、鹿児島県のほう

でも県のほうでホームページ等でパーキング・パーミット制度がありまして、こういった点を

挙げさせていただきました。ベビーカーを利用するときは、左右は後ろの車との間隔が狭く、

安全かつ快適に車からベビーカーの積み下ろし等ができるようなスペースの確保であったり、

高岡町長、「子育てをするなら徳之島町」というふうな私も議会で何度か訴えかけているので

すが、例えば公共施設の駐車場における配慮策であったり、ベビーカー利用を対象としたパー

キング・パーミット制度や県の制度との連携による対象拡大ができないか、民間事業者への要

請と補助制度等の検討ができないかというふうなことをお伺いしたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 今現在、郡島内ではもしかしたら奄美市の空港であったり奄美パーク、そしてまた海浜公園

等々で、もしかしたら色分けであるかなというふうに今思っているのですけれども、もし必要

とあれば、身体障害者のみならず妊婦さんであるとか、そういった共有施設としての駐車場の

配備というのは可能かなというふうに思っております。今でも障害者用のは義務的なものもご

ざいまして設けているんですが、なかなか使う方がいるのかどうかということが乳母車で、そ

ういった意見もありますが、ゼロではないだろうと使う方が、ということで共用範囲に障害者

についてもそうだし、乳母車とかほかの制度に乗っかかるような方たちの駐車場としては確保

してもいいかなというふうに今思います。 

○６番（松田太志君）   

 前向きな答弁ありがとうございます。 

 ラインを引く方からすると違う色を使うのでなかなか厳しいかもしれませんが、駐車場を使

う方からすると一目で、一目瞭然として「使っていいのか」というふうな形になってくると思

いますので、行政のほうから民間であったりいろんな方向性へ、こういった制度が波及される

ようにお願いいたします。 

 最後の質問になりますが、議長、そのままでよろしいでしょうか。 

 ３項目めの質問にいきたいと思います。 

 病害虫について質問をしたいと思います。 

 ヨコバイ科というガのような虫になるんですが、７月上旬に町内の小学校においてヨコバイ

科とみられる虫がアカギのほうについているのが発見されたようです。その際の対応について

答弁を求めます。 

○農林水産課長（廣 智和君）   
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 お答えいたします。 

 この件に関しましては、学校教育課より農林水産課の林務係へ相談がありました。そこで、

担当者より県の林務係のほうへ相談したところ、緑の基金事業の中にこういった調査事業とい

うのがありましたので、農林水産課の担当のほうで調査のための事業申請をしております。事

業の決定についてはまだその事業の募集期間中であるということですので、募集締め切り後、

９月末と聞いておりますが、その後に調査がされるということになっております。ですので、

今後の対応については調査の結果次第でというふうに考えております。 

 以上です。 

○６番（松田太志君）   

 学校教育課から農林水産課のほうに情報提供があり、農林水産課のほうで対応していただい

たということで、これは学校教育課と農林水産課がしっかりと情報共有ができて対応ができた

というふうなことだと理解をしております。 

 一円玉より小さい米粒のようなガの幼虫のような白い虫になるんですが、私もこれを見たと

きにすごい気持ち悪いような感じになってしまいまして、なかなか奄美群島内で梅雨時期に雨

が降らない中で、虫も発生しやすいような環境だったかと思われるんですね。根っこから木の

上のほうにかけてその小さい虫がついて、近くに車を止めると車にもびっしりとついているよ

うな現状でした。特殊病害虫に当たるかどうかというのまでは私は把握をしていないんですが、

今後、こういった害虫が発生したときに早期対応が求められるかと思います。高岡町長、こう

いった病害中の対応を今後すぐさま各関係課に伝えて対応していただけるように、町長の認識

なり答弁なりをお願いしたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 ヨコバイ科ですかね、これは白い幼虫なのかどうか分かりませんけど、植物の汁を吸う害虫

だったような気がいたしますし、それにはウイルスであるとかファイトプラズマとかという細

菌を媒体する病害中であろうというふうに思っています。もし仮にその被害が広がるようであ

れば、病害中として特殊は除けても対策を打たなければいけないかなというふうに思いますの

で、今幼虫なのか成虫なのかというのはちょっと僕も分からないんですけれども、見ていない

んでね。そこはしっかりと調査して対応はしていきたいというふうに思います。 

○６番（松田太志君）   

 ７月上旬に発生しまして、途中ですごい大雨がありました。雷が鳴って、その後ぐらいから

虫が洗い流されたような状況で、木のほうも大分回復はしてきている状況があるんですね。た

だ、やはりこのまだ猛暑が続く中で、いつ何時同じような虫が発生するか分かりませんので、

今後、私も注視して各関係機関とも情報共有しながら、こういった病害中が広がらないように

していければと思います。 
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 以上、３項目について質問をいたしました。 

 私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（行沢弘栄君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は、９月12日午前10時から開きます。 

 本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。 

 

散 会 午後 ２時２１分 
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令和７年第３回徳之島町議会定例会会議録 

令和７年９月12日（金曜日） 午前10時 開議 

１．議事日程（第４号） 

○開 議 

○日程第 １ 議案第３６号 徳之島町税条例の一部を改正する条例について 

              …………………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ２ 議案第３７号 徳之島町下水道条例の一部を改正する条例につい 

              て ……………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ３ 議案第３８号 物品購入契約の締結について（公立学校情報機器 

              整備事業） …………………………………………（町長提出） 

○日程第 ４ 議案第３９号 物品購入契約の締結について（給食配送車購入事 

              業） …………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ５ 議案第４０号 令和７年度一般会計補正予算（第２号）について 

              …………………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ６ 議案第４１号 令和７年度国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第２号）について ………………………………（町長提出） 

○日程第 ７ 議案第４２号 令和７年度介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

              号）について ………………………………………（町長提出） 

○日程第 ８ 議案第４３号 令和７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

              １号）について ……………………………………（町長提出） 

○日程第 ９ 議案第４４号 令和７年度水道事業会計補正予算（第２号）につ 

              いて …………………………………………………（町長提出） 

○日程第１０ 議案第４５号 令和７年度下水道事業会計補正予算（第２号）に 

              ついて ………………………………………………（町長提出） 

○日程第１１ 議案第４６号 令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定について 

              …………………………………………………………（町長提出） 

○日程第１２ 議案第４７号 令和６年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

              算の認定について …………………………………（町長提出） 

○日程第１３ 議案第４８号 令和６年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

              認定について ………………………………………（町長提出） 

○日程第１４ 議案第４９号 令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

              の認定について ……………………………………（町長提出） 

○日程第１５ 議案第５０号 令和６年度水道事業会計歳入歳出決算の認定につ 
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              いて …………………………………………………（町長提出） 

○日程第１６ 議案第５１号 令和６年度下水道事業会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて ………………………………………………（町長提出） 

○日程第１７ 報告第 ４号 令和６年度健全化判断比率について ……………（町長提出） 

○日程第１８ 報告第 ５号 令和６年度資金不足比率について ………………（町長提出） 

○日程第１９ 報告第 ６号 継続費精算報告書について ………………………（町長提出） 

○日程第２０ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について ……………（町長提出） 

○散 会 

 

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程記載事件のとおり 
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１．出席議員（１５名） 

議席番号   氏  名            議席番号   氏  名 

  １番  内   博 行 君           ２番  政 田 正 武 君 

  ３番  宮之原   剛 君           ４番  植 木 厚 吉 君 

  ５番  竹 山 成 浩 君           ６番  松 田 太 志 君 

  ７番  富 田 良 一 君           ８番  勇 元 勝 雄 君 

 １０番  池 山 富 良 君          １１番  是 枝 孝太郎 君 

 １２番  広 田   勉 君          １３番  木 原 良 治 君 

 １４番  福 岡 兵八郎 君          １５番  大 沢 章 宏 君 

 １６番  行 沢 弘 栄 君 

 

１．欠席議員（１名） 

  ９番  徳 田   進 君 

 

１．出席事務局職員 

事 務 局 長  清 原 美保子 君     主 査  中 野 愛 香 君 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

 職  名    氏  名         職  名    氏  名 

町 長  高 岡 秀 規 君     教 育 長  福   宏 人 君 

総 務 課 長  村 上 和 代 君     企 画 課 長  中 島 友 記 君 

建 設 課 長  作 城 なおみ 君     花徳支所長  尚   康 典 君 

農林水産課長  廣   智 和 君     耕 地 課 長  水 野   毅 君 

地域営業課長  清 瀬 博 之 君     農委事務局長  白 坂 貴 仁 君 

学校教育課長  太    稔 君     社会教育課長  安 田   誠 君 

介護福祉課長  福 田 博 文 君     健康増進課長  吉 田   忍 君 

おもてなし観光課長  吉 田 広 和 君     税 務 課 長  新 田 良 二 君 

住民生活課長  大 山 寛 樹 君     選管事務局長  藤   康 裕 君 

会計管理者・会計課長  田 畑 和 也 君     水 道 課 長  奥 村 和 生 君 
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△ 開 議  午前１０時００分 

○議長（行沢弘栄君）   

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 議案第36号 徳之島町税条例の一部を改正する条例について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第１、議案第36号、徳之島町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第36号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、徳之島町税条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求める件でありま

す。 

 内容は、地方税法の一部改正に伴う改正であります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第36号、徳之島町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第２ 議案第37号 徳之島町下水道条例の一部を改正する条例について   

○議長（行沢弘栄君）   
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 日程第２、議案第37号、徳之島町下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第37号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、徳之島町下水道条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求める件であ

ります。 

 内容は、標準下水道条例の一部改正に伴い、改正するものであります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第37号、徳之島町下水道条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第３ 議案第38号 物品購入契約の締結について（公立学校情報機器整備事業）   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第３、議案第38号、物品購入契約の締結について（公立学校情報機器整備事業）を議題

とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第38号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、去る８月12日に随意契約した公立学校情報機器更新整備事業に物品購入契約の締

結について、議会の議決を求める件であります。 

 内容は、文部科学省が推進するＧＩＧＡスクール構想の第２期に基づき、令和２年度に整備
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した児童生徒用端末の更新を図るものであります。契約金額は7,253万6,017円、契約の相手方、

鹿児島県鹿児島市大黒町１番１号、株式会社エム・エム・シー代表取締役塘正光であります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 随意契約にした理由を。前のタブレットの契約はどことしたんでしょうか。前、タブレット

入れていますよね。更新ということで、前入れた会社はどこの会社でしょうか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 

 まず、随意契約をした理由ですけれども、これに関しましては、鹿児島県のほうにより、鹿

児島県立公立学校情報機器等整備事業補助金に係る共同提案協議を行っております。その中で

企業が決定いたしました。それに伴いまして、地方自治法施行令167の２号第１項第２号の規

定により随意契約しております。 

 先ほど、前回の企業につきましては、資料を持ってきておりませんので、後ほど報告したい

と思います。 

○８番（勇元勝雄君）   

 どこかで協議したということですけど、その協議した会議ですよね、それはどのような権限

を持っているところでしょうか。また、メンバーはどのようなものなのか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 

 これに関しましては、鹿児島県のほうで共同調達ということで企業を選定しております。 

 以上です。 

○８番（勇元勝雄君）   

 そのときも、このエム・エム・シーという会社、ほかにはその会合の中でほかの会社も名前

出てきているでしょうか。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 

 これに関しましては、私たちのほうでは結果表のみ頂いておりますので、私たちで今回導入

するのはｉＰａｄで、Ｗｉ癩Ｆｉモデルということです。それに伴いまして、リコージャパン

を代表とする会社で、その中の一部として株式会社エム・エム・シーがございます。よって、

そこと契約となります。 

 以上です。 



― 181 ― 

○議長（行沢弘栄君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第38号、物品購入契約の締結について（公立学校情報機器整備事業）を採決

します。 

 お諮りします。本件は決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第38号は可決されました。 

 

△ 日程第４ 議案第39号 物品購入契約の締結について（給食配送車購入事業）   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第４、議案第39号、物品購入契約の締結について（給食配送車購入事業）を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第39号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、去る８月22日に指名競争入札いたしました給食配送車購入契約の締結について、

議会の議決を求める件であります。 

 内容は、給食配送車を１台購入するものであります。契約金額は1,083万5,000円、契約の相

手方、鹿児島県大島郡徳之島町亀津126番地の１、有限会社亀津カーシティー代表取締役幸秀

行であります。 

 参考までに指名業者を申し上げますと、有限会社亀津カーシティー、有限会社三宝モーター

ス、徳之島総合陸運株式会社、株式会社モリ、有限会社安田板金整備工場の５社であります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第39号、物品購入契約の締結について（給食配送車購入事業）を採決します。 

 お諮りします。本件は決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第39号は可決されました。 

 

△ 日程第５ 議案第40号 令和７年度一般会計補正予算（第２号）について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第５、議案第40号、令和７年度一般会計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第40号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、令和７年度一般会計補正予算（第２号）について、議会の議決を求める件であり

ます。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億4,453万8,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ97億452万3,000円とするものであります。 

 歳入の主な内容は、地方交付税６億567万円、国庫支出金１億8,815万8,000円、寄附金１億

円、繰入金9,515万7,000円などの増額、繰入金４億3,224万円、使用料及び手数料１万2,000円

の減額であります。 

 歳出の主な内容は、民生費２億3,508万4,000円、総務費１億4,602万3,000円、消防費8,530

万7,000円、教育費5,219万3,000円などの増額、商工費84万1,000円の減額であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑の前に、11日に各会計補正予算事前説明を行っております。その辺をお含みいただきな

がら、これから質疑を行います。 
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○３番（宮之原剛君）   

 ２点ちょっとお伺いします。事項別明細書、歳出の11ページ、１点目が。款項目節は、２、

１、15の18、地域公共交通事業者支援事業補助金600万です。これは物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金を活用した事業でありますが、タクシーの初乗り運賃の助成であります。一

般質問と、また、昨日の補正の説明でも少し聞いておりますけれども、対象者は75歳以上高齢

者、障害者、交通弱者で、600円のチケットを５枚セットで3,000円分ということでありますが、

検討中のところもあると思いますが、なるべく詳しく教えてほしいと思いますが、３点です。

１点目が申請期間、いつからいつまでなのか。それから利用期間、いつまで利用できるのか。

それから２点目が、代理申請も可能なのか。高齢者はこっちまで来るのが大変ですので、代理

申請が可能なのか。それから３点目が、窓口はどこになるのかということでお伺いしたいと思

います。 

 それからもう一点目が、事項別明細書の30ページ、30ページの款項目が10、２、２の18、こ

れは学校教育のふるさと納税を活用、ふるさと思いやり基金を活用した亀津小学校の吹奏楽部

備品購入の300万でありますが、新しい楽器で子供たちも非常に練習が楽しくできるんじゃな

いかと、そしてまた、レベルアップにもつながっていくんじゃないかと思います。ありがとう

ございます。内容を、どういう楽器を、主なもので結構ですから、幾つ、そして主な楽器はど

ういうものなのかと。もう一点は、亀津中学校のほうはどうなのかということで、大丈夫なの

かと。また、今後の予定等があればお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○企画課長（中島友記君）   

 お答えします。 

 地域公共交通事業者支援事業補助金についてですが、申請期間、利用期間については、この

予算を可決いただきましたら、早急に申請書、準備いたしまして、実施を進めていきたいと思

います。その実施の時期でございますが、分かりやすいチラシを作成して、10月の広報紙に折

り込みたいと考えております。その10月の広報で町民の方に周知して、それから随時受付で、

１月末までをある程度申請のめどといたしまして、利用期間としては２月末を終了ということ

で進めてまいりたいと思います。 

 窓口についてなんですが、今、議員の言われたとおり、対象者は75歳以上の高齢者、障害の

ある方、交通弱者、買物弱者とか、そういったことが対象となりますので、敬老バスのチケッ

トの手続のような形で進めていけたらなと思っているところですが、介護福祉課、支所と企画

課と連携して、窓口についても広報で皆さんに周知できるように準備していきます。よろしく

お願いします。 

 代理申請についても、敬老バスの手続等も参考にしながら、そのチラシに掲載して、基本的
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に申請者の親族、その親族と分かる証明できるものがあれば代理申請は可能と考えております

ので、その点についてもチラシに掲載するようにいたします。 

 以上です。 

○学校教育課長（太  稔君）   

 お答えいたします。 

 亀津小学校の楽器購入ですけれども、ふるさと納税を活用いたしまして、クラウドファンデ

ィングで計画しております。 

 主なものにつきましては、トランペットです。トランペットは大体17万2,000円程度、フ

ルート、これが21万4,000円程度、ペダルティンパニ１セットで150万程度となっております。

合計いたしまして11台を購入予定となっております。 

 そしてまた、亀津中学校ですけれども、亀津中学校は以前、里様から頂いた寄附で数台購入

しております。今度、亀津中学校のほうから要望がございましたらまた検討してまいります。 

 以上です。 

○３番（宮之原剛君）   

 分かりました。これは要望になると思うんですが、企画のほうの先ほどのタクシーの初乗り

の分ですけれども、大変いい政策であると思いますので、公金を使っての事業なので、今回限

りになるのかなと思いますけれども、敬老バスチケットのように今後もまた継続的にこれがで

きればいいのかなと思います。また検討していただければと思いますが、高齢者は特にバスが

通っていない亀津の上のほうの南区とか、北区、中区、東区とか、上のほうに高齢者も住んで

おられますので、そこら辺はまた以前質問しました亀津・亀徳の市街地を周遊するワゴンバス

等のことも含めて、また今後、そこら辺は事業者等に委託になるかと思いますけれども、そこ

ら辺の検討をまたしていただければ助かりますと思いますので、これは要望です。よろしくお

願いします。 

○議長（行沢弘栄君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１１番（是枝孝太郎君）   

 歳出23ページ、款の商工費、項の商工費、６の世界自然遺産保全活用事業費、節の12、委託

料160万、ミリ波レーダーシステム構築業務委託料、世界自然遺産のことですので、町長の肝

煎りだと思いますけれども、どういう考えでこの予算を設定したのか。どういうふうな、具体

的な内容について伺いたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 議員の皆さん、御存じのように、新聞等ではクロウサギのロードキルが増加傾向にあります。

この増加傾向をどうやって歯止めをかけるかということの説明をしっかりとＩＵＣＮかな、
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等々にも説明できるようにしないといけないということから、この案を提出いたしました。 

 まずは、ガードレールであるとか、そういった看板でも効果はあるようですが、ゼロにはな

らないということから、このミリ波レーダーは、このミリ波というのは、車の速度を測るもの

で、車と受信する側の距離と時間によって速度を測定すると。そして、60キロ以上だと赤、そ

して30キロではブルーであるとか、そういった速度の制限をかけるのが一つ、これがミリ波

レーダーです。 

 そしてまた、今後のアマミノクロウサギを特定するのは、以前、数年前から環境省には話を

していましたが、なかなか相手にされておりませんでした。それはなぜかといいますと、暗い

中でのカメラですので、赤外線を感知してカメラで画像にすると。よって、道路が熱いとかそ

ういったものにも反応するので特定できないということから、非常に難しいという話でござい

ましたが、私が東京の出張の折、専門家のほうにいろんな意見交換を求めたところ、現在の技

術ではそれは可能かもしれないということから、赤外線の中の近赤外線によれば、固定の形を

特定できるのではないかなということから、モデル事業としてやれるということがございまし

たので、まずは徳之島町からクロウサギを特定することによって、車の速度をしっかりと制限

をかけるというのをモデル的にやりたいと思います。この技術が恐らく農産物とかそういった

畑等々にも活用できるのではないかなということから、期待をしています。 

○議長（行沢弘栄君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○８番（勇元勝雄君）   

 歳入の４ページ、昨日聞いたらよかったんですけど、ちょっと聞きそびれたものですから。

14の２、１の７、訓練交付金、これはどのような基準でその交付金は出てくるんでしょうか。 

○総務課長（村上和代君）   

 お答えいたします。 

 これにつきましては、令和６年度に日米共同統合演習が行われた際の交付金でございますが、

基準につきましては、訓練の内容でしたりその辺が基準になっているかとは思います。例えば、

どのような訓練をしたか、その訓練の内容、また、使った箇所、飛行機が着陸したかどうか、

その辺を全部踏まえた上での額の決定だと思います。 

 以上です。 

○議長（行沢弘栄君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第40号、令和７年度一般会計補正予算（第２号）についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第６ 議案第41号 令和７年度国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第６、議案第41号、令和７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第41号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、令和７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、議会の議決

を求める件であります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ105万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ12億4,360万1,000円とするものであります。 

 歳入の内容は、繰越金813万円、国庫支出金113万3,000円などの増額、繰入金850万2,000円

の減額であります。 

 歳出の内容は、総務費90万7,000円、保険事業費14万8,000円の増額であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 
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［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第41号、令和７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について

を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第７ 議案第42号 令和７年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第７、議案第42号、令和７年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第42号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、令和７年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、議会の議決を求

める件であります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,417万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ10億5,057万1,000円とするものであります。 

 歳入の内容は、繰越金2,772万円、諸収入351万3,000円、支払基金交付金140万4,000円など

の増額、繰入金41万円の減額であります。 

 歳出の内容は、諸支出金2,897万6,000円、保険給付費520万円の増額であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第42号、令和７年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についてを採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第８ 議案第43号 令和７年度後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第８、議案第43号、令和７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてを

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第43号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、令和７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、議会の議決を

求める件であります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ242万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億5,742万1,000円とするものであります。 

 歳入の内容は、繰越金199万4,000円、国庫支出金52万8,000円の増額、諸収入10万円の減額

であります。 

 歳出の内容は、予備費199万4,000円、総務費52万8,000円の増額、諸支出金10万円の減額で

あります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 
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［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第43号、令和７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてを

採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第９ 議案第44号 令和７年度水道事業会計補正予算（第２号）について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第９、議案第44号、令和７年度水道事業会計補正予算（第２号）についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第44号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、令和７年度水道事業会計補正予算（第２号）について、議会の議決を求める件で

あります。 

 内容は、収益的収入におきまして、営業外収益1,711万1,000円の増額であります。 

 収益的支出におきまして、営業費用1,711万1,000円の増額であります。 

 また、資本的収入におきまして、国庫補助金１億4,100万円、企業債1,550万円の増額であり

ます。 

 資本的支出におきまして、建設改良費1,550万円の増額であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第44号、令和７年度水道事業会計補正予算（第２号）についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第10 議案第45号 令和７年度下水道事業会計補正予算（第２号）について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第10、議案第45号、令和７年度下水道事業会計補正予算（第２号）についてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第45号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本議案は、令和７年度下水道事業会計補正予算（第２号）について、議会の議決を求める件

であります。 

 内容は、収益的収入におきまして、下水道事業営業外収益213万5,000円の増額であります。 

 収益的支出におきまして、下水道事業営業費用213万5,000円の増額であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第45号、令和７年度下水道事業会計補正予算（第２号）についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第11 議案第46号 令和６年度一般会計歳入歳出決算の認

定について   

△ 日程第12 議案第47号 令和６年度国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について   

△ 日程第13 議案第48号 令和６年度介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について   

△ 日程第14 議案第49号 令和６年度後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について   

△ 日程第15 議案第50号 令和６年度水道事業会計歳入歳出決算

の認定について   

△ 日程第16 議案第51号 令和６年度下水道事業会計歳入歳出決

算の認定について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第11、議案第46号、令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第16、

議案第51号、令和６年度下水道事業会計歳入歳出決算の認定についてまで、６件を一括議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 令和６年度各会計歳入歳出決算の認定について、議会にお願いするに当たり、各議案の提案

理由を御説明申し上げます。 

 一般会計、議案第46号、令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げま

す。 

 令和６年度一般会計歳入総額は106億3,891万259円、歳出総額は103億1,692万3,382円、歳入

歳出の差引き額は３億2,198万6,877円でありますが、翌年度へ繰り越すべき財源が6,682万

9,500円のため、実質収支額は２億5,515万7,377円であります。 

 実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定により、１億3,000万円は財政調整基金へ

繰り入れ、１億2,515万7,377円を翌年度へ繰り越すべく処置いたしました。 

 それでは、各項目の内容について御説明申し上げます。 

 本町の歳入の74.9％に当たる79億6,040万6,056円が地方交付税国庫支出金、県支出金、町債

などの依存財源であります。その中で最も高い比率を占めているのが地方交付税の37.0％で39
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億3,851万4,000円、続いて、国庫支出金の17.9％で19億408万443円、町債の8.3％で８億8,154

万5,000円、県支出金の7.7％で８億2,045万6,613円などとなっております。 

 自主財源は、歳入総額の25.1％に当たる26億7,850万4,203円で、町税は9.3％で９億9,093万

9,364円となっております。 

 町税の徴収実績は、現年度分が98.7％、滞納分が15.1％、全体で95.1％となっております。 

 歳出につきましては、民生費が最も多く21.3％で22億79万223円、続いて、教育費が20.2％

で20億8,253万8,940円、総務費の14.9％で15億3,895万2,652円、農林水産業費10.2％で10億

4,974万7,548円、土木費の9.7％で９億9,734万4,786円、衛生費の9.0％で９億2,806万8,293円、

公債費の8.0％で８億2,390万9,318円などとなっております。 

 続きまして、議案第47号、令和６年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て御説明申し上げます。 

 歳入総額は14億4,849万7,220円、歳出総額は14億4,036万5,240円、歳入歳出の差引き額は

813万1,980円となっております。 

 歳入の主な内容は、県支出金10億1,234万2,996円、繰入金２億4,997万3,927円、国民健康保

険税１億6,796万6,810円などであります。 

 自主財源であります国民健康保険税の徴収実績は、現年度分が94.3％、滞納分が18.9％、全

体で82.7％となっております。 

 歳出の内容は、保険給付費９億8,172万1,777円、国民健康保険事業給付金３億4,373万1,986

円、総務費8,714万4,960円、諸支出金1,419万3,552円、保健事業費1,357万2,965円であります。 

 次に、議案第48号、令和６年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申

し上げます。 

 歳入総額は11億4,171万3,870円、歳出総額は11億1,199万2,694円、歳入歳出の差引き額は

2,972万1,176円であります。 

 実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定により、200万円は基金へ繰り入れ、

2,772万1,176円を翌年度へ繰り越すべく処置いたしました。 

 歳入の主な内容は、国庫支出金３億1,610万452円、支払基金交付金２億8,045万4,000円、保

険料１億6,590万300円、繰入金１億5,184万4,500円、県支出金１億4,957万4,587円などであり

ます。 

 歳出の内容は、保険給付費９億9,680万5,236円、諸支出金6,124万6,622円、地域支援事業費

3,419万9,725円、総務費1,974万1,111円であります。 

 次に、議案第49号、令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について御説明

申し上げます。 

 歳入総額は１億5,143万315円、歳出総額は１億4,943万4,425円、歳入歳出の差引き額は199
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万5,890円となっております。 

 歳入の主な内容は、後期高齢者医療保険料8,535万9,400円、繰入金5,623万1,000円、諸収入

830万8,414円などであります。 

 歳出の内容は、後期高齢者医療広域連合給付金１億3,636万2,700円、保健事業費883万1,204

円、総務費405万7,621円、諸支出金18万2,900円であります。 

 次に、議案第50号、令和６年度水道事業会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げま

す。 

 収益的収入総額は４億8,973万9,974円でありますが、一般会計から２億2,931万5,000円を繰

り入れております。 

 収益的支出総額は４億4,519万6,389円であります。 

 資本的収入総額は１億7,480万5,000円であります。 

 資本的支出総額は５億3,037万60円であります。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億5,556万5,060円は、過年度及び当年度分損益

勘定留保資金３億2,590万7,466円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,965

万7,594万円で補痾いたしました。 

 次に、議案第51号、令和６年度下水道事業会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げ

ます。 

 収益的収入総額は２億9,142万1,635円でありますが、一般会計から１億6,509万7,000円を繰

り入れております。 

 収益的支出総額は２億9,405万5,937円であります。 

 資本的収入総額は１億7,574万6,000円であります。 

 資本的支出総額は２億505万9,906円であります。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,931万3,906円は、当年度分損益勘定留保資金

2,931万3,906円で補痾いたしました。 

 以上、各会計の歳入歳出決算について御説明申し上げましたが、事項別明細につきましては、

審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、認定していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本決算案６件については、議長と監査委員を除く14人の委員をもって構成す
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る令和６年度歳入歳出決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたい

と思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、本決算６件については、議長と監査委員を除く14人の委

員をもって構成する令和６年度歳入歳出決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査

することに決定しました。 

 委員会条例第８条第２項の規定によって、委員長、副委員長は、委員会において互選するこ

とになっております。 

 互選のため、しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時４４分 

再開 午前１０時４５分 

○議長（行沢弘栄君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長が決定しました。 

 御報告いたします。委員長に総務文教厚生常任委員会委員長の植木厚吉議員、副委員長に経

済建設常任委員会委員長の松田太志議員が決定しました。 

 

△ 日程第17 報告第４号 令和６年度健全化判断比率について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第17、報告第４号、令和６年度健全化判断比率について、報告を求めます。 

○総務課長（村上和代君）   

 それでは報告いたします。 

 報告第４号、財政健全化法における令和６年度健全化判断比率について申し上げます。 

 実質赤字、連結実質赤字等はございません。 

 実質公債費比率7.6％、将来負担比率37.7％となっております。 

 以上でございます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 以上で、報告第４号については終わります。 
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△ 日程第18 報告第５号 令和６年度資金不足比率について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第18、報告第５号、令和６年度資金不足比率について、報告を求めます。 

○総務課長（村上和代君）   

 それでは報告いたします。 

 報告第５号、令和６年度資金不足比率について申し上げます。 

 資金不足比率はございません。 

 以上でございます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 以上で、報告第５号については終わります。 

 

△ 日程第19 報告第６号 継続費精算報告書について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第19、報告第６号、継続費精算報告書について、報告を求めます。 

○総務課長（村上和代君）   

 報告第６号、継続費精算報告書について御報告いたします。 

 地方自治法施行令第145条第２項の規定に基づき、継続費精算報告書を調整いたしましたの

で、別紙のとおり、議会に報告いたします。 

 内容につきましては、お手元に配付してございます令和６年度継続費精算報告書のとおりで

ございます。 

 一般会計、教育費、中学校費、東天城中学校建設事業、事業費全体計画額14億4,585万円に

対し、実績額13億8,949万7,128円でございます。 

 以上、一般会計１件でございます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 
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 以上で、報告第６号については終わります。 

［退席する者あり］ 

 

△ 日程第20 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第20、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

 町長の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 諮問第３号の提案理由を御説明申し上げます。 

 本諮問は、人権擁護委員候補者の推薦について、議会の意見を求める件であります。 

 内容は、徳之島町亀津491番地の４、宮之原順子氏を推薦するものであります。 

 何とぞ御審議くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

 お諮りします。本件は適任であると答申することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、諮問第３号は適任であると答申することに決定しました。 

［着席する者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は、９月19日午前10時から開きます。 

 本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。 

 

散 会 午前１０時５１分 
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令和７年第３回徳之島町議会定例会会議録 

令和７年９月19日（金曜日） 午前10時 開議 

１．議事日程（第５号） 

○開 議 

○日程第 １ 議案第４６号 令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定について 

              ………………………………………（決算審査特別委員長報告） 

○日程第 ２ 議案第４７号 令和６年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

              算の認定について ………………（決算審査特別委員長報告） 

○日程第 ３ 議案第４８号 令和６年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

              認定について ……………………（決算審査特別委員長報告） 

○日程第 ４ 議案第４９号 令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

              の認定について …………………（決算審査特別委員長報告） 

○日程第 ５ 議案第５０号 令和６年度水道事業会計歳入歳出決算の認定につ 

              いて ………………………………（決算審査特別委員長報告） 

○日程第 ６ 議案第５１号 令和６年度下水道事業会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて ……………………………（決算審査特別委員長報告） 

○日程第 ７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出について 

       ……………………………………………………………………（議会運営委員長） 

○閉 会 

 

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程記載事件のとおり 
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１．出席議員（１５名） 

議席番号   氏  名            議席番号   氏  名 

  １番  内   博 行 君           ２番  政 田 正 武 君 

  ３番  宮之原   剛 君           ４番  植 木 厚 吉 君 

  ５番  竹 山 成 浩 君           ６番  松 田 太 志 君 

  ７番  富 田 良 一 君           ８番  勇 元 勝 雄 君 

  ９番  徳 田   進 君          １０番  池 山 富 良 君 

 １１番  是 枝 孝太郎 君          １２番  広 田   勉 君 

 １４番  福 岡 兵八郎 君          １５番  大 沢 章 宏 君 

 １６番  行 沢 弘 栄 君 

 

１．欠席議員（１名） 

 １３番  木 原 良 治 君 

 

１．出席事務局職員 

事 務 局 長  清 原 美保子 君     主 査  中 野 愛 香 君 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

 職  名    氏  名         職  名    氏  名 

町 長  高 岡 秀 規 君     教 育 長  福   宏 人 君 

総 務 課 長  村 上 和 代 君     企 画 課 長  中 島 友 記 君 

建 設 課 長  作 城 なおみ 君     花徳支所長  尚   康 典 君 

農林水産課長  廣   智 和 君     耕 地 課 長  水 野   毅 君 

地域営業課長  清 瀬 博 之 君     農委事務局長  白 坂 貴 仁 君 

学校教育課長  太    稔 君     社会教育課長  安 田   誠 君 

介護福祉課長  福 田 博 文 君     健康増進課長  吉 田   忍 君 

おもてなし観光課長  吉 田 広 和 君     税 務 課 長  新 田 良 二 君 

住民生活課長  大 山 寛 樹 君     選管事務局長  藤   康 裕 君 

会計管理者・会計課長  田 畑 和 也 君     水 道 課 長  奥 村 和 生 君 
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△ 開 議  午前１０時００分 

○議長（行沢弘栄君）   

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 議案第46号 令和６年度一般会計歳入歳出決算の認

定について   

△ 日程第２ 議案第47号 令和６年度国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について   

△ 日程第３ 議案第48号 令和６年度介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について   

△ 日程第４ 議案第49号 令和６年度後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について   

△ 日程第５ 議案第50号 令和６年度水道事業会計歳入歳出決算

の認定について   

△ 日程第６ 議案第51号 令和６年度下水道事業会計歳入歳出決

算の認定について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第１、議案第46号、令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第６、

議案第51号、令和６年度下水道事業会計歳入歳出決算の認定についてまで、６件を一括議題と

します。 

 決算審査特別委員長の報告を求めます。 

○決算審査特別委員長（植木厚吉君）   

 おはようございます。 

 それでは、令和６年度歳入歳出決算審査特別委員会に付託されました一般会計並びに特別会

計決算書の審査の経過と結果についてを御報告申し上げます。 

 去る９月16日、17日の２日間にわたり、町長をはじめ、総務課長及び財政主幹、各担当課長、

担当職員の出席を求め、各会計歳入歳出事項別明細書等に基づき、審査を行いました。 

 審査の過程では、令和６年度の決算に係る事業の成果、課題または今後の方策等について質

疑や要望等がなされました。 

 主な要望についてを御報告いたします。 

 各課における備品の管理については、備品の取得・移管・廃棄を適正に管理し、備品台帳と

の整合性を図るため、責任の明確化と職員への周知、教育に努めること。 
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 住宅使用料や水道料金など、各種税金の未納が続く悪質な滞納者に対しては、納税者との不

公平が決して生じないよう強制退去や給水停止をはじめとした厳しい措置を迅速かつ確実に講

じ、未収金回収に最大限の努力を払い、今後も関係部署と連携し、滞納の未然防止及びに厳格

な対応に努めること。 

 なお、質疑については、皆様御周知のとおりでございますので、省略をさせていただきます。 

 それでは、結果を御報告申し上げます。 

 議案第46号、令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第47号、令和６年度国

民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第48号、令和６年度介護保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第49号、令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について、議案第50号、令和６年度水道事業会計歳入歳出決算の認定について、

議案第51号、令和６年度下水道事業会計歳入歳出決算の認定について、以上６件については、

全会一致で認定すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（行沢弘栄君）   

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案ごとに討論、採決を行います。 

 議案第46号、令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第46号、令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。こ

の決算に対する委員長の報告は認定するものです。 

 お諮りします。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第46号は認定することに決定しました。 

 これから、議案第47号、令和６年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   
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 討論なしと認めます。 

 これから、議案第47号、令和６年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。 

 お諮りします。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第47号は認定することに決定しました。 

 これから、議案第48号、令和６年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論

を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第48号、令和６年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採

決します。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。 

 お諮りします。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第48号は認定することに決定しました。 

 これから、議案第49号、令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について討

論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第49号、令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを

採決します。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。 

 お諮りします。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第49号は認定することに決定しました。 

 これから、議案第50号、令和６年度水道事業会計歳入歳出決算の認定について討論を行いま

す。 

○８番（勇元勝雄君）   

 この間の決算審査特別委員会が終わって、友達何人かと飲んで、こういう話をしたら、委員
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会は賛成でしたけど、この上水道会計に対して私は反対いたします。 

 その理由としては、現在6,500万円の滞納額があり、また毎年300万円以上を不納欠損で落と

してる。その徴収の努力をしているかといったら、私には努力している姿が見えないわけです。

給水停止が年間で19件、こういう状態で努力をしているとは私はとても思えません。そして、

事業に対しても、この間、現場を回っていろいろ問題がありました。２億円以上の金を毎年繰

り入れしながら、企業努力というのが見えないんですよね。水道料というのは、使った分だけ

もらうわけですから、実際固定資産とか、ああいうものは、何で借金して、また固定資産税を

払わなければいけないとか、そういう気持ちもありますけど、水道だけは、自分が使った分を

徴収するわけですから、もっと企業努力をして、もっと給水停止をしなければ、現在のような

状況で毎年300万円から500万円の間を不納欠損で落としている。こういう予算に対して、私は

反対いたします。 

○議長（行沢弘栄君）   

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第50号、令和６年度水道事業会計歳入歳出決算の認定について採決します。

この採決は起立によって行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定するものです。この決算は委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 起立多数です。したがって、議案第50号は認定することに決定しました。 

 これから、議案第51号、令和６年度下水道事業会計歳入歳出決算の認定について討論を行い

ます。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第51号、令和６年度下水道事業会計歳入歳出決算の認定についてを採決しま

す。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。 

 お諮りします。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   



― 203 ― 

 異議なしと認めます。したがって、議案第51号は認定することに決定しました。 

 

△ 日程第７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出について   

○議長（行沢弘栄君）   

 日程第７、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出についてを議題とします。 

 委員長から会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の

継続調査の申出があります。 

 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（行沢弘栄君）   

 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。 

○議長（行沢弘栄君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和７年第３回徳之島町議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

 

閉 会 午前１０時１４分 

 

地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

         徳之島町議会議長    行 沢 弘 栄 

 

         徳之島町議会議員    富 田 良 一 

 

         徳之島町議会議員    大 沢 章 宏 




